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ご契約のしおり・約款

無 配 当

が ん 保 険





ご契約のしおり・約款をお読みいただく前に

 この冊子はつぎの順番で記載されています。

ご契約のしおり

この保険の約款のなかで特に保険契約者にとって大切なことがら（重要
事項、保障内容、諸手続き、税法上の扱いなど）を抜き出し、わかりやすく
ご説明しています。

普通保険約款（主契約）

生命保険会社と保険契約者との間でとりかわす約束の内容となる、お互い
の権利義務を規定しています。

特約条項（特約）

保障内容を充実させる目的等で主契約に付加するものです。

別表

普通保険約款や特約条項に共通している「別表」をまとめて記載して
います。「別表 1」から順に記載しています。
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ご契約のしおり



3 主な保険用語のご説明

主な保険用語のご説明
ご契約に関して普通保険約款および特約条項をご理解いただくために、主な保険用語についてご説明いたし
ます。

か
■解　除 保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること

をいいます。

■解　約 ご契約を終了させ、その効力を将来にわたって消滅させることをいいます。

■解約返戻金 ご契約を解約した場合などに、保険契約者に払戻されるお金のことをいい
ます。

■契約応当日 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。特
に月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ月・半
年ごとの契約日に対応する日をさします。
（契約日に対応する日がない場合は、その月の末日とします。）

■契約者貸付 契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸付を受けることが
できます。

■契約年齢 契約日における被保険者の年齢をいい、満年齢で計算します。
（例）24歳７ヶ月の被保険者の契約年齢は、24歳となります。

■契約日 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、通常は責任開始日と同
じ日となります。ただし、保険料の払込方法〈経路〉によっては、契約日
と責任開始日が異なる場合があります。

■告知義務 保険契約者や被保険者は、ご契約のお申込みをするときなどに、現在の健
康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらにつ
いて、ありのまま正確にもれなく報告していただくことを要します。これ
を告知義務といいます。

■告知義務違反 告知の際に、事実が告げられなかったときには、当社は告知義務違反とし
てご契約を解除することができます。

さ
■失　効 ご契約の効力が失われることをいいます。

■主契約 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といいます。

■診　査 診査医扱のご契約に申込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、
検診をさせていただくことをいいます。また健康診断結果表・人間ドック
結果表を使用する方法もあります。

■責任開始期㈰ 当社が、ご契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開
始期の属する日を責任開始日といいます。

■責任準備金 将来の保険金等のお支払いのために、当社が積立てておくべきお金のこと
をいいます。
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た
■第１回保険料相当額 ご契約のお申込みの際にお払込みいただくお金のことで、ご契約が成立し

た場合には、第１回保険料に充当されます。

■特　約 さまざまな保障内容を充実させるためや、普通保険約款に記載されている
内容と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加する契約内容をいい
ます。

は
■払込期月 毎回の保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。月払は月単位、

半年払は半年単位、年払は年単位の契約応当日の属する月の初日から末日
までです。

■払済保険への変更 保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間
をそのままにした保障額の少ない保険に変更する方法です。

■被保険者 保険金・給付金などの支払事由の対象となる人のことをいいます。

■復　活 契約が失効した場合、保険種類ごとの当社所定の期間内であることを条件
に、もとに戻すことをいいます。

■保険金（給付金） 被保険者が約款で定める支払事由に該当されたときにお支払いするお金の
ことをいいます。

■保険金（給付金）
　受取人

保険契約者が指定した、保険金（給付金）を受取る人のことをいいます。

■保険契約者 当社と保険契約を結び、ご契約上の権利（たとえば、契約内容の変更など
の請求権）と義務（たとえば、保険料支払義務）を持つ人のことをいいます。

■保険証券 ご契約の保険金額や保険期間などご契約の内容を具体的に記載したもので
す。

■保険年度 契約日から起算して満１か年を第１保険年度といいます。以下順次、第２
保険年度、第３保険年度、��となります。

■保険料 保険契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。

■保険料期間 保険料払込期間中の契約応当日（月払・半年払の場合、月単位・半年単位
ごとの契約応当日）からつぎの契約応当日の前日までの期間をいいます。

ま
■無　効 保険契約申込時に錯誤があったためなど、契約要件を満たしておらず、有

効契約として取扱うことが不能なことをいいます。

■免責事由 被保険者が支払事由に該当された場合でも、保険金・給付金などが支払わ
れないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。

や
■約　款 “ご契約からお支払いまたは満了までのとりきめ”を記載したものです。
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や
■猶予期間 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、お払込み

を猶予する期間をいいます。
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ご契約に際して

1  �ご契約の申込書・告知書は保険契約者および被
保険者ご自身で正確にご記入ください

●ご契約の申込書・告知書（告知欄）は、保険契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また記入後は、
内容を十分お確かめください。

●告知の詳細については、〈告知について〉の項を参照してください。
●なお、ご契約の際にご印章をご使用の場合、そのご印章は、将来いろいろな手続きに必要となりますので、
大切に保管してください。ご印章を紛失した場合は、諸手続に際して、印鑑証明書と実印で手続きしてい
ただくことになります。

2  �保険証券と告知書（の写し）をお確かめください
●ご契約に際して、当社は、保険証券を保険契約者に、告知書の写しまたは控えを被保険者にお届けします。
●お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度よくお確かめください。万一、お申込内容と保
険証券が違っているとき、または告知していただいた内容に追加・変更があるときには、同封の「告知訂
正用紙」にご記入いただき、本社あてにご郵送いただくか、担当のライフプランナーまたはカスタマーサー
ビスセンターにご連絡ください。

●保険証券は大切に保管してください。

3 �生命保険募集人について
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾し
たときに保険契約は有効に成立します。

　生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して
承諾をすれば保険契約は有効に成立します。

●当社のライフプランナー（生命保険募集人）は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険
契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対
して当社が承諾したときに有効に成立します。

　また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する
当社の承諾が必要になります。
（当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例）
・保険契約の復活　　・特約の中途付加　など�
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4 �当社の組織形態（株式会社）について
●当社の組織形態
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「株式会社」です。株式会社は、
株主の出資により運営されるものであり、株式会社の保険契約者は相互会社のように、「社員」（構成員）
として会社の運営に参加することはできません。�

●保険契約者の権利および義務
保険契約者の権利は、契約内容の変更などの請求権など約款に定める保険契約に関する権利です。なお、
保険契約者の義務としては、約款に基づく保険料の払込みなどがあります。

5 �ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除を
することができます（クーリング・オフ制度）

生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討いただくようお願いします。

●お申込者または保険契約者（以下、「お申込者等」といいます。）は、つぎに掲げる日のうちいずれか遅い
日から、その日を含めて10日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除（以
下、「お申込みの撤回等」といいます。）をすることができます。

　①注意喚起情報の説明の完了日（「お申し込みに際してのご確認事項」に署名した日）
　②「特別条件承諾書」に署名した日（特別条件が適用された場合のみ）
　③第１回保険料充当金のお払込方法により定まるつぎのいずれかの日
　・デビットカードまたはクレジットカードをご利用の場合、デビットカード口座引落確認書またはクレジッ

トカード売上票もしくは利用票の交付日
　・お振込みの場合、その着金日
　・口座振替の場合、注意喚起情報の説明の完了日

●お申込みの撤回等の方法としては、書面を本社または支社に直接ご持参いただくか、もしくは郵便により
ご送付ください（消印日が申出日です）。この場合、書面にはお申込者等の氏名および住所をご記入のうえ、
お申込みの撤回等をする旨を明記してください。

●お申込みの撤回等があった場合には、当社はお申込者等にすでにお払込みいただいた金額をお返しいたし
ます。

当社の指定した医師の診査を受けられた場合やご契約者が法人（個人事業主を含みます。）の場合、ま
たはその他法令に定める場合にはこのお取扱いをいたしません。

ご注意
ご契約のお申込みを撤回することのできる期間およびご契約をその成立時にさかのぼって解除するこ
とができる期間には、上記のとおり制限があります。
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6  �「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保
険会社等との保険契約等に関する情報の共同利
用について

当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および給付金等のお支払いが正しく確実に行われ
るよう、「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報
を特定の者と共同して利用しております。

「支払査定時照会制度」について

当社は、（一社）生命保険協会、（一社）生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組
合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会（以下、「各
生命保険会社等」といいます。）とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等（以下、

「保険契約等」といいます。）の解除もしくは無効の判断（以下、「お支払い等の判断」といいます。）
の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等
の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金等のご請求に際し、ご契約内容等を照会させていただくことがあります
保険金、年金、給付金または一時金（以下、「保険金等」といいます。）のご請求があった場合や、これらに
かかる保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部また
は一部について、（一社）生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社
等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること（以下、「相互
照会」といいます。）があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その
他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、
相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、
その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事
項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定
時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者ま
たは保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事
実と相違している場合には、訂正を申出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して
相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは
第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続の詳細については、担当のライフプランナーま
たはカスタマーサービスセンターにお問合わせください。
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つぎの事項が相互照会されます
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所（市、区、郡までとします。）
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故（左記の事項は、照会を受けた日から5
年以内のものとします。）�

③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の
氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法

ただし、契約消滅後５年を経過した契約にかかるものは除きます。

上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険
料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共
済金額、共済掛金と読み替えます。

　※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、

　　（一社）生命保険協会ホームページ（http�:�//www.seiho.or.jp/）の「加盟会社」をご参照ください。



10ご契約に際して

し
お
り

ご
契
約
に
際
し
て

7  �生命保険会社の財産状態の変化による生命保険
契約への影響の可能性について

生命保険会社は、生命保険契約の保障機能をまっとうするため、とりわけ生命保険契約が長期にわたる契約
であることに留意しながら、保険業法の定めるところにより、国の免許を受けて、主務官庁の監督のもと健
全な経営に努めております。
ただし、万一、生命保険会社の財産状態の変化により、経営が困難となった場合またはその蓋然性がある場
合には、主としてつぎのような処理が行われる可能性があり、これに伴い、ご契約にも影響が出る可能性が
あります。

保険業法に基づく契約条件の変更手続（経営が困難となる蓋然性がある場合）
保険業法の定めるところにより、主務官庁の承認、株主総会の特別決議および保険契約者の異議申立手続を
経て、保険金額等の削減その他のご契約内容の変更（保険業法の「契約条件の変更の限度」の規定の範囲内
の変更に限られます。）が行われることがあります。

保険業法に基づく破綻処理（経営が困難となった場合）
つぎのときには、保険業法の定めるところにより、ご契約内容の変更（保険業法の「契約条件の変更の限度」
の規定の適用はありません。）が行われることがあります。
①主務官庁の命令または認定を受けて、他の保険会社または生命保険契約者保護機構へ保険契約の移転が行
われるとき�

②主務官庁の命令または認定を受けて、他の保険会社との合併が行われるとき
③主務官庁の命令または認定を受けて、他の保険会社または保険持株会社の子会社となるとき

一般の倒産法制の利用（経営が困難となった場合）
会社更正法等の倒産法に基づく手続きが行われるときには、生命保険会社の財産状態に応じて、各倒産法の
定めるところにより、ご契約内容の変更が行われることがあります。

生命保険契約者保護機構について
上記の制度の利用に加えて、保険業法の定めるところにより、生命保険会社が生命保険契約者保護機構に申
込みを行い、これが認められたときには、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われることがあります。
ただし、生命保険契約者保護機構からの資金援助が行われるときにも、ご契約時にお約束した保険金額等が
保証されるものではありません。

「生命保険契約者保護機構」につきましては、〈「生命保険契約者保護機構」について〉をご参照ください。

ご注意
生命保険会社の財産状態の変化により上記のご契約内容の変更が行われた場合には、保険契約者また
は保険金等のお受取人のお受取りになる金額が、お払込みいただいた保険料の合計額を下まわる可能
性があります。
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8  �「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」（以下、「保護機構」といいます。）に加入しております。保護機構の概要は、
以下のとおりです。

●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥っ
た場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の
移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る
資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に
対する信頼性を維持することを目的としています。

●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが
困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援
助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。

●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定（※１）に係る部分
を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約（※２）を除き、責任準備金等（※
３）の90％とすることが、保険業法等で定められています（保険金・年金等の90％が補償されるもので
はありません。（※４））。

●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持する
ために、契約条件の算定基礎となる基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）の変更が行われる
可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制
度（保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控
除を行う制度）が設けられる可能性もあります。

※１　特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証（最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等）のない保険契

約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成するこ

とが可能です（実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります）。

※２　破綻時に過去５年間で常に予定利率が基準利率（注１）を超えていた契約を指します（注２）。当該契約については、責

任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限と

なります。

　　　高予定利率契約の補償率＝90％－｛（過去５年間における各年の予定利率－基準利率）の総和÷２｝

(注１) 基準利率は、生保各社の過去５年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。

現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。

(注２) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険

契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保

険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているもの

とみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、

被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することに

なります。

※３　責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備

金等をいいます。

※４　個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90％が補償されるものではありません。



12ご契約に際して

し
お
り

ご
契
約
に
際
し
て

支払い

支払い

支払い

支払い

( 注１) 上記の「財政措置」は、２０２２年３月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出に

よる負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。

(注２) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買取

ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。（高

予定利率契約については、※２に記載の率となります。）

●補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたもので
あり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。

生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構　TEL 03-3286-2820

　　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
9：00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00

ホームページアドレス　http://www.seihohogo.jp/
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9 �新たな保険契約への乗換えについて
現在ご契約の保険契約を解約または減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討され
ている方へ

現在ご契約の保険契約を解約または減額するときは、一般的につぎの点について、保険契約者にとって不利
益となります。

●解約または減額の際にお払戻しできる金額は、多くの場合、お払込保険料（減額の場合は減額部分に対応
するお払込保険料）の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約または減額したと
きの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。�

●ご契約後、所定の年数を経過した有配当の保険契約に対する配当の権利などを失う場合があります。

新たな保険契約につきましては、つぎのお取扱いとなることがありますのでご注意ください。

●お申込みに際して、被保険者の健康状態などによっては特別条件を適用させていただく場合や、ご契約を
お断りする場合があります。�

●新たな保険契約の責任開始期から２年以内の自殺の場合には、保険金・給付金などをお支払いしません。
　（ただし、会社所定の取扱範囲内で、保険金・給付金などの一部または全部をお支払いすることがあります。）
●新たな保険契約の責任開始期前に発生した傷害または発病した疾病を原因とする場合には、保険料の払込
免除をできないことがあります。

●新たな保険契約の告知をいただく際、事実を告知しなかったり事実と違うことを告知しますと、告知義務
違反として新たなご契約が解除され、保険金・給付金などが支払われない場合があります。
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10�告知について�

保険契約者や被保険者には、健康状態やご職業など、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な
ことがらについて告知をしていただく義務があります。

１．告知義務について
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう助けあいの制度です。したがって、初め
から健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料
負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴（傷病名・治療期間など）、現在の健康状
態、身体の障害状態、職業などの「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのまま正確に
もれなくお知らせください。
　※ご契約時のほか、保険契約を復活する場合や特約を中途付加する場合などにも告知が必要です。

〈診査を行うご契約の場合（診査医扱）〉
当社指定の医師が、被保険者の過去の傷病歴（傷病名・治療期間など）などについておたずねしますので、
その医師に口頭によりありのままを告知してください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録
されますのでご確認のうえご署名ください。

〈診査を行わないご契約の場合（告知書扱）〉
告知書に保険契約者や被保険者ご自身でありのままを記入し、ご署名ください。過去の傷病歴（傷病名・治
療期間など）など、告知書に記入いただく事項は、当社が保険契約をお引受けするかどうかをきめるための
重要なことがらですから、書面でおたずねすることにしております。
このお取扱いは、勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合も同様です。�

２．告知受領権について
告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。当社のライフプランナーには告知受領権がな
く、当社のライフプランナーに口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意
ください。�

３．お申込内容等の確認をさせていただくことがあります
当社の確認担当社員または当社が委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金などのご
請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認さ
せていただくことがあります。また、このために必要な限りにおいて、当社の委託を受けた者に、お申込内
容等の情報を提供することがあります。
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４．傷病歴等がある方でもお引受可能な場合があります
当社ではご契約者間の公平性を保つために、お客さまのお身体の状態すなわち保険金・給付金などのお支払
いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「特定の
障害についての保障範囲からの除外（特定障害不担保特約の付加）」などの特別な条件をつけてお引受けする
ことがあります。従いまして傷病歴等がある方をすべてお断りするものではなく、また、傷病によっては特
別な条件をつけずにお引受けできる場合がありますので、ありのままの事実を告知してください。

〈傷病歴・通院事実等を告知した場合〉
・所定の診査や追加のくわしい告知などが必要となることがあります。
・ご契約のお引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
①無条件でご契約をお引受けさせていただく
②特別な条件付（特定の障害についての保障範囲からの除外等）のうえでご契約をお引受けさせていただ
く�

③今回のご契約はお断りさせていただく

上記②の場合、当社よりその条件をご提示いたしますので、「ご契約のしおり・約款」の「特定障害不担保特
約条項」をご熟読のうえ、お示しした条件にご承諾いただければ、ご契約は成立します。
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５．正しく告知しない場合のデメリットについて
告知いただくことがらは、告知書に（質問事項として）記載してあります。もし、これらについて、故意ま
たは重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、責任開始日（復活の
場合は復活日）から２年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することが
あります。

・責任開始日（復活の場合は最後の復活日）から２年を経過していても、保険金・給付金などの支払事由
等が２年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。

・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金・給付金などをお支払いする事由が発生していても、
お支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込み
を免除することはできません。（ただし、「保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除の事
由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金などをお支払いま
たは保険料のお払込みを免除することがあります。）
この場合には、解除の際にお支払いする解約返戻金があればご契約者にお支払いします。

告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないこと
を告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、生命保険
募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、
事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解
除することができます。

●なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、
保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。

　例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意
にお知らせいただけなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由と
して、保険金・給付金などをお支払いできないことがあります。

　この場合、
・責任開始日または復活日からの年数は問いません。（告知義務違反による解除の対象外となる２年経過後
にも取消となることがあります。）

・また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

●がん保険の場合、がん給付の責任開始期前にがんと診断確定されていたときは、ご契約を無効とし、保険金・
給付金などのお支払はしません。また、告知以前にがんと診断確定されていた事実を保険契約者または被
保険者のいずれかが知っていたときは、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。

●「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意くだ
さい。
・新たな保険契約の締結にあたっては、新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反によ
る解除の規定が適用されます。

・詐欺による契約締結の取消の規定などについても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為が適用
の対象となります。

・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たな保険契約のお引受けができなかったり、その告知をしなかっ
たために上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意ください。�



17 ご契約に際して

1 1�保障はつぎの時から開始されます（責任開始期）

お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを承諾した場合には、第１回保険料相当額のお払込みと
告知がともに完了した時から保険契約上の責任を負います。

●お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定した場合には、ご契約の保障はつぎのとおり開
始されます。
①死亡保険金および保険料の払込みの免除について��「がん給付以外の責任開始期」
第１回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した時から�

②がん入院給付金、がん手術給付金、がん治療給付金、がん死亡保険金およびがん高度障害保険金につい
て��「がん給付の責任開始期」
がん給付以外の責任開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から�

お申込み

お申込み

お申込み



18主契約について

し
お
り

主
契
約
に
つ
い
て

主契約について

1  �がん保険
■特徴

①この保険は、がんによる入院、手術および死亡・高度障害に対する保障を一生涯にわたって追求
した終身保障のがん保険です。

②がん治療給付金が支払われますので、がんへの罹患（りかん）・治療開始時の負担に要する費用
にあてることができます。

③がん以外の事由で死亡した場合には、死亡保険金が支払われます。
④所定の条件を満たす場合、退院後も継続して入院しているとみなしてがん入院給付金をお支払い
します。

⑤この保険は配当金がありません。

■しくみ

がん入院給付金

がん手術給付金

がん治療給付金※2

がん高度障害保険金

がん高度障害保険金※1

がん死亡保険金

がん死亡保険金※1

死亡保険金

保険料払込期間＝終身※3

不担保期間90日

一生涯続く
保障

〈例〉

契約日

※１　これらの保障はがん死亡保険特約の保障です。

※２　がん治療給付金をお支払いした入院の開始日から２年以内にがんによる入院を開始してもこの給付金をお支払いしませ

ん。

※３　がん以外の事由により所定の高度障害状態に該当した場合や、不慮の事故による傷害により所定の身体障害の状態に該当

した場合、以後の保険料は免除されます。　
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１．保険金・給付金のお支払い

給付の名称 お支払事由 支払額 お受取りになる人

がん死亡保険金

被保険者が、がん給付の責任
開始期以後に診断確定された
がんを直接の原因として死亡
したとき

（がん入院給付金日額）×
100

死亡保険金受取人

がん高度障害保険金

被保険者が、がん給付の責任
開始期以後に診断確定された
がんを直接の原因として所定
の高度障害状態に該当したと
き

（がん入院給付金日額）×
100

がん給付金受取人
（がん給付金受取人
の指定がない場合に
は、当該被保険者。
以下、同じとしま
す。）

がん入院給付金

被保険者が、がん給付の責任
開始期以後に診断確定された
がんの治療を直接の目的とし
て入院をしたとき

（がん入院給付金日額）×
（入院日数）

がん給付金受取人

がん手術給付金

被保険者が、がん給付の責任
開始期以後に診断確定された
がんの治療を直接の目的とし
て所定の手術を受けたとき

（がん入院給付金日額）×
（所定の給付倍率）

がん給付金受取人

がん治療給付金

被保険者が、がん給付の責任
開始期以後に診断確定された
がんの治療を直接の目的とし
て入院を開始したとき

（がん入院給付金日額）×
100

がん給付金受取人

死亡保険金
被保険者が、がん以外の事由
によって死亡したとき

（がん入院給付金日額）×
10

死亡保険金受取人

■がん手術給付金の支払対象となる所定の手術および所定の給付倍率とは��
くわしくは、がん保険別表４をご覧ください。

■保険金・給付金の支払事由が発生した場合には��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類を
ご提出ください。(請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)

●がん治療給付金は、がん治療給付金の支払われることとなった最終の入院開始日からその日を含めて２年
以内にがん治療給付金の支払事由に該当した場合には、お支払いしません。

●各給付金に支払限度はありません。
●がん死亡保険金・がん高度障害保険金・死亡保険金は重複してお支払いしません。
●がん以外の事由により被保険者が死亡した場合、死亡保険金にがん給付を目的とする部分の責任準備金を
加えてお支払いします。

がん給付の責任開始期
〈保障はつぎの時から開始されます（責任開始期）〉をご参照ください。
復活の取扱いが行われた場合は、原則として最後の復活の際の責任開始期となります。
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●がん手術給付金は、手術の種類に応じて、入院給付金日額の10倍、20倍または40倍をお支払いします。
●がん保険別表４に定める対象となる手術において「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な
除去を目的として行う観血手術で、原発病巣を含めてその周囲組織を広範に切除し、転移の可能性のある
リンパ節を郭清（かくせい）する手術をいいます。再発・転移病巣に対する手術については、悪性新生物
根治手術には該当しません（「その他の悪性新生物手術」となります。）。

被保険者が「がん給付の責任開始期」前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および
被保険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、この契約は無効となり、保険金または
給付金をお支払いすることはできません。
告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者のいずれか１
人でも知っていた場合には、給付金のお支払いはせず、保険料の払戻しもいたしません。

在宅ホスピスケア等のみなし入院の取扱いについて
つぎのすべてを満たす場合、被保険者が退院した後も継続して入院しているものとみなして取扱います。こ
の取扱いは、継続した入院とみなして支払事由を適用し、退院日から180日分を限度とします。

●退院時に、被保険者の余命が６ヶ月以内と判断されていること
●退院後も、病院または診療所以外において、症状緩和を目的として、医師の計画的な医学管理の
もとで、総合的に提供される医療を継続して受けていること

２．保険料の払込免除
被保険者がつぎのいずれかの障害状態に該当したときは、以後の保険料の払込みが免除されます。
⑴被保険者が、普通死亡保険の責任開始期以後に発生したがん以外の事由によって保険期間中に所定の高度
障害状態に該当したとき

⑵被保険者が、普通死亡保険の責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日か
らその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当したとき�

■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、がん保険別表２をご覧ください。

■不慮の事故とは��
くわしくは、がん保険別表５をご覧ください。

■所定の身体障害の状態とは��
１眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、がん保険別表６をご覧ください。

■保険料の払込免除事由が発生した場合��
直ちに、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご通知のうえ、所定の請求書類を
ご提出ください。(請求書類は〈手続きのための必要書類一覧〉をご覧ください。)
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特約について

1  �特約の保障内容（がん保険用）
がん死亡保険特約
がん保険の保険金・給付金に加えてつぎの保険金をお支払いします。

給付の名称 お支払事由 支払額 お受取りになる人

がん死亡保険金

被保険者が、この特約のがん
保険金の責任開始期以後に診
断確定されたがんを直接の原
因として死亡したとき

特約のがん死亡保険金額
主契約の

死亡保険金受取人

がん高度障害保険金

被保険者が、この特約のがん
保険金の責任開始期以後に診
断確定されたがんを直接の原
因として所定の高度障害状態
に該当したとき

特約のがん死亡保険金額
主契約の

がん高度障害保険金
の受取人

がん死亡保険金およびがん高度障害保険金の責任開始期
「保障はつぎのときから開始されます (責任開始期 )」をご参照ください。
復活の取扱いが行われた場合は、原則として最後の復活の際の責任開始期となります。

●この特約の責任開始期は、この特約の保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日とし
ます。

●がん以外で死亡したとき、がん死亡部分の責任準備金をお支払いします。
●がん死亡保険金またはがん高度障害保険金をお支払いしたとき、また主契約が払済保険に変更もしくは消
滅したときなど、この特約は消滅します。

■所定の高度障害状態とは��
両眼が全く永久に見えなくなった状態などです。くわしくは、がん保険別表２をご覧ください。

ご注意
この特約が付加されているがん保険が減額された場合において、この特約の保険金額が会社所定の
範囲をこえるときは、会社の定める取扱範囲内で、この特約の保険金額をその限度額まで減額しま
す。
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2 �保険金等の支払方法の選択に関する特約
この特約を付加することにより、保険金等を一時金以外の方法で受取ることが可能となります。

●保険金等の支払方法の選択に関する特約はつぎのとおり付加することができます。（会社所定の条件があり
ます。）
①保険金などを年金支払または据置支払により受取る場合、保険契約者または保険金等の受取人からの申
出により付加することができます。

②解約返戻金を年金支払または据置支払により受取る場合、保険契約者からの申出により付加することが
できます。

　�※会社所定の範囲内であれば一時金を払込むこともできます。

●年金支払における年金の種類はつぎのとおりです。
①保証期間付終身年金
②確定年金（年金支払期間指定型）
③確定年金（年金額指定型）
④保証期間付夫婦連生終身年金

年金額および据置利息は、将来実際に年金基金が設定されまたは据置が開始された時における、
会社所定の基礎率（予定利率、予定死亡率等）および計算方法により計算されます。年金額およ
び据置利息は、ご契約時点で定まるものではありません。

ご注意
●この特約の年金開始日以後は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはでき
ません。

●据置保険金等の受取人は、保険金等の支払方法の選択に関する特約を解約することはできませ
ん。据置支払開始以後に据置支払をおやめになるときは、その時の据置保険金等の一時支払を
ご請求ください。

●保証期間付（夫婦連生）終身年金は、この特約の年金受取人（保証期間付夫婦連生終身年金の
場合は配偶者を含みます。）が年金開始日以後一定期間内に死亡した場合、お支払いする年金等
の総額が払込保険料額を下まわることがあります。
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3 �愛の割増年金特約（割増年金支払特約）
この特約は、会社所定の障がい等に該当される保険金等の受取人に、保険金等に代えて、通常より割増され
た年金※をお支払いし、保険金等の受取人の将来の生活安定をはかるものです。
　　※「保険金等の支払方法の選択に関する特約」において同一年金種類・保証期間でお支払いする年金と比較した場合。ただし、

年金基金設定時の年金受取人の年齢が一定年齢以上の場合、「割増年金支払特約」による年金額と、「保険金等の支払方法

の選択に関する特約」による年金額は同一となる場合があります。

終
身
年
金

【保険金等の支払方法
の選択に関する特約を
付加した場合の年金額】

割増年金分※

保証期間 10年

10年保証期間付終身年金

年金受取人：長男（主契約の保険金等の受取人）
※長男は会社所定の障がい者に該当。

年金基金設定時の長男の年齢：16歳

保険金等を年金で受取ることができます［しくみ］

※割増年金分は性別・年齢等により一定ではありません。また、年齢により割増年金分が無い場合もあります。

●この特約を付加する際には、保険金等の受取人に関する身体障害者手帳、療育手帳等、精神障害者保健福
祉手帳、公的年金制度の障害年金の年金証書のいずれかのコピー、その他会社が必要と認めた書類等が必
要となります。

●この特約は、つぎのいずれにも該当する場合に付加することができます。

①保険金等の受取人が所定の障がい者であること
②保険金等の受取人が、保険契約者による申出の場合には申出時において、保険金等の受取人によ
る申出の場合には保険金等の支払事由発生時において、つぎのいずれかに該当すること
ア．主契約の被保険者
イ．主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
ウ．主契約の被保険者の直系血族
エ．主契約の被保険者の３親等内の親族
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●この特約は、つぎのように付加することができます。
①保険金等の支払事由発生前：保険契約者の申出により付加することができます。
②保険金等の支払事由発生後：保険金等の受取人の申出により付加することができます。

●この特約の年金種類は、保証期間付終身年金とします。
●この特約の年金受取人は、保険金等の受取人とします。

年金額は、年金基金設定時における会社所定の基礎率（予定利率、予定死亡率等）および計算方法
により計算されます。ただし、年金基金設定時における年金基金の額を基準として、この特約の締
結時における会社所定の基礎率および計算方法により計算された年金額を下まわることはありませ
ん。

ご注意
●年金開始日以後は、割増年金支払特約を解約することはできません。
●この特約は、つぎの場合消滅します。
①主契約が保険金等の支払事由以外の事由によって消滅した場合
②死亡一時金が支払われた場合
③年金基金設定日前に保険金等の受取人が所定の障がい者でなくなった場合
④年金基金設定日前に保険金等の受取人が死亡した場合
⑤保険金等の支払事由発生前に保険金等の受取人が変更された場合

●この特約の年金受取人が年金開始期以後一定期間内に死亡した場合、年金等の総額が保険金等の総
額を下まわることがあります。
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4 �指定代理請求特約
ご契約者が主契約の被保険者の同意を得て、「指定代理請求特約」を付加し、指定代理請求人を指定すること
により、所定の保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情があるときに、保険金等の受取人に
代わり指定代理請求人が請求を行うことができる制度です。
保険金等とは、保険金、給付金、年金、保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。

１．指定代理請求人について
指定代理請求人は１契約につき１名とし、つぎの①～⑤の範囲内から指定していただきます。�
①主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
②主契約の被保険者の直系血族
③主契約の被保険者の３親等内の親族
④主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の死亡保険金等（名
称の如何を問わず、主契約の被保険者の死亡により受ける給付のことをいいます。）の受取人

⑤上記のほか、主契約の被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者
　　※ご契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、上記①～⑤の範囲内で指定代理請求人を変更指定し、または指定を撤回す

ることができます。

　　※所定の範囲内であることを確認させていただくための所定の書類の提出が必要になります。

被保険者

父母

子

1

2

3

1

2

3

孫

曾孫

祖父母

曾祖父母

配偶者

父母

配偶者

配偶者

配偶者

祖父母

＜指定代理請求人の範囲①～③＞

兄弟姉妹

伯叔父母

甥姪

兄弟姉妹

伯叔父母

直系血族

甥姪

※ □中の数字：親等
※ 二重線：配偶者関係

配偶者

配偶者

配偶者

※上記以外にも、「④主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の死亡保
険金等の受取人」および「⑤主契約の被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者」
を指定代理請求人とすることが可能です。

1

2

3

1

3

3

2

3

3

2

3

3

2

2

3

曾祖父母
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２．代理請求が可能なケースについて
�(1) 指定代理請求人による代理請求
つぎの〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない場合〉の①～③のいずれかに該当する場合には、あ
らかじめ指定した指定代理請求人が、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請
求を行うことができます。

保険金等の受取人が保険金等を請求できない場合
①保険金等の請求を行う意思表示が困難である場合
②会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
③その他、①または②に準じる状態である場合

�(2) 保険金等の受取人の戸籍上の配偶者等による代理請求
(1) の〈保険金等の受取人が保険金等を請求できない場合〉の①～③のいずれかに該当し、さらに、指定
代理請求人による代理請求ができない、つぎのいずれかに該当する場合には保険金等の受取人の戸籍上
の配偶者（戸籍上の配偶者がない場合には、その受取人と生計を一にする者）が、会社の承諾を得て、
保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。�
①指定代理請求人が保険金等の請求時において、すでに死亡している場合�
②指定代理請求人が保険金等の請求時において、１の①～⑤の対象外である場合�
③指定代理請求人が指定されていない場合

３．代理請求できる保険金等について
この特約の対象となる保険金等はつぎの範囲内となります。�
①主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等�
②主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除

＜「保険金等の支払方法の選択に関する特約」「割増年金支払特約」の年金について＞
　保険金等の支払方法の選択に関する特約または割増年金支払特約により支払われる年金についても、指定
代理請求人による代理請求を行うことができます。

　この場合には、その年金ごとに指定代理請求特約を付加していただきます。また、上記記載の「主契約の
被保険者」を「年金受取人」に読替えてお取扱いいたします。

ご注意
●この特約のみの解約は取扱いません。
●保険金等の受取人（保険料の払込免除の場合は、ご契約者）が法人である保険金等については、こ
の特約による代理請求はできません。

●故意に保険金等の支払事由（保険料の払込の免除事由を含みます。）を生じさせた者、または故意に
保険金等の受取人を保険金等を請求できない所定の状態に該当させた者は、指定代理請求人として
指定されていなかったものとし、代理請求を行うことができません。

万が一のときに確実にご請求いただくために、指定代理請求人を新たに指定されるときや指定代理
請求人を変更指定されるときには、指定代理請求人となられた方へ、事前にご契約内容および指定
代理請求特約についてお伝えください。
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ご契約後について

1  �保険料のお払込みには、つぎのような方法〈経
路〉があります

お払込にはつぎのような方法〈経路〉があります。
①口座振替�� 当社が提携している金融機関等の、保険契約者が定めた預金口座から自動的に保険料が

当社に振込まれます。この方法は、継続して保険料を払込まれる場合に、大変便利な方
法です（くわしくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにお
たずねください）。

②送金扱��
（銀行振込・
　郵便振替など）

あらかじめ、当社から払込案内をお送りしますので、払込期間中に同封の振替用紙で、
郵便局または当社指定の銀行などにお払込みください。その際の受領証は、保険料領収
証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
※当社所定のクレジットカードにより、お払込みいただける場合があります。

③団体扱�� 勤務先などの団体を通じて給与等から引去られます。この場合は、まとめて１枚の領収
証を団体代表者にお渡しし、個々の保険契約者にはお渡ししません。

口座振替でお払込みになる場合について
●保険料の振替日
　��口座からの振替日は、毎月26日または27日です（保険契約者が定めた預金口座によって

異なります）。ただし、この日が当該金融機関等の休業日の場合は、翌営業日となります。
●再振替の取扱い
　��所定の金融機関等の口座から振替えられており、再振替の希望をされている等、当社所定の

条件を満たすご契約で、保険料の振替日に口座振替ができなかった場合は、翌月10日
（この日が当該金融機関等の休業日の場合は、翌営業日）に再振替をいたします。

●口座振替および再振替ができなかった場合の取扱い
　��預金残高不足等の理由で口座振替ができなかった場合は、翌月の振替日に、月払のご契約は

２ヶ月分を、半年払・年払のご契約は同一金額を再度振替させていただきます。

保険料のお払込方法〈経路〉の変更について
お払込方法〈経路〉の変更を希望される場合や、転居、勤務先団体からの脱退等をする場合には、
すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお申出ください。お
払込方法〈経路〉の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお
払込方法〈経路〉に変更させていただきます。この場合、新たなお払込方法〈経路〉に変更され
るまでの間の保険料は、お手数でも、支社または本社にお払込みください。また、保険料のお払
込方法〈経路〉を変更した場合は、保険料が変更となることがあります。

当社ライフプランナーが直接現金をお預かりすることはございません。
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2 �保険料のお払込みには、つぎのような方法〈回
数〉があります

保険料のお払込みはつぎの方法〈回数〉があります。
①月払��� 毎月１回お払込みいただく方法です。
②半年払�� 半年に１回の会社所定の月にお払込みいただく方法です。
③年払��� 年１回の会社所定の月にお払込みいただく方法です。

保険料の前納について
将来の保険料の全部または一部（ただし、会社所定の回数分以上とします）を前もってまとめてお
払込みいただく方法です。
●保険料を前納していただきますと、当社所定の利率で保険料を割引きます。
●前納保険料は、当社所定の利率で計算した利息をつけて積立てておき、払込期月の契約応当日ご
とに保険料に充当します。なお、前納保険料のうち、保険料に充当されていない残額のみをお返
しすることはできません。

保険料のお払込方法〈回数〉の変更について
お払込方法〈回数〉の変更を希望する場合、すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサー
ビスセンターまでお申出ください。お払込方法〈回数〉の変更についてお申出があった場合、当社
は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法〈回数〉に変更させていただきます。くわしくは、担
当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。
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3 �ご契約の効力が失われないよう保険料は遅くと
も払込猶予期間中に払込んでください

保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合でも、つぎのとおり猶予期間が
あります。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎますと、ご契約は効力を失います（失効）。
猶予期間はつぎのとおりです。
①月払契約
払込期月の翌月初日から末日までです。

②年払・半年払契約
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日 (翌々月に契約応当日がない場合は、翌々月の末日 )
までです。ただし、払込期月の契約応当日が２月、６月、11月の各末日の場合には、猶予期間はそれぞ
れ４月、８月、１月の各末日までとなります。

（例）月払の場合 
4/1 4/10 4/30 5/1 5/31 6/1

4/1 4/10 4/30 5/1 5/31 6/1 6/10 6/11

契約応当日 
払込期月 

払込期月 

猶予期間 

猶予期間 

失効 

契約応当日 失効 

年払・半年払の場合 

保険料のお払込みがないまま猶予期間が過ぎた場合でも、保険料とその利息の合計額が解約返戻金
額をこえない間は、自動的に保険料相当額を貸付けて保険料に充当することにより、ご契約を有効
に継続させます。（この制度をご希望されない場合は、あらかじめ担当のライフプランナーまたは
カスタマーサービスセンターにお申出ください。）くわしくは、〈保険料のお払込みが困難になった
ときでもご契約を有効に続ける方法があります〉をご覧ください。

ご注意
保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎたことによりご契約が効力を失った場合（失効）には、
保険金や給付金等をお支払いすることができず、また保険料のお払込みを免除することができま
せん。
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猶予期間中に保険金等の支払事由、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の保険料
の取扱いはつぎのとおりです。

●保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、その期
間の期始（払込期月中の契約応当日）に払込まれるものとして計算されています。

（例）月払の場合 

4/1 4/10 4/30 5/1 5/10 5/31 6/1 6/10

（4/10～5/9） 

４月分の保険料の払込期月 ５月分の保険料の払込期月 

５月分の保険料が充当される期間 ４月分の保険料が充当される期間 

（5/10～6/9） 

契
約
応
当
日

契
約
応
当
日

契
約
応
当
日

●したがって、保険金等の支払事由、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期
間に充当されるべき保険料が払込まれていない場合には、保険金等または給付金を支払うときにその未払
込の保険料を保険金等または給付金から差引きます。また、保険料の払込みを免除するときはその未払込
の保険料を払込んでいただきます。

＊この場合４月分の保険料を保険金
等または給付金から差引くか、払
込んでいただきます。 

●なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金等の支払事由、給付金の支払事由または保険料の
払込免除事由が発生した場合には、保険金等または給付金を支払うときに２ヶ月分の保険料を保険金等ま
たは給付金から差引きます。また、保険料の払込みを免除するときは２ヶ月分の保険料を払込んでいただ
きます。

＊この場合４月分
および５月分の
保険料を保険金
等または給付金
から差引くか、
払込んでいただ
きます。   
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4 �保険料のお払込みが困難になったときでもご契
約を有効に続ける方法があります

ご契約が有効に継続できるよう、保険料のお払込みが困難になった場合でも、当社ではつぎのような方法で
お取扱いしております。
くわしくは、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談ください。

このようなとき このような方法で

一時的に保険料
の都合がつかな
いとき

保険料の
自動振替貸付

・保険料のお払込みのないまま猶予期間が過ぎた場合に、ご契約に会
社所定の金額以上の解約返戻金があるときは、当社が自動的に保険
料をお立替えします。

・お立替えできる金額は、解約返戻金の範囲内です。
・利息は年８％以下の会社所定の利率で計算します。
・自動振替貸付の元利金の返済は、一括返済または分割返済のいずれ
も可能です。

・保険金や解約返戻金等のお支払時などには自動振替貸付の元利金を
差引き清算します。

・自動振替貸付をご希望にならない場合には、書面で担当のライフプ
ランナーまたはカスタマーサービスセンターへお申出ください。

途中から保険料
を払わずに、契
約を有効に続け
たいとき

払済保険への
変更

・保険料のお払込みを中止し、変更時の解約返戻金をもとに、保険期
間をそのままにした保険料払込済のがん保険に変更します。

・変更後の保険金額等は一般的に小さくなります。
・がん死亡保険特約は消滅します。
・変更後のがん死亡保険金額が会社の定める限度を下まわる場合には、
お取扱いできません。

・払済保険に変更後の保険金、給付金の種類、割合は変わりません。

保険料の負担を
軽くしたいとき

がん入院給付
金日額の減額

・がん入院給付金日額を減額し、保険料のお払込額を少なくすること
ができます。

・減額後のがん入院給付金日額が会社の定める限度を下まわる場合は、
お取扱いできません。

●払済保険への変更のお取扱いをする際に、付加されている特約の解約返戻金があれば、その特約の
解約返戻金も含めて払済保険へ変更後の保険金額を定めます。

●保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるご契約について、払済保険への変更のお取扱をする
際には、これらの貸付の元利金を差引いた解約返戻金をもとに、払済保険へ変更後の保険金額を定
めます。
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ご注意
●保険料の自動振替貸付が適用されたものとして計算した場合に、保険料の自動振替貸付の元利金
（契約者貸付があるときは、その元利金を含みます。）が、解約返戻金額をこえたときは、保険料
の自動振替貸付は取扱いません。この場合、保険料のお払込みがないまま猶予期間を過ぎると、
ご契約は効力を失います（失効）。

●保険料自動振替貸付の元利金（契約者貸付があるときは、その元利金を含みます。）が解約返戻金
額をこえた場合には、ご契約は効力を失います（失効）。

●失効したご契約については、保険金や給付金をお支払いすることができず、また、保険料のお払
込みを免除することができません。
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5  �ご契約の効力がなくなった場合でもご契約を復活できます
失効してから１年間の復活可能期間内であれば、当社の定める手続きをとっていただいたうえで、ご契約の
復活を請求することができます。この場合、改めて告知または診査をしていただき、会社が承諾したときに、
ご契約の復活をすることができます。

●会社が復活を承諾したときは、失効期間中にお払込みいただけなかった保険料とその利息を所定の期日ま
でにお払込みください。

●復活したご契約については、未納保険料のお払込みと告知（または診査）がともに完了した時からご契約
上の責任を負います。

●復活時に特別保険料領収法を適用する場合には、会社所定の金額のお払込みを必要とすることがあります。
●ご契約が復活するときは、付加された特約も同時に復活します。

復活可能期間

失　効 ●復活請求書の提出
●告知または診査
●延滞保険料と利息
　の払込み

復活の承諾

責　任　開　始

がん保険またはがん死亡保険特約の復活について
がん保険またはがん死亡保険特約において、がん給付の責任開始期より前にご契約が失効し、復活した場合
でも、がん給付の責任開始期は変更されません。

がん給付

がん給付以外の
責任開始期

失効 がん給付の
責任開始期

90日

がん給付以外

がん給付以外

復活

契約時

復活後

ご注意
●復活を請求する際の被保険者の健康状態などによっては復活できないこともあります。
●復活日から２年以内の自殺などの場合には、保険金・給付金などをお支払いしません。
●復活の際に、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知しますと、告知義務違反としてご
契約が解除され、保険金・給付金などが支払われない場合があります。

●復活の際に、保険料の自動振替貸付や契約者貸付の元利金がある場合には、別途会社の定める金
額をお払込みいただきます。
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6  �途中でお金がご入用のときは、貸付の制度があ
ります（契約者貸付）

一時的に必要な資金が生じたときに、ご契約者に所定の範囲内で資金をお貸しする制度です。

保険種類 貸付限度額

がん保険 解約返戻金の７０％

がん死亡保険特約 解約返戻金の５０％

●ご返済は、一括または分割いずれの方法もお取扱いしております。

ご注意
●貸付金は、会社所定の利率による利息が付きます。利息は複利計算され、毎年貸付金元金に繰り
入れられます。

●契約者貸付の元利金（保険料の自動振替貸付があるときは、その元利金を含みます。）が解約返戻
金額をこえた場合には、ご契約は効力を失います（失効）。

●失効したご契約については、保険金・給付金などをお支払いすることができず、また、保険料の
お払込みを免除することができません。

●保険金・給付金などをお支払いする場合、ご契約を解約する場合等には、貸付元利金を差引き清
算いたします。
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7  �解約と解約返戻金について
●生命保険ではお払込みいただく保険料が預貯金のようにそのまま積立てられるのではなく、一部は年々の
死亡保険金等のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費（販売、証券作成、ご契約の維持管
理等の経費）にそれぞれあてられます。
したがって、解約の際にお払戻しできる金額は、多くの場合お払込保険料の合計額よりも少ない金額とな
ります。特に、ご契約後経過年数が短い場合は、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
なお、解約返戻金の額は保険種類、契約年齢、性別、保険期間、保険料払込期間等により異なります。

●やむをえず、ご契約を解約する場合には、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへ
ご通知のうえ、所定の請求書類をご提出ください。

●主契約を解約しますと、各種特約も同時に消滅します。
●効力を失ったご契約（失効中のご契約）についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。

被保険者による保険契約の解約の請求について
●被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、つぎに掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約
者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契
約者は、ご契約の解約を行う必要があります。

　①保険契約者または保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を
発生させた、または発生させようとした場合

　②保険金受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした
場合

　③上記①②の他、被保険者の保険契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難
とする重大な事由がある場合

　④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同
意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合

差押債権者、破産管財人等による解約について
●保険契約者の差押債権者、破産管財人等（以下、「債権者等」といいます）によるご契約の解約は、解約の
通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて１か月を経過した日に効力を生じます。

保険金等の受取人による保険契約の存続について
●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死
亡保険金等（高度障害保険金含む）の受取人はご契約を存続させることができます。

　①保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
　②保険契約者でないこと
●保険金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達したときから１か月を経過す
る日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。

　①保険契約者の同意を得ること
　②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権

者等に支払うこと
　③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に通知すること（当社への通知についても期間内に行う

こと）
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保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱いについて
●保険料のお払込方法＜回数＞が年払・半年払のご契約の場合、ご契約が消滅したとき（ただし、保険金等
をお支払いし消滅したときを除きます。）または保険料の払込みを要しなくなったとき等※１は、未経過期
間に対応する保険料相当額を保険契約者に払戻すことがあります。

●保険料相当額を払戻す場合のお支払額の例はつぎのとおりです。
（お支払いする額）
すでに払込まれた保険料※２のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以降最初に到来する月ごと
の応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数に対応する保険料相当額

　※１　ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。

　※２　保険料の一部のお払込みを要しなくなった場合は、そのお払込みを要しなくなった部分に限ります。

【年払契約】
　　＜ご契約例＞　契約応当日：１月１日　　月ごとの応当日：毎月１日　　保険料払込：１月２７日

１月２７日に年払保険料を払込んだ後、５月２５日に契約を解約した場合
⇒　保険料のお払込みを要しなくなったのは契約を解約した５月２５日であり、その翌日以後

最初に到来する月ごとの応当日は６月１日となります。したがって、６月１日から１２月
３１日までの７カ月分に相当する保険料相当額をお支払いします。

保
険
料
払
込　

解
約　

月
ご
と
の

　
　

応
当
日　

契
約
応
当
日　

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31

1/1

契
約
応
当
日　
1/1

6/1

1/27

5/25

7 カ 月 分

ご注意
●お払込方法＜回数＞が月払のご契約については、上記「保険料のお払込みが不要となった場合
の取扱い」はありません。

●ご契約のご加入時期によっては、保険料相当額が払戻されないことがあります。
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お支払いについて

1  �保険金・給付金などの支払事由等が生じた場合
●お客様からのご請求に応じて保険金・給付金などのお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金
などの支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合には、直ちに担当のライフプランナーまたはカ
スタマーサービスセンターへご連絡のうえ、所定の請求書類をご提出ください。

●支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに担当のライフプ
ランナーまたはカスタマーサービスセンターにご連絡ください。

●保険金・給付金などのご請求は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から3年間をすぎ
るとご請求の権利がなくなります。

●保険金・給付金などは、その請求に必要な書類が会社に到着してから（到着日の翌日からその日を含めて
計算して）5営業日以内に本社または会社の指定した場所（指定口座等）でお支払いします。

　ただし、保険金・給付金などをお支払いするために確認・照会・調査が必要な場合については、以下のお
支払いの期限を約款に定めております。確認・照会・調査が必要な場合、当社は保険金・給付金などを請
求した方にその旨を通知します。

保険金などを支払うために確認が必要な場合 お支払期限

①保険金などの支払事由発生の有無の確認が必要な場合
保険金などの請求のための書類が会
社に到着した日の翌日から（到着日
の翌日からその日を含めて計算して）
25日を経過する日

②保険金などの支払いの免責事由に該当する可能性がある場合

③告知義務違反に該当する可能性がある場合

④重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合

　上記の①から④を確認するために特別な照会等が必要な場合のお支払期限については、普通保険約款をご
覧ください。（この条項で定めた期限をこえた場合、期限をこえた日からその日を含めて、所定の利息を付
けて、保険金・給付金などをお支払いします。）

　※「書類が会社に到着」とは、「完備された請求書類が当社に到着」したことをいいます。

　※保険金・給付金などをお支払いするための上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・保険金などの受取人が正当な理由な

くその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、

その間は保険金・給付金などをお支払いしません。

保険金・給付金などの支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金・給付金な
どの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点等がある場合には担当のライフプラン
ナーまたはカスタマーサービスセンターにご相談のうえ、十分にご確認ください。
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2 �つぎの場合には保険金・給付金などをお支払い
できず、また保険料のお払込みを免除できませ
ん

１．免責事由に該当した場合
つぎのような場合には、お支払事由が生じても保険金・給付金などをお支払いできません。

　
死亡保険金をお支払いできない場合
　①責任開始日（復活日）から２年以内の被保険者の自殺
　（注）ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識

がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いすることもありますので担当のライフプラン
ナーまたはカスタマーサービスセンターまでお問合わせください。

　②保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死

２．保険料のお払込みを免除できない場合
①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって所定の身体障害の状態になったとき
②被保険者の犯罪行為によって所定の身体障害の状態になったとき
③被保険者の精神障害を原因とする事故によって所定の身体障害の状態になったとき
④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によって所定の身体障害の状態になったとき
⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によって所定の身体障害の
状態になったとき

⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によって所
定の身体障害の状態になったとき

⑦保険契約者または被保険者の故意によって所定の高度障害状態に該当したとき

３．責任開始期前に発病・発生した原因による場合
責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期以後に保険料の払込免除事由に該
当した場合は、保険料の払込免除はできません。
ただし、つぎのような場合には、保険料の払込免除の対象となることがあります。
①責任開始期前に生じた原因について、会社が告知等により知ったうえでご契約をお引受けした場合
②責任開始期前に生じた原因について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察等を受けたことがなく、
かつ、ご契約者または被保険者の認識や自覚がなかった場合

４．詐欺による取消の場合
ご契約者または被保険者の詐欺によりご契約の締結・復活等が行われたものと認められるためにご契約ま
たは特約が取消された場合は、保険金・給付金などをお支払いすることはできません。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。
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５．不法取得目的による無効の場合
ご契約締結の状況、ご契約の成立後の保険金・給付金など（保険料の払込免除を含みます。）の請求の状
況等から、ご契約者が保険金・給付金などを不法に取得する目的または他人に保険金・給付金などを不法
に取得させる目的でご契約の締結・復活等をされたものと認められるためにご契約が無効とされた場合は、
保険金・給付金などをお支払いすることができません。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。

６．責任開始期前のがんの診断確定にかかる無効による場合
被保険者が「がん給付の責任開始」より前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および被保
険者がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効とします。告知以前に被保険者がが
んと診断確定されていた事実を保険契約者または被保険者のいずれか１人でも知っていたときは、お払込
みいただいた保険料の払戻はいたしません。

７．重大事由による解除の場合
つぎの重大事由に該当した場合は保険契約は解除となるため、保険金・給付金などをお支払いすることは
できません。
①保険金・給付金などを詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致（未遂を含みます。）をし
た場合

②保険金・給付金などの請求に関して詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
③保険金・給付金などの合計額が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあ
る場合

④保険契約者、被保険者または保険金・給付金などの受取人が、反社会的勢力（※１）に該当すると認め
られる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係（※２）を有していると認め
られる場合

⑤この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることで、保険契
約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約を継続する
ことを期待できない上記①～④と同等の事由がある場合

⑥保険契約者、被保険者、保険金・給付金などの受取人に対する当社の信頼を損ない、この保険契約の存
続を困難とする上記①～⑤と同等の重大な事由がある場合

　※この場合、上記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金などのお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じて

いたときは、当社は保険金・給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除を行いません（上記④の事由にのみ該当

した場合で、複数の保険金・給付金などの受取人のうち一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金・給付金などのうち、

その受取人にお支払することとなっていた保険金・給付金などを除いた額を、他の受取人にお支払いします）。すでに保険金・

給付金などをお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していた

ときでもその保険料のお払込みを求めることができます。

※１　暴力団、暴力団員（脱退後５年を経過しない者を含む）、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社

会的勢力をいいます。

※２　反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうこと等をいいま

す。また、保険契約者もしくは保険金・給付金などの受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の

支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
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８．告知義務違反による解除の場合
告知していただいた内容が事実と相違していたため、ご契約が解除された場合、保険金・給付金などのお
支払事由が生じても保険金・給付金などをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みも免
除いたしません。

９．ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合、保険金・給付金などのお支払事由が発生しても、保険金・
給付金などをお支払いすることはできません。

ご注意
●死亡保険金について、下記①によりお支払事由が生じた場合、該当する被保険者の数の増加が保
険契約の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険金などを削減してお支払いすることがありま
す。

●被保険者が、下記①によって所定の高度障害状態になった場合、または下記①もしくは②によっ
て所定の身体障害状態になった場合で、その原因によって所定の高度障害状態または所定の身体
障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は
保険料の払込みを免除しないことがあります。
①戦争その他の変乱
②地震、噴火もしくは津波
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■保険金・給付金などをお支払いできない場合、お支払いする場合の例
保険金・給付金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代
表的な事例を参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によっては取扱いが異なる場
合がありますので、実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約（特約）の内容・保険約款を必ずご確認
ください。また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。

がん給付金をお支払いできない場合、お支払いする場合の例
（「責任開始期前のがん診断確定による無効」を適用する場合、適用しない場合の例）

お支払いできない場合
「肺がん」により入院したが、ご契約前から被保険
者が「肺がん」であることが診断されており、被保
険者がその事実を知らされていなかった場合。

お支払いする場合
特約の責任開始期以後に発病した「肺がん」によ
り入院した場合。

解説
がん給付に関わる主契約（特約）の責任開始期（普通死亡保険の責任開始期または特約の保険期間の始期
から90日を経過した日の翌日）までに、がんと診断確定されていた場合には、被保険者や契約者のその
事実の知、不知に関わらず、契約は無効とされます。したがって、がん給付金（がん入院給付金、がん手
術給付金等）はお支払いしません。
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その他

1  �生命保険には、税法上固有の取扱いがあります
１．保険料について
お払込みになった保険料は「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」の適用があります。
●控除の対象となるご契約�� 保険金等の受取人が本人またはその配偶者もしくはその他の親族となって

いるご契約
●控除の対象となる保険料�� １月から12月までにお払込みの保険料の合計額

所得税の一般生命保険料控除および介護医療保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額

20,000円以下のとき 全　額

20,000円をこえ40,000円以下のとき ＋1０,０００円

40,000円をこえ80,000円以下のとき ＋２０,０００円

80,000円をこえるとき 一律40,000円

住民税の一般生命保険料控除および介護医療保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額

12,000円以下のとき 全　額

12,000円をこえ32,000円以下のとき ＋６,０００円

32,000円をこえ56,000円以下のとき ＋1４,０００円

56,000円をこえるとき 一律28,000円

●生命保険料控除の手続き� 生命保険料控除の適用をお受けになるには年末調整または確定申告が必要で
す。年間正味払込保険料が１件につき9,000円をこえるときは「生命保険
料控除証明書」を発行します。
この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除を
お受けください。
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２．保険金を受取ったときの税金
●保険金にかかる税金は、ご契約者（実質保険料負担者）・被保険者・受取人の関係によって異なります。
　※契は契約者、被は被保険者、受は受取人を指します。

死亡保険金・がん死亡保険金を受取ったときの税金について

契約内容
契約例

税の種類
契 被 受

契約者と被保険者が同一の場合
夫 夫 妻

相続税
夫 夫 子

契約者が受取人の場合
夫 妻 夫

所得税・住民税等（一時所得）
夫 子 夫

契約者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合
夫 妻 子

贈与税
夫 子 妻

＜その他のお取扱いについて＞
●保険金等の支払方法の選択に関する特約または割増年金支払特約を付加した場合、個人にお支払
いする年金は雑所得として課税対象になる場合があります。実際にお受取りになる年金額は源泉
徴収の対象となり、ご契約時の年金額を下まわることがあります。

　（所得税法第207条、同208条、同209条、所得税法施行令第326条）
●がん高度障害保険金、がん入院給付金、がん手術給付金またはがん治療給付金を被保険者、被保
険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族が受取った場合、所得税は非
課税となります。

　（所得税法第9条、所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20、同9-21）
●保険金等の支払方法の選択に関する特約または割増年金支払特約を付加し、がん高度障害保険金、
がん入院給付金、がん手術給付金またはがん治療給付金を被保険者、被保険者の配偶者もしくは
直系血族または生計を一にするその他の親族が年金で受取った場合も所得税は非課税となります。

　（所得税法第9条、所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20、同9-21）

３．解約したときの税金
●契約の全部解約または一部解約をしたときの差益は、契約者と保険料負担者が同一人の場合、一時所得と
して所得税・住民税の対象となります。

このご案内は、登録日現在の法令等に基づいています。今後、法令等が変更された場合には、取扱
いが異なる可能性もあります。なお、個別の取扱いにつきましては、所轄の税務署等にご確認くだ
さい。
このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではありません。
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
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2 �保険金受取人の変更
１．保険金等の受取人の変更について
●保険契約者は保険金・給付金などのお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金・給付
金などの受取人を変更することができます。ただし、保険金・給付金などの受取人が約款であらかじめ定
められている場合には保険金・給付金などの受取人の変更はできません ( 保険契約者と保険金・給付金な
どの受取人が法人の場合を除きます）。

●保険金・給付金などの受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。

　※当社が通知を受ける前に変更前の保険金・給付金などの受取人に保険金・給付金などをお支払いしたときは、そのお支払後

に変更後の保険金・給付金などの受取人から保険金・給付金などの請求を受けても、当社は保険金・給付金などをお支払い

しません。

２．遺言による保険金・給付金などの受取人の変更について
●保険契約者は保険金・給付金などのお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金・給
付金などの受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなった後、保険契約者の相続
人から当社へご通知ください。ただし、保険金・給付金などの受取人が約款であらかじめ定められている
場合には保険金・給付金などの受取人の変更はできません。

●保険金・給付金などの受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、保険金・給付金などの受取人変更の
効力を生じません。

　※当社が通知を受ける前に変更前の保険金・給付金などの受取人に保険金・給付金などをお支払したときは、そのお支払後に

変更後の保険金・給付金などの受取人から保険金・給付金などの請求を受けても、当社は保険金・給付金などをお支払いし

ません。
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管轄裁判所について

保険金・給付金などの請求に関する訴訟については、会社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道
府県内の支社（同一の都道府県内に支社がないときは、もよりの支社）所在地を管轄する地方裁判所（本庁
とします。）をもって合意による管轄裁判所とします。
くわしくは、お申込みになる保険種類の普通保険約款中（管轄裁判所）の条をご覧ください。

成年後見制度について

●認知症等で判断能力が不十分であり、生命保険等の財産管理を自分で行うことが困難となった場合等に、
保護・支援を得るための制度として、成年後見制度があります。

●成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

１．法定後見制度について
●家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）が、本人の利益を考えながら、
本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が
同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制
度です。

２．任意後見制度について
●本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自
らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与
える契約（任意後見契約）を、公証人の作成する公正証書で結んでおく制度です。

●本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が
本人を代理して、任意後見契約で定めた事務を行うことにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支
援をすることが可能になります。

このご案内は、登録日現在の法令等に基づいています。今後、法令等が変更された場合には、取扱
いが異なる可能性もあります。
このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
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保険会社からのお願い

●転居、町名変更の場合には、お手数でも担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへす
ぐお知らせください。

●名義変更、受取人変更、改姓、証券の紛失、改印、印鑑の紛失などの場合には、担当のライフプランナー
またはカスタマーサービスセンターにすぐお知らせください。

●保険契約者、被保険者または保険金・給付金などの受取人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐
もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された場合には、成年後見人等または任意後
見人の氏名その他必要な事項を、お早めに担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターに
お知らせください。

●ご契約に関する照会やご通知の際には証券番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記して
ください。

●保険証券は、この約款とあわせて大切に保管してください。
●保険契約についてのお問合せやご相談は、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターに
お申出ください。

●保険金・給付金などの受取人が死亡したときは、すみやかに担当のライフプランナーまたはカスタマーサー
ビスセンターにご連絡ください。
・新しい受取人に変更する手続きをしていただきます。
・受取人が亡くなったとき以後、受取人の変更手続をされないあいだは、受取人の死亡時の法定相続人が
受取人となります。

Ａ

（夫）

Ｂ

（妻）

Ｃ

（子）

Ｄ

（子）

（例）　保険契約者・被保険者　Ａさん
　　　死亡保険金受取人　　　Ｂさん

・Ｂさん（死亡保険金受取人）が死亡し、死亡保険金受取人の変更手
続がとられていない間は、Ｂさんの死亡時の法定相続人であるＡさ
ん、ＣさんとＤさんが死亡保険金受取人となります。その後、Ａさ
ん（ご契約者、被保険者）が死亡した場合は、ＣさんとＤさんが死
亡保険金受取人となります。この場合、ＣさんとＤさんの死亡保険
金の受取割合は均等（それぞれ５割ずつ）となります。

保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、担当のライフプランナーまたはカス
タマーサービスセンターにご連絡ください。

ご契約時に確認させていただいたご本人を特定するための事項等に変更があった場合には、担当の
ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへ速やかにお知らせください。
※「ご本人を特定するための事項等」とは、本人特定事項（氏名、住居、生年月日等）、取引を行う目的、
職業または事業内容、法人のお客様の場合は実質的支配者（法人の議決権総数の4分の1超の議
決権を有している者等）をいいます。

この保険に適用される諸利率については、プルデンシャル生命のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス　　http : //www.prudential.co.jp/

これらの利率はご契約の時期、内容等によって異なり、金利情勢等により見直しを行い変更するこ
とがあります。
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相談窓口とその連絡先

生命保険のお手続き、ご契約内容、保険金等のお支払いなどに関するご相談、ご質問、苦情につ
きましては、担当のライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターへご連絡ください。

最新の営業時間については、プルデンシャル生命のホームページをご覧ください。
カスタマーサービスセンター

パ ー トナーフォーユー

0120－810740

指定生命保険業務紛争解決機関について

生命保険業務に関する指定紛争解決機関は、（一社）生命保険協会です。指定紛争解決機関である
（一社）生命保険協会は、お客さまと生命保険会社との間の紛争につき、裁判ではなく、中立・公
正な立場で柔軟な解決を図ります。
（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、お客さまからの生命保険に関するさまざまな相談・
照会・苦情をお受けしております。
「生命保険相談所」が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡して解決を依頼した後、原
則として1ヶ月を経過しても保険契約者等と生命保険会社との間で問題が解決しない場合、保険
契約者等から「生命保険相談所」内の「裁定審査会」に裁判外指定紛争解決手続を申し立てるこ
とができます。
詳しくは（一社）生命保険協会「生命保険相談所」のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス　　http : //www.seiho.or.jp/

サイバーセンターは、プルデンシャル生命のご契約者さま向けインターネット・サービスです。
ご契約内容の照会や各種お手続き、ご連絡内容をウェブサイト上で確認できます。

● 保障内容を確認したいとき　　　　　　● 引越ししたとき
● 控除証明書をなくしてしまったとき　　● 急な出費で資金が必要なとき

http://www.prudential.co.jp/contractor/cybercenter/
（「ご契約者の皆さま」－「サイバーセンターについて」－「新規登録」）

※メールの受信まで5分～10分程度、
お時間をいただく場合がございます。

例えば…

ご利用登録の流れ
利用申請
お手元に証券番号を
ご用意ください

登録手続き
ご案内メール 会員登録

～カンタン3ステップでご利用開始～

利用申請は… スマートフォン・
タブレットの方はこちら プルデンシャル生命のホームページ

STEP
1

STEP
2

STEP
3
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手続きのための必要書類一覧

項　目
がん死亡保険金
死亡保険金

がん高度障害保険金 保険料払込免除

請求書 ● ● ●

保険証券 ○ ○ ○

印鑑証明書 受取人 ○ ○

住民票
保険契約者 ○

被保険者 ○ ○ ○

戸籍謄（抄）本
被保険者 ○ ○

受取人 ○ ○

登記事項証明書 受取人 ○ ○

医師の診断書 ● ● ●

事故状況の報告書等
○

災害のみ
○

災害のみ
○

災害のみ

項　目
がん入院給付金
がん治療給付金

がん手術給付金
解約返戻金
契約者貸付

請求書 ● ● ●

保険証券 ○

印鑑証明書
保険契約者 ○

受取人 ○ ○

住民票 被保険者 ○ ○

戸籍謄（抄）本 受取人 ○ ○

登記事項証明書 受取人 ○ ○

入院（手術）証明書 ● ●

医師の診断書 ● ●

事故状況の報告書等
○

災害のみ
○

災害のみ

注１．●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
２．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
３．受取人が法人の場合は、戸籍謄（抄）本に代えて登記簿謄本の提出をお願いします。
４．登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求

めたときに必要となります。
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項　目 復活
契約内容
の変更

保険契約者
の変更

保険金受取人
の変更

請求書
●

請求書兼告知書
● ● ●

保険証券 ○ ○ ○ ○

印鑑証明書 保険契約者 ○ ○ ○

備考 遺言の場合を除く

■保険金等の支払方法の選択に関する特約・割増年金支払特約の場合

項　目
年金

（第1回）
年金

（第2回以降）
死亡一時金

請求書 ● ● ●

保険証券 ○

年金証書 ○ ○

印鑑証明書 受取人 ○ ○ ○

住民票 受取人 ○

戸籍謄（抄）本 受取人 ○ ○ ○

登記事項証明書 受取人 ○ ○ ○

医師の診断書 ●

注１．●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
２．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
３．受取人が法人の場合は、戸籍謄（抄）本に代えて登記簿謄本の提出をお願いします。
４．登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求

めたときに必要となります。
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■指定代理請求特約による代理請求の場合
・指定代理請求人により保険金等の請求を行う場合は、該当項目の請求書類に加えて以下の書類が必要と
なります。

項　目 必要書類

指定代理請求人による保険金等の請求

○指定代理請求人の戸籍抄本
○指定代理請求人にかかる登記事項証明書
○指定代理請求人の印鑑証明書
○指定代理請求人の住民票

・指定代理請求人を変更指定または指定の撤回のお手続きには以下の書類が必要となります。

項　目 必要書類

指定代理請求人の変更指定
または指定の撤回

●会社所定の請求書
○保険契約者の印鑑証明書
○保険証券
○指定代理請求人の住民票（変更指定時のみ）

注１．●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
２．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
３．登記事項証明書は、補助・保佐・後見もしくは任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求

めたときに必要となります。

■遺言による受取人の変更の場合
・遺言による受取人の変更の場合は、該当項目の請求書類に加えて以下の書類が必要となります。

項　目 必要書類

遺言による受取人の変更

●会社所定の請求書
○被保険者の同意を証する書類
○遺言書
○保険契約者の相続人であることを証する書類
○保険証券

注１．●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
２．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。

■受取人による保険契約または特約の継続の場合
・受取人による保険契約または特約の継続の場合は、以下の書類が必要となります。

項　目 必要書類

受取人による
保険契約または特約
の継続

●会社所定の請求書
○契約者の同意を証する書類
○保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類
○債権者等に金銭を支払ったことを証する書類

注１．●の書類は、支社・営業所に用意してあります。
２．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部省略を認めることがあります。
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目次

この保険の趣旨

1　契約日および責任開始期
第 1条　契約日
第 2条　責任開始期

2　がんの定義および診断確定
第 3条　がんの定義および診断確定

3　保険金および給付金の支払
第 4条　がん保険金の支払
第 5条　がん給付金の支払
第 6条　死亡保険金の支払
第 7条　保険金または給付金の請求、支払の手続

4　保険料の払込免除
第 8条　保険料の払込免除
第 9条　保険料の払込を免除しない場合

5　保険料の払込
第 10 条　保険料の払込
第 11条　保険料の払込方法＜経路＞
第 12条　保険料の前納

6　猶予期間および保険契約の失効
第 13条　猶予期間および保険契約の失効
第 14条　猶予期間中に保険事故が発生した場合

7　保険料の自動振替貸付
第 15条　保険料の自動振替貸付
第 16条　自動振替貸付の取消

10　契約内容の変更
第 21条　がん入院給付金日額の減額
第 22条　払済保険への変更

11　保険契約の無効または取消
第 23条　がん給付の責任開始期前のがん診断確定による

無効
第 24条　詐欺による取消
第 25条　不法取得目的による無効

12　告知義務および告知義務違反による解除
第 26条　告知義務
第 27条　告知義務違反による解除
第 28条　告知義務違反による解除ができない場合

13　重大事由による解除
第 29条　重大事由による解除

14　契約者貸付
第 30 条　契約者貸付

15　保険金等の受取人
第 31条　受取人の代表者
第 32条　会社への通知による保険金等の受取人の変更、

成年後見等の開始
第 33条　遺言による死亡保険金受取人またはがん給付金

受取人の変更

16　保険契約者
第 34 条　保険契約者の代表者
第 35条　保険契約者の変更

8　保険契約の復活
第 17条　保険契約の復活

9　解約、解約返戻金および受取人による保険契約の存続
第 18条　解約
第 19条　解約返戻金
第 20条　保険金等の受取人による保険契約の存続

第 36条　保険契約者の住所変更、成年後見等の開始

17　被保険者の業務変更等
第 37条　被保険者の業務変更等
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18　年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理
第 38条　年齢の計算
第 39条　契約年齢および性別の誤りの処理

19　契約者配当
第 40 条　契約者配当

20　時効
第 41 条　時効

21　管轄裁判所
第 42 条　管轄裁判所

22　保険料一時払の契約に関する特則
第 43条　保険料一時払の契約に関する特則
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この保険の趣旨

この保険は、つぎの保険金および給付金をそれぞれの支払事由に応じて支払を終身にわたって保障するものです。
⑴　がん死亡保険金

被保険者ががんによって死亡したときに支払います。
⑵　がん高度障害保険金

被保険者ががんによって高度障害状態になったときに支払います。
⑶　死亡保険金

被保険者ががん以外の事由によって死亡したときに支払います。
⑷　がん入院給付金

被保険者ががんによって所定の入院をしたときに支払います。
⑸　がん手術給付金

被保険者ががんによって所定の手術を受けたときに支払います。
⑹　がん治療給付金

被保険者ががんの診断確定を受け、治療のための入院が開始されたときに支払います。

1　契約日および責任開始期

第 1条（契約日）
1　会社は、つぎの時を保険契約の保険期間の始期とし、その時の属する日を契約日とします。

⑴　保険契約の申込を承諾した後に、第 1 回保険料を受け取った場合
………………第 1 回保険料を受け取った時

⑵　第 1 回保険料相当額を受け取った後に、保険契約の申込を承諾した場合
………………第 1 回保険料相当額を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、そ

の告知の時
2　保険期間は、契約日からその日を含めて計算します。
3　会社が、保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を交付します。
4　前項の保険証券には、つぎの各号に定める事項を記載します。

⑴　会社名
⑵　保険契約者の氏名または名称
⑶　被保険者の氏名
⑷　保険金および給付金の受取人（普通保険約款または保険契約に付加された特約の特約条項において受取人が定め

られている場合を除きます。）の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑸　保険期間
⑹　がん入院給付金日額
⑺　保険料およびその支払方法
⑻　契約日
⑼　保険証券の作成年月日
⑽　特約が付加されたときは、その特約について、第 2 号から第 8 号までに準ずる事項
5　第 1 項の規定にかかわらず、第 1 回保険料または第 1 回保険料相当額（以下、本項において「第 1 回保険料等」と

いいます。）をつぎの各号のいずれかの方法により払い込んだ場合には、その払込方法に応じて、つぎのとおり第 1 回
保険料等を受け取ったものとして、第 1 項の規定を適用します。
⑴　会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法

………………金融機関等の口座から第 1 回保険料等が振り替えられた日に第 1 回保険料等を受け取ったものとしま
す。

⑵　クレジットカードにより払い込む方法
………………クレジットカードが有効であり、かつ第 1 回保険料等がその利用限度額の範囲内であることを会社が

確認し、クレジットカードによる第 1 回保険料等の払込を会社が承諾した時に第 1 回保険料等を受け
取ったものとします。

⑶　会社の指定した金融機関等のキャッシュカード（以下、本号において「カード」といいます。）を、会社所定の端
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末機（以下、本号において「端末機」といいます。）に読み取らせ、端末機に当該カードの暗証番号を入力すること
により保険料を払い込む方法（以下、本号において「デビットカード取引」といいます。）
………………端末機に口座引落確認を表す電文が表示され、デビットカード取引による第 1 回保険料等の払込を会

社が承諾した時に第 1 回保険料等を受け取ったものとします。

第 2条（責任開始期）
1　会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。

⑴　がん給付の責任開始期
………………がん死亡保険金およびがん高度障害保険金（以下、これらを総称する場合には「がん保険金」といい

ます。）ならびにがん入院給付金、がん手術給付金およびがん治療給付金（以下、これらを総称する場
合には「がん給付金」といい、「がん保険金」および「がん給付金」を総称する場合には「がん給付」
といいます。）については、保険期間の始期からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日（以下、「が
ん給付の責任開始期」といいます。）

⑵　普通死亡保険の責任開始期
………………死亡保険金および保険料の払込の免除については、保険期間の始期（以下、「普通死亡保険の責任開始期」

といいます。）

2　がんの定義および診断確定

第 3条（がんの定義および診断確定）
1　この保険契約において「がん」とは、別表 1に定める悪性新生物をいいます。
2　がんの診断確定は、病理組織学的所見（剖検、生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所

見および手術所見の全部またはいずれかにより、日本の医師または歯科医師の資格を持つ者によってなされることを
要します。

3　保険金および給付金の支払

第 4条（がん保険金の支払）
1　この保険契約において支払うがん保険金の種類、がん保険金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。）、支払

額および受取人は、つぎのとおりです。
保険金の種類 支払事由 支払額 受取人

がん死亡保険金

被保険者が、がん給付の責任開始期（復活の取扱
が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期。
以下、本条および次条において同じとします。）以
後に診断確定されたがんを直接の原因として死亡
したとき

がん入院給付金
日 額（死 亡 日 現
在 の 額 と し ま
す。）の 100 倍

死 亡 保 険 金 受
取人

がん高度障害保険金

被保険者が、がん給付の責任開始期以後に診断確
定されたがんを直接の原因として高度障害状態（別
表 2）になったとき（この場合、がん給付の責任
開始期前にすでに生じていた障害状態にがん給付
の責任開始期以後に診断確定されたがんを原因と
する障害状態が新たに加わって高度障害状態に該
当したときを含みます。）

がん入院給付金
日 額（高 度 障 害
状 態 に な った 日
現在の額としま
す。）の 100 倍

が ん 給 付 金 受
取 人（が ん 給
付 金 受 取 人 の
指 定 が な い と
き は 当 該 被 保
険者）

2　会社が、被保険者の高度障害状態（別表 2）を認めて、がん高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その
高度障害状態になった時から消滅したものとします。
3　がん死亡保険金を支払う前にがん高度障害保険金の支払請求を受け、がん高度障害保険金が支払われるときは、会

社は、がん死亡保険金を支払いません。また、がん死亡保険金を支払った場合には、その支払後にがん高度障害保険
金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4　死亡保険金および第 6 条（死亡保険金の支払）第 4 項の規定により支払う保険契約のうちがん給付の支払を目的と

する部分の責任準備金を支払った後に、がん死亡保険金の支払事由に該当していたことを会社が認めたときは、がん
死亡保険金から死亡保険金およびがん給付の支払を目的とする部分の責任準備金を差し引いた残額をこの場合のがん
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死亡保険金として支払います。
5　本条の規定にかかわらず、被保険者ががん給付の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、が

ん保険金は支払いません。

第 5条（がん給付金の支払）
1　この保険契約において支払うがん給付金の種類、がん給付金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。）、支払

額および受取人は、つぎのとおりです。
給付金の種類 支払事由 支払額 受取人

がん入院給付金

被保険者が、がん給付の責任開始期以後、つぎの
いずれにも該当する入院をしたとき
①　がん給付の責任開始期以後に診断確定された

がんの治療を直接の目的とする入院
②　病院または診療所（別表 3）における入院（別

表 3）

がん入院給付金
日額にがんの治
療を直接の目的
としたがん給付
の責任開始期以
後の保険期間中
の入院日数を乗
じた金額 が ん 給 付 金 受

取 人（が ん 給
付 金 受 取 人 の
指 定 が な い と
き は 当 該 被 保
険者）

がん手術給付金

被保険者が、がん給付の責任開始期以後、つぎの
いずれにも該当する手術を受けたとき
①　がん給付の責任開始期以後に診断確定された

がんの治療を直接の目的とする手術
②　病院または診療所（別表 3）において受けた

手術
③　別表 4に定めるいずれかの種類の手術

1 回 の 手 術 に つ
き、 が ん 入 院 給
付金日額に手術
の種類に応じて
別表 4に定める給
付倍率を乗じた
金額

がん治療給付金

被保険者が、がん給付の責任開始期以後、つぎの
いずれにも該当する入院を開始したとき
①　がん給付の責任開始期以後に診断確定された

がんの治療を直接の目的とする入院
②　病院または診療所（別表 3）における入院（別

表 3）

支払事由発生日
におけるがん入
院給付金日額の 
100 倍

2　つぎの各号に規定する入院日数については、がんの治療を直接の目的とした入院日数に含めて、第 1 項の規定を適
用します。
⑴　第 1 項に規定するがん入院給付金の支払事由に該当する入院中に、がん以外の疾病または傷害の治療を開始し入

院を継続した場合で、そのがん以外の疾病または傷害の治療を開始した日以後の入院日数のうち、がんの治療を目
的とした入院と会社が認めた入院日数

⑵　がん以外の疾病または傷害による入院中にがんと診断確定された場合で、そのがんの診断確定日以前の入院日数
のうち、がんの治療を目的とした入院と会社が認めた入院日数

3　第 1 項のがん入院給付金、がん手術給付金の支払額の計算にあたって、対象となる入院の継続中にがん入院給付金
日額が変更された場合には、各日現在のがん入院給付金日額を基準とします。
4　被保険者ががん以外の入院中にがんの治療を開始したと会社が認めたときは、この治療を開始した日にがんを直接

の原因とする入院を開始したものとみなして、第 1 項、第 5 項および第 6 項の規定を適用します。
5　被保険者ががん治療給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日（前項または第 6 項の規定により、がん

治療給付金が支払われることとなった場合には、入院を開始したものとみなされた日。以下、本条において同じとし
ます。）からその日を含めて 2 年以内にがん治療給付金の支払事由に該当した場合には、第 1 項の規定にかかわらず、
がん治療給付金を支払いません。
6　被保険者ががん治療給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日からその日を含めて 2 年を経過した日の

翌日にがん入院給付金の支払事由に該当する継続入院中の場合には、その日に入院を開始したものとみなして、第 1
項および第 4 項の規定を適用してがん治療給付金を支払います。
7　保険契約者および死亡保険金受取人（がん死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。）が法人の場合には、

がん入院給付金、がん手術給付金およびがん治療給付金の受取人を、被保険者の同意を得たうえで、第 1 項の規定に
かかわらず、保険契約者とします。
8　本条の規定にかかわらず、被保険者ががん給付の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、が
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ん給付金は支払いません。
9　被保険者が、つぎのすべてを満たす場合は、退院後も継続して病院または診療所に入院しているものとみなして、

第 1 項の支払事由に関する規定を適用します。この場合、この取扱は退院日から 180 日分を限度とします。
⑴　退院時に、余命 6ヶ月以内と判断されていること
⑵　退院後も、病院または診療所以外において、がんから生じる各種の症状を緩和することを目的として、医師の計

画的な医学管理のもとで、総合的に提供される医療を継続して受けていること

第 6条（死亡保険金の支払）
1　この保険契約において支払う死亡保険金の支払事由、支払額および受取人は、つぎのとおりです。

保険金の種類 支払事由 支払額 受取人

死亡保険金
被保険者が、がん以外の事由によって死亡し
たとき

がん入院給付金日額
（死亡日現在の額とし
ます。）の 10 倍

死亡保険金受取人

2　この保険契約において、死亡保険金の支払事由に該当しても死亡保険金を支払わない場合（以下、「免責事由」とい
います。）は、つぎのとおりです。

保険金の種類 免責事由

死亡保険金

つぎのいずれかにより、被保険者が死亡したとき
①　普通死亡保険の責任開始期（復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始

期。）の属する日からその日を含めて 2 年以内の自殺
②　保険契約者または死亡保険金受取人の故意による致死

3　被保険者の生死が不明の場合でも、会社は、被保険者ががん以外の事由によって死亡したものと認めたときに　は、
死亡保険金を支払います。
4　死亡保険金の支払により保険契約が消滅するときは、保険契約のうちがん給付の支払を目的とする部分の責任準備

金を支払うべき死亡保険金に加えて、死亡保険金の受取人に支払います。
5　第 2 項の規定にかかわらず、自殺により被保険者が死亡した場合に、会社が認めたときには、会社の定める取扱範

囲内で、死亡保険金の一部または全部につき支払うことがあります。
6　死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合に、その受取人が、死亡保険金の一部の受取人であるときは、

死亡保険金の残額およびその残額に対応するがん給付部分の責任準備金を他の死亡保険金受取人に支払います。
7　被保険者の死亡が免責事由に該当したことによって死亡保険金を支払わないときは、会社は、責任準備金（前 2 項

に該当する場合には、支払われない保険金部分と同じ割合の責任準備金）を、保険契約者に支払います。ただし、保
険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金を支払わない場合には、責任準備金その他の返戻
金の払戻はありません。
8　被保険者が、戦争その他の変乱によって死亡した場合に、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この

保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金を削減して支払うことがあります。ただし、この場合でも、
責任準備金相当額を下まわることはありません。

第 7条（保険金または給付金の請求、支払の手続）
1　がん保険金、がん給付金または死亡保険金（以下、「保険金等」といいます。）の支払事由が生じたときは、保険契

約者または保険金等の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2　保険金等の受取人は、保険金等の支払事由が生じたときは、会社所定の書類（別表 7）を提出して、保険金等を請求

してください。
3　保険金等は、書類到着日（請求に必要な書類が会社に到着した日をいいます。以下、本条において同じとします。）

の翌日からその日を含めて計算して 5 営業日以内に、会社の本社または会社の指定した場所で支払います。
4　保険金等を支払うために確認が必要なつぎの各号に定める場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時

までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれつぎの各号に定める事項の確認（会社の指定
した医師による診断を含みます。）を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、
書類到着日の翌日からその日を含めて計算して 25 日を経過する日とします。

保険金等を支払うために確認が必要な場合 確認する事項
⑴　保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 保険金等の支払事由に該当する事実の有無
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保険金等を支払うために確認が必要な場合 確認する事項
⑵　保険金等の支払の免責事由に該当する可能性がある

場合
保険金等の支払事由が発生した原因

⑶　告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至っ
た原因

⑷　この保険契約の普通保険約款に定める重大事由、詐
欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合

前 2 号に定める事項、第 29 条（重大事由による解除）
第 1 項第 4 号①から⑤までに該当する事実の有無ま
たは保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取
人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の
意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求
時までにおける事実

5　前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前 2 項にかか
わらず、保険金等を支払うべき期限は、書類到着日の翌日からその日を含めて計算してつぎの各号に定める日数（各
号のうち複数に該当する場合は、それぞれの日数のうち最も多い日数）を経過する日とします。

前項の確認をするために不可欠な特別な照会・調査 日数
⑴　前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定す

る書面等の方法に限定される照会
45 日

⑵　前項各号に定める事項についての弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）にもとづく照会その
他の法令にもとづく照会

60 日

⑶　前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術
的な特別の調査、分析または鑑定

90 日

⑷　前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金
等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明ら
かである場合における、前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、
判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会

180 日

⑸　前項各号に定める事項についての日本国外における調査 90 日
⑹　前項各号に定める事項についての災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された地域

における調査
60 日

6　前 2 項の場合、会社は、保険金等を請求した者に通知します。
7　第 3 項から第 5 項までに定める期限をこえて保険金を支払う場合には、第 3 項から第 5 項までに定める期限をこえ

た日からその日を含めて、所定の利息を付けて、保険金等を支払います。
8　第 4 項および第 5 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、会社か

らの事実の照会について正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき（会社の指定した医師によ
る必要な診断に応じなかったときを含みます。）は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、
その間は保険金等を支払いません。

4　保険料の払込免除

第 8条（保険料の払込免除）
1　被保険者が、つぎに定めるいずれかの障害状態になった場合には、会社は、つぎの払込期月（払込期月の初日から

契約応当日の前日までに障害状態になったときは、その払込期月）以降の保険料の払込を免除します。
⑴　被保険者が、普通死亡保険の責任開始期以後に発生したがん以外の事由によって保険期間中に高度障害状態（別

表 2）になったとき。この場合、普通死亡保険の責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、普通死亡保険の責任
開始期以後に発生したがん以外の事由（普通死亡保険の責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった
傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。）を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状
態に該当したときを含みます。

⑵　被保険者が、普通死亡保険の責任開始期以後に発生した不慮の事故（別表 5）を直接の原因として、その事故の日
からその日を含めて 180 日以内に身体障害の状態（別表 6）に該当したとき。この場合、普通死亡保険の責任開始期
前にすでに生じていた障害状態に普通死亡保険の責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身
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体障害の状態に該当したときを含みます。
2　前項の規定により保険料の払込が免除された場合には、保険料は、以後払込期月の契約応当日ごとに払込があった

ものとして取り扱います。
3　保険料の払込が免除された保険契約については、保険料の払込の免除事由発生時以後、第 21 条（がん入院給付金日

額の減額）および第 22 条（払済保険への変更）の規定は適用しません。
4　保険契約者または被保険者は、保険料の払込の免除事由が発生したことを知ったときには、直ちに会社に通知して

ください。
5　保険契約者は、保険料の払込の免除事由が発生したときには、すみやかに会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出

して保険料の払込の免除を請求してください。
6 　第 1 項の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に生じた傷害または疾病を直接の原因として、責任開始期

以後に保険料の払込の免除事由に該当した場合は、つぎのとおりとします。
⑴　保険契約の締結または復活の際、会社が告知等により知っていたその傷害または疾病に関する事実にもとづいて

承諾した場合には、その承諾した範囲内で保険料の払込を免除します。ただし、事実の一部が告知されなかったこ
とにより、その傷害または疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。

⑵　その傷害または疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断ま
たは人間ドックにおいて異常の指摘を受けたことがない場合には、会社は保険料の払込を免除します。ただし、そ
の傷害または疾病による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。

7　前条第 3 項から第 8 項までの規定は、本条の場合に準用します。

第 9条（保険料の払込を免除しない場合）
1　被保険者が、保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により高度障害状態（別表 2）に該当した場合には、

会社は、保険料の払込を免除しません。
2　被保険者が、つぎの各号のいずれかにより身体障害の状態（別表 6）に該当した場合には、会社は、保険料の払込を

免除しません。
⑴　保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
⑵　被保険者の犯罪行為によるとき
⑶　被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
⑷　被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑸　被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑹　被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
3　被保険者が、つぎのいずれかにより障害状態に該当した場合で、その原因により高度障害状態（別表 2）または身体

障害の状態（別表 6）に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の払込
を免除しないことがあります。
⑴　被保険者が、戦争その他の変乱によって高度障害状態（別表 2）に該当したとき
⑵　被保険者が、戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によって身体障害の状態（別表 6）に該当したとき

5　保険料の払込

第 10条（保険料の払込）
1　第 2 回以後の保険料は、払込期間中、被保険者が生存している間、毎回第 11 条（保険料の払込方法＜経路＞）第 1

項に定める方法にしたがって、月払、年払または半年払の金額を払込期月内に払い込んでください。
2　前項の払込期月は、払込方法＜回数＞に応じて、つぎのとおりとします。

⑴　月払契約の場合
………………月単位の契約応当日（契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同じとします。）の属

する月の初日から末日まで
⑵　年払契約または半年払契約の場合

………………年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3　第 1 項の保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合ま

たは保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者（がん死亡保険金、が
ん高度障害保険金または死亡保険金を支払うときはその受取人）に払い戻します。
4　年払契約または半年払契約の場合、保険契約が消滅したとき（ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます。）

または保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に
払い戻すことがあります。
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5　第 1 項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険金等の支払事由が生じたときは、
会社は、未払込保険料を支払うべき金額から差し引きます。
6　前項の場合、保険金が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、第 13 条（猶予期間および保険

契約の失効）第 1 項に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い
込まれない場合には、保険契約はその猶予期間満了日の翌日から効力を失い、会社は、支払事由の発生により支払う
べき給付金等を支払いません。
7　第 1 項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じたと

きは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
8　前項の場合、未払込保険料については、第 13 条（猶予期間および保険契約の失効）第 2 項の規定を準用します。
9　保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、第 1 項の保険料の払込方法＜回数＞を変更することができます。
10　保険契約者が前項の変更を請求するときは、会社所定の書類（別表 7）を会社に提出してください。

第 11条（保険料の払込方法＜経路＞）
1　保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法＜経路＞を選択することが

できます。
⑴　会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵　金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
⑶　会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
⑷　所属団体を通じ払い込む方法（所属団体と会社との間に団体取扱契約または特別団体取扱契約が締結されている

場合に限ります。）
2　保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、第 1 項各号の保険料の払込方法＜経路＞を変更することができます。
3　第 1 項の規定により選択された保険料の払込方法＜経路＞が会社の定める取扱範囲をこえたときまたは会社の定め

る取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法＜経路＞を他の払込方法
＜経路＞に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法＜経路＞の変更を行うまでの間の保険料に
ついては、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。

第 12条（保険料の前納）
1　保険契約者は、会社所定の取扱条件を満たす場合、会社の定める取扱範囲内で、将来の保険料の全部または一部を

前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引きます。
2　前項の保険料前納金は、会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日ご

とに保険料の払込に充当します。
3　保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、保険料前納金の残額を、保険契約者に払

い戻します。ただし、がん死亡保険金、がん高度障害保険金または死亡保険金を支払うときは、その受取人に払い戻
します。

6　猶予期間および保険契約の失効

第 13条（猶予期間および保険契約の失効）
1　第 2 回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。

⑴　月払契約の場合
………………払込期月の翌月初日から末日まで

⑵　年払契約または半年払契約の場合
………………払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで（払込期月の契約応当日が 2 月、6 月、11

月の各末日の場合には、それぞれ 4 月、8 月、1 月の各末日まで）
2　猶予期間内に保険料の払込がないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。この場合には、

保険契約者は、解約返戻金を請求することができます。

第 14条（猶予期間中に保険事故が発生した場合）
1　猶予期間中に保険金等の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を、保険金等から差し引きます。
2　前項の場合、第 10 条（保険料の払込）第 6 項の規定を準用します。
3　猶予期間中に保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料

を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日から効力を
失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
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7　保険料の自動振替貸付

第 15条（保険料の自動振替貸付）
1　保険料の払込がないまま猶予期間が過ぎた場合でも、払い込むべき保険料とその利息の合計額が、解約返戻金額（そ

の保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引い
た残額）をこえない間は、保険契約者の申し出がなくても、会社は、自動的に保険料相当額を貸し付けて保険料の払
込に充当し、保険契約を有効に継続させます。ただし、保険契約者からあらかじめ反対の申し出があった場合には、
この取扱をしません。
2　前項の貸付は、猶予期間満了日に貸し付けたものとし、貸付金の利息は、年 8 ％以下の会社所定の利率で計算し、

年単位の契約応当日ごとに元金に繰り入れます。
3　保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金を返済することができます。ただし、保険契約が消滅したとき、が

ん入院給付金日額を減額したとき、または契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは支払金額から、払済
保険へ変更するときは解約返戻金額から、本条の貸付の元利金を差し引きます。

第 16条（自動振替貸付の取消）
保険料の自動振替貸付が行われた場合でも、猶予期間満了日の翌日からその日を含めて 3か月以内に、保険契約者か

ら保険契約の解約または払済保険への変更の請求があったときは、会社は、保険料の自動振替貸付を行わなかったも
のとしてその請求による取扱をします。

8　保険契約の復活

第 17条（保険契約の復活）
1　保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて 1 年以内ならば、会社の承諾を得て、保険契約を復

活することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2　保険契約者が、本条の復活を請求するときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。
3　会社が保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した期日までに、延滞保険料と、これに対する

年 6 ％以下の利率で計算した利息を、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。なお、第 15 条（保
険料の自動振替貸付）または第 30 条（契約者貸付）の規定によって効力を失った保険契約を復活させる場合には、別
に貸付元利金の全部を払い込んでください。
4　会社が保険契約の復活を承諾したときは、つぎの時から保険契約上の責任を負います。

⑴　保険契約の復活を承諾した後に、会社の指定した日までに延滞保険料を受け取った場合
………………延滞保険料を受け取った時

⑵　延滞保険料を受け取った後に、保険契約の復活を承諾した場合
………………延滞保険料を受け取った時、ただし、被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の

時
⑶　がん給付の責任開始期の前日までに保険契約の復活が行われた場合、がん保険金およびがん給付金については、

前 2 号の規定にかかわらず、がん給付の責任開始期から責任を負います。
5　前項第 1 号または第 2 号によって定まる死亡保険金および保険料の払込の免除の責任開始期の属する日を「復活日」

とします。
6　本条の規定により保険契約を復活した場合、会社は、新たな保険証券を交付しません。

9　解約、解約返戻金および受取人による保険契約の存続

第 18条（解約）
1　保険契約者は、将来に向かって、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
2　保険契約者が本条の請求をするときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。

第 19条（解約返戻金）
1　解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払い込んだ年月数および経過した年月数により、その他の

保険契約についてはその経過した年月数により計算します。
2　会社は、保険証券を交付する際に、経過年数に応じて計算した解約返戻金額を保険契約者に通知します。
3　解約返戻金の支払時期および支払場所については、第 7 条（保険金または給付金の請求、支払の手続）第 3 項の規

定を準用します。
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第 20条（保険金等の受取人による保険契約の存続）
1　保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者（以下、「債権者等」といいます。）による保険契約の

解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 1か月を経過した日に効力を生じます。
2　前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす保険金等の受取人は、保険契約

者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたと
すれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約は
その効力を生じません。
⑴　保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵　保険契約者でないこと
3　前項の通知をするときは、会社所定の書類（別表 4）を、会社に提出してください。
4　第 1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、第 1 項の規定により解約の効力が生じまたは第 2 項の規定により効

力が生じなくなるまでに、保険金（保険金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額を含むも
のとします。以下、本条において同じとします。）の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、会社が支払
うべき金額の限度で、第 2 項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権者等に支払っ
た金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。

10　契約内容の変更

第 21条（がん入院給付金日額の減額）
1　保険契約者は、いつでも、会社の定める取扱範囲内で、がん入院給付金日額の減額を請求することができます。ただし、

減額後のがん入院給付金日額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2　がん入院給付金日額の減額部分は、解約したものとして取り扱います。
3　保険契約者が本条の減額を請求するときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。

第 22条（払済保険への変更）
1　保険契約者は、会社所定の取扱条件を満たす場合、有効に継続している保険契約について、保険料払込期間中であれば、

次回以後の保険料の払込を中止して、保険料払込済のがん保険（以下、「払済保険」といいます。）に変更することが
できます。
2　保険契約者が本条の変更を請求するときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。
3　払済保険に変更後のがん死亡保険金額は、解約返戻金（保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、そ

れらの元利金を差し引いた残額）を充当して新たに定めます。
4　前項の場合、変更後のがん死亡保険金額が会社の定める保険金額に満たないときは、払済保険への変更は取り扱い

ません。
5　払済保険に変更後のがん入院給付金日額は原保険契約のがん入院給付金日額を限度とし、限度を超えた部分の解約

返戻金を保険契約者に支払います。　
6　払済保険に変更後の保険金、給付金の種類および割合は、第 4 条（がん保険金の支払）、第 5 条（がん給付金の支払）

および第 6 条（死亡保険金の支払）に定めるとおりとします。
7　保険契約者は、払済保険に変更後であっても、解約返戻金がある場合には、契約者貸付を受けることができます。

11　保険契約の無効または取消

第 23条（がん給付の責任開始期前のがん診断確定による無効）
1　被保険者が告知（保険契約の復活が行われるときは、最終の復活の際の告知。以下、本条において同じとします。）

以前または告知の時からがん給付の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合には、保険契約者および
被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、保険契約は無効とします。
2　前項の場合、すでに払い込まれた保険料はつぎのように取り扱います。

⑴　告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったとき
は、保険契約者に払い戻します。

⑵　告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のいずれか 1 人でも知ってい
たときは、払い戻しません。

⑶　告知の時からがん給付の責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定されていたときは、保険契約者に払
い戻します。

3　本条の適用がある場合には、第 27 条（告知義務違反による解除）または第 29 条（重大事由による解除）の規定は
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適用しません。

第 24条（詐欺による取消）
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すこと

ができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

第 25条（不法取得目的による無効）
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結ま

たは復活したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。

12　告知義務および告知義務違反による解除

第 26条（告知義務）
保険契約者または被保険者は、会社が保険契約の締結または復活の際、保険金等の支払事由または保険料の払込の

免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面（会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された
告知画面。以下、本条において同じとします。）で告知を求めた事項について、その書面により告知することを要します。
ただし、会社の指定する医師の質問により告知を求める場合には、その医師に対して口頭で告知することを要します。

第 27条（告知義務違反による解除）
1　保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、

事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除すること
ができます。
2　会社は、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。

この場合には、保険金等の支払または保険料の払込の免除を行いません。なお、すでに保険金等を支払っていたときは、
保険金等の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めること
ができます。
3　保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が、保険契約の解除の原因となった事実によらなかったことを、

保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が証明したときは、保険金等の支払または保険料の払込の免除を行い
ます。
4　本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者

またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保
険者または保険金等の受取人に通知します。
5　本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。

第 28条（告知義務違反による解除ができない場合）
1　会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。

⑴　保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を、会社が知っていたか、または過失のため知らなかっ
たとき

⑵　会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者（会社のために保険契約の締結の代理を行なうこと
ができる者を除きます。以下、本条において「保険媒介者」といいます。）が、保険契約者または被保険者が第 26
条（告知義務）の規定による告知をすることを妨げたとき

⑶　保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第 26 条（告知義務）の規定による告知をしないことを勧めたとき、
または事実でないことを告げることを勧めたとき

⑷　解除の原因となる事実を、会社が知った日の翌日からその日を含めて 1か月を経過したとき
⑸　保険契約が、保険期間の始期の日（復活の場合には、復活日とします。以下、本号において同じとします。）から

その日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき、ただし、保険期間の始期の日からその日を含めて 2 年以内に保
険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が発生し、かつ解除の原因となる事実があるときを除きます。

2　前項第 2 号および第 3 号については、保険契約者または被保険者が、第 26 条（告知義務）の規定により会社が告知
を求めた事項に対して、保険媒介者の行為がなかったとしても、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ
たと認められる場合には、適用しません。
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13　重大事由による解除

第 29条（重大事由による解除）
1　会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することがで

きます。
⑴　保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金（他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の

名称の如何を問いません。以下、本項において同じとします。）を詐取する目的もしくは他人に死亡保険金を詐取さ
せる目的で、事故招致（未遂を含みます。）をした場合

⑵　保険契約者、被保険者またはがん給付金受取人がこの保険契約の保険金等（保険料の払込免除を含みます。以下、
本項において同じとします。）を詐取する目的もしくは他人に保険金等を詐取させる目的で、事故招致（未遂を含み
ます。）をした場合

⑶　この保険契約の保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
⑷　保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合

①　暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団
関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること

②　反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③　反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④　保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の

経営に実質的に関与していると認められること
⑤　その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

⑸　この保険契約に付加されている配偶者特則、特約または他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、
保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待
しえない第 1 号から前号に掲げる事由と同等の事由がある場合

⑹　他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的
に反する状態がもたらされるおそれがある場合

⑺　保険契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする
第 1 号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2　会社は、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。
この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由によ
る保険金等（前項第 4 号のみに該当した場合で、前項第 4 号①から⑤までに該当したのが保険金等の受取人のみであり、
その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険
金等をいいます。以下、本項において同じとします。）の支払または保険料の払込の免除を行いません。また、この場
合に、すでに保険金等を支払っていたときは、保険金等の返還を請求することができ、すでに保険料の払込を免除し
ていたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3　本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者

またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保
険者または保険金等の受取人に通知します。
4　本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
5　前項の規定にかかわらず、第 1 項第 4 号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対

して第 2 項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分につ
いては前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。

14　契約者貸付

第 30条（契約者貸付）
1　保険契約者は、解約返戻金の 7 割（保険料の自動振替貸付または本条の貸付があるときは、それらの元利金を差し

引いた残額）の範囲内で貸付を受けることができます。ただし、貸付金が、会社所定の金額に満たない場合には、本
条の貸付は取り扱いません。
2　本条の貸付金の利息は、会社所定の利率で計算します。
3　本条の貸付または保険料の自動振替貸付の元利金が、解約返戻金をこえるに至ったときには、保険契約は効力を失

います。
4　保険契約者は、いつでも、本条の貸付の元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、保険契約が

消滅したとき、がん入院給付金日額の減額をしたとき、または契約年齢もしくは性別の誤りの処理が行われたときは
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支払金額から、払済保険へ変更したときは解約返戻金額から、本条の貸付の元利金を差し引きます。
5　保険契約者が本条の貸付を受けるときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。

15　保険金等の受取人

第 31条（受取人の代表者）
1　死亡保険金受取人またはがん給付金受取人が 2 人以上の場合には、各代表者を 1 人定めてください。この場合、そ

の代表者は、それぞれ他の死亡保険金受取人またはがん給付金受取人を代理するものとします。
2　前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人またはがん給付金受取人

の 1 人に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。

第 32条（会社への通知による保険金等の受取人の変更、成年後見等の開始）
1　保険契約者は、がん死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、会

社に対する通知により、死亡保険金受取人またはがん給付金受取人を変更することができます。
2　保険契約者および死亡保険金受取人（がん死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。）が法人の場合には、

第 1 項の規定にかかわらず、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知により、被保険者の代わりに、がん高
度障害保険金の受取人を、保険契約者に変更することができます。ただし、本項の規定によるがん高度障害保険金の
受取人の変更を行った保険契約者が、がん死亡保険金の一部の受取人である場合には、その受取割合と同じ割合にお
いて、がん高度障害保険金の受取人が、保険契約者に変更されたものとします。
3　死亡保険金受取人が、がん死亡保険金または死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人

をがん死亡保険金または死亡保険金の受取人とします。
4　前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規

定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
5　がん給付金受取人が、がん高度障害保険金またはがん給付金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相

続人をがん高度障害保険金またはがん給付金の受取人とします。
6　前項の規定によりがん給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規

定によりがん給付金受取人となった者のうち生存している他のがん給付金受取人をがん給付金受取人とします。
7　前 4 項により死亡保険金受取人またはがん給付金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とし

ます。
8　第 1 項または第 2 項の通知をするときは、会社所定の書類（別表 7）を会社に提出してください。
9　第 1 項または第 2 項の規定により受取人を変更したときは、保険証券に表示します。
10　第 1 項または第 2 項の通知が会社に到達する前に変更前の保険金等の受取人に保険金等を支払ったときは、その支

払後に変更後の保険金等の受取人から保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
11　保険金等の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見

監督人が選任された場合には、保険契約者、保険金等の受取人または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見
人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは
後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
12　前項の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前項の規定を準用します。

第 33条（遺言による死亡保険金受取人またはがん給付金受取人の変更）
1　前条に定めるほか、保険契約者は、がん死亡保険金または死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な

遺言により、死亡保険金受取人またはがん給付金受取人を変更することができます。
2　前項の死亡保険金受取人またはがん給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3　前 2 項による死亡保険金受取人またはがん給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人

が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4　本条の場合、前条第 3 項から第 9 項の規定を準用します。

16　保険契約者

第 34条（保険契約者の代表者）
1　保険契約者が 2 人以上の場合には、代表者 1 人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代

理するものとします。
2　前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の 1 人に対してした行為は、他
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の保険契約者に対しても効力を生じます。
3　保険契約者が 2 人以上の場合には、その責任は連帯とします。

第 35条（保険契約者の変更）
1　保険契約者は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができ

ます。
2　保険契約者が本条の変更を請求するときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。
3　本条の承継をしたときは、保険証券に表示します。

第 36条（保険契約者の住所変更、成年後見等の開始）
1　保険契約者が、住所（通信先を含みます。）を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所に

通知してください。
2　保険契約者が、前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所あてに発した通知は、通常到達に要する

期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
3　保険契約者について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人

が選任された場合には、保険契約者または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏
名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合
または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
4　前項の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前項の規定を準用します。

17　被保険者の業務変更等

第 37条（被保険者の業務変更等）
被保険者が、保険契約の継続中にどのような業務に従事し、またはどこの場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、

保険契約を解除せず、また保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。

18　年齢の計算、契約年齢および性別の誤りの処理

第 38条（年齢の計算）
1　被保険者の契約日における契約年齢は、満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
2　被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。

第 39条（契約年齢および性別の誤りの処理）
1　保険契約申込書（会社の定める情報端末を用いた場合は、表示された申込画面。以下、本条において同じとします。）

に記載された被保険者の年齢に誤りのあった場合はつぎのとおりとします。
⑴　契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲外であったときは、保険契約

は無効とし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、会社の定める取扱範囲内で、契約
内容を変更して取り扱うことができる場合には、次号の規定を適用します。

⑵　契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の定める範囲内であったときは、会社の定
める取扱方法で契約内容を更正し、すでに払い込まれた保険料の過不足を授受します。ただし、すでに保険金、給
付金または年金等の支払事由が発生しているときは、保険料の過不足を支払金額と精算します。

2　保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を更正し、す
でに払い込んだ保険料の過不足を授受します。ただし、すでに保険金、給付金または年金等の支払事由の発生してい
るときは過不足を支払金額と精算します。

19　契約者配当

第 40条（契約者配当）
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
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20　時効

第 41条（時効）
保険金等、解約返戻金その他この保険契約による諸支払金の支払または保険料の払込の免除を請求する権利は、そ

の請求権者が、その権利を行使できるようになった時から 3 年間請求がないときは、消滅します。

21　管轄裁判所

第 42条（管轄裁判所）
1　この保険契約における保険金等の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金等の受取人（保険金等の

受取人が 2 人以上いるときは、その代表者とします。）の住所地と同一の都道府県内にある支社（同一の都道府県内に
支社がないときは、もよりの支社）の所在地を管轄する地方裁判所（本庁とします。）をもって、合意による管轄裁判
所とします。
2　この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。

22　保険料一時払の契約に関する特則

第 43条（保険料一時払の契約に関する特則）
1　保険料一時払の契約については、第 8 条（保険料の払込免除）、第 9 条（保険料の払込を免除しない場合）、第 10 条（保

険料の払込）、第 11 条（保険料の払込方法＜経路＞）、第 12 条（保険料の前納）、第 13 条（猶予期間および保険契約の失効）、
第 14 条（猶予期間中に保険事故が発生した場合）、第 15 条（保険料の自動振替貸付）、第 16 条（自動振替貸付の取消）、
第 22 条（払済保険への変更）および第 44 条（配偶者特則の付加）から第 54 条（特則の消滅）までの規定は適用しません。
2　保険料一時払の契約については、第 1 条（契約日）の規定中、「第 1 回保険料」は「一時払保険料」と読み替えます。
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がん死亡保険特約条項

目次

この特約の趣旨

第 1条　特約の締結および責任開始期
第 2条　がん保険金の支払
第 3条　特約の保険料の払込免除
第 4条　特約の保険料払込期間および保険料の払込
第 5条　特約の失効
第 6条　特約の復活
第 7条　特約の解約
第 8条　解約返戻金
第 9条　がん保険金の受取人によるこの特約の存続

第 10条　がん死亡保険金額の減額
第 11条　特約の消滅
第 12条　がん死亡保険の責任開始期前のがん診断確定に

よる無効
第 13条　告知義務および告知義務違反
第 14条　重大事由による解除
第 15条　契約者配当
第 16条　管轄裁判所
第 17条　主約款の規定の準用
第 18条　保険料一時払に関する特則

がん死亡保険特約条項

この特約の趣旨

この特約は、被保険者ががんと診断確定されたがんを直接の原因として死亡または高度障害状態に該当したときに保
険金の支払を終身にわたって保障するものです。

第 1条（特約の締結および責任開始期）
1　この特約は、主たる保険契約（配偶者特則を含みません。以下、「主契約」といいます。）の締結の際、主契約の保

険契約者（以下、「保険契約者」といいます。）の申し出によって、主契約の被保険者（以下、「被保険者」といいます。）
についての特約として、主契約に付加して締結します。
2　前項の規定にかかわらず、会社の定める取扱範囲内で、主契約の普通死亡保険の責任開始期以後、被保険者の同意

を得たうえで、保険契約者から申し出があった場合、会社は新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者選択を行っ
たうえ、承諾したときは、この特約を主契約に付加することができます。この場合、つぎのいずれかの方法により取
り扱います。
⑴　この特約の契約年齢および保険期間について、主契約の契約日を基準に定める方法
⑵　この特約の契約年齢および保険期間について、会社がこの特約の付加を承諾した日の直前の年単位の契約応当日
（この特約の責任開始期が年単位の契約応当日の場合は、その日）を基準に定める方法

3　会社は、つぎの各号に定める時からこの特約上の責任を負います。
がん死亡保険金およびがん高度障害保険金

（以下、これらを総称する場合には「がん
保険金」といいます。）の責任開始期

普通死亡による責任準備金の支払および特
約の保険料の払込免除の責任開始期

⑴主契約の締結の際
にこの特約を付加す
る場合

主契約のがん給付の責任開始期と同一 主契約の普通死亡保険の責任開始期と同一

⑵前項第 1 号の場合
会社がこの特約の付加を承諾した日の直後
に到来する主契約の契約応当日からその日
を含めて 90 日を経過した日の翌日

会社がこの特約の付加を承諾した日の直後
に到来する主契約の年単位の契約応当日

⑶前項第 2 号の場合

会社がこの特約の付加を承諾した日の直後
に到来する主契約の契約応当日（主契約の
払込方法＜回数＞に応じて、主契約が年払
であれば年単位の契約応当日、半年払であ
れば半年単位の契約応当日、月払であれば
月単位の契約応当日。）からその日を含め
て 90 日を経過した日の翌日

会社がこの特約の付加を承諾した日の直後
に到来する主契約の契約応当日（主契約の
払込方法＜回数＞に応じて、主契約が年払
であれば年単位の契約応当日、半年払であ
れば半年単位の契約応当日、月払であれば
月単位の契約応当日。）
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4　第 2 項の規定によってこの特約を主契約に付加したときは、保険証券に表示します。

第 2条（がん保険金の支払）
1　この特約で、支払う保険金の種類、保険金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。）、支払額および受取人は、

つぎのとおりです。
保険金の種類 支払事由 支払額 受取人

がん死亡保険金

被保険者が、この特約のがん保険金の責任開始期（復
活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開
始期。以下、同じとします。）以後に診断確定された
がんを直接の原因として死亡したとき

特 約 の が ん 死
亡保険金額

主 契 約 の 死 亡
保険金受取人

がん高度障害保険金

被保険者が、この特約のがん保険金の責任開始期（復
活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開
始期。以下、同じとします。）以後に診断確定された
がんを直接の原因として高度障害状態（別表 2）に
なったとき（この場合、がん給付の責任開始期前に
すでに生じていた障害状態にがん給付の責任開始期
以後に診断確定されたがんを原因とする障害状態が
新たに加わって高度障害状態に該当したときを含み
ます。）

特 約 の が ん 死
亡保険金額

主 契 約 の が ん
高 度 障 害 保 険
金の受取人

2　会社が、被保険者の高度障害状態（別表 2）を認めて、がん高度障害保険金を支払った場合には、この特約は、その
高度障害状態になった時から消滅したものとします。
3　がん死亡保険金を支払う前にがん高度障害保険金の支払請求を受け、がん高度障害保険金が支払われるときは、会

社は、がん死亡保険金を支払いません。また、がん死亡保険金を支払った場合には、その支払後にがん高度障害保険
金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
4　本条の規定にかかわらず、被保険者がこの特約のがん保険金の責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた

場合には、この特約のがん保険金は支払いません。

第 3条（特約の保険料の払込免除）
1　主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定、疾病障害による保険料払込免除特約の規定または

認知症保険料払込免除特約の規定により主契約の保険料の払込が免除された場合には、会社は、つぎの払込期月（払
込期月の初日から契約応当日の前日までに保険料の払込の免除事由に該当したときは、その払込期月）以降のこの特
約の保険料の払込を免除します。
2　前項のほか、この特約の保険料の払込免除については、主約款の保険料の払込免除に関する規定を準用します。

第 4条（特約の保険料払込期間および保険料の払込）
1　この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料前納の場合も同様とします。
2　この特約の保険料の払込を要しなくなった場合には、この特約の保険料前納金の残額を保険契約者に払い戻します。

ただし、主契約のがん保険金または死亡保険金を支払うときは、主契約のがん保険金の受取人または死亡保険金の受
取人に支払います。

第 5条（特約の失効）
主契約が効力を失ったときは、この特約も同時に効力を失います。

第 6条（特約の復活）
1　主契約の復活請求の際に別段の申し出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2　前項の請求を受けた場合、会社は、主契約について復活を承諾したときは、主約款の復活の規定を準用してこの特

約の復活の取扱をします。
3　この特約のがん保険金の責任開始期の前日までにこの特約の復活が行われた場合、この特約のがん保険金の支払に

ついては、主約款の復活の責任開始期に関する規定にかかわらずこの特約のがん保険金の責任開始期から責任を負い
ます。
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第 7条（特約の解約）
1　保険契約者は、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2　前項の規定によってこの特約が解約されたときは、保険契約者に通知します。

第 8条（解約返戻金）
1　この特約の解約返戻金は、この特約の保険料払込期間中の場合にはその保険料を払い込んだ年月数および経過した

年月数により、保険料払込済の場合にはその経過した年月数により計算します。ただし、主約款の規定による保険料
の自動振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。また、
会社は、この特約を締結する際または保険証券を交付する際に、解約返戻金額を保険契約者に通知します。
2　主契約において保険契約者に対する貸付を行うときは、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴　がん保険普通保険約款第 15 条（保険料の自動振替貸付）第 1 項中、「解約返戻金額」は「解約返戻金額とがん死
亡保険特約の解約返戻金の 5 割の合計額」と読み替えて適用します。

⑵　がん保険普通保険約款第 30 条（契約者貸付）第 1 項中、「解約返戻金の 7 割」は「解約返戻金の 7 割とがん死亡
保険特約の解約返戻金の 5 割の合計額」と読み替えて適用します。

3　本条の解約返戻金の支払時期および支払場所については、主約款第 7 条（保険金または給付金の請求、支払の手続）
第 3 項の規定を準用します。

第 9条（がん保険金の受取人によるこの特約の存続）
1　保険契約者以外の者でこの特約の解約をすることができる者（以下、「債権者等」といいます。）によるこの特約の

解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 1か月を経過した日に効力を生じます。
2　前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たすこの特約のがん保険金の受取人は、

保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が
生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項
の解約はその効力を生じません。
⑴　保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵　保険契約者でないこと
3　前項の通知をするときは、会社所定の書類（別表 7）を、会社に提出してください。
4　第 1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、第 1 項の規定により解約の効力が生じまたは第 2 項の規定により効

力が生じなくなるまでに、がん保険金（がん保険金の支払の際にあわせて支払われる金額がある場合には、その金額
を含むものとします。以下、本条において同じとします。）の支払事由が生じ、会社が、がん保険金を支払うべきときは、
会社が支払うべき金額の限度で、第 2 項の金額を債権者等に支払います。この場合、会社が支払うべき金額から債権
者等に支払った金額を差し引いた残額を、この特約のがん保険金の受取人に支払います。

第 10条（がん死亡保険金額の減額）
1　保険契約者は、いつでも、会社の定める取扱範囲内で、この特約のがん死亡保険金額の減額を請求することができます。

ただし、減額後のがん死亡保険金額は、会社所定の金額以上であることを要します。
2　本条の減額をしたときは、保険契約者に通知します。

第 11条（特約の消滅）
1　つぎのいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。

⑴　主契約の規定により保険金を支払ったとき
⑵　主契約が前号以外の事由により消滅したとき
⑶　主契約が払済保険に変更されたとき
2　前項第 1 号の規定のうち、主約款の規定によって死亡保険金が支払われる場合は、この特約のがん死亡部分の責任

準備金を支払います。
3　第 1 項第 2 号の規定によってこの特約が消滅したときは、第 8 条（解約返戻金）の規定による解約返戻金を支払います。

ただし、主約款の規定によって責任準備金が支払われるときは、この特約の責任準備金を支払い、責任準備金その他
の返戻金の払戻がないときは、この特約においても責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
4　第 1 項第 3 号の規定によりこの特約が消滅したときは、この特約の解約返戻金を主契約の解約返戻金に加えて取り

扱い、保険契約者に通知します。

第 12条（がん死亡保険の責任開始期前のがん診断確定による無効）
1　被保険者が告知（この特約の復活または復旧が行われるときは、最終の復活または復旧の際の告知。以下、本条に
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おいて同じとします。）以前または告知の時からこの特約のがん死亡保険の責任開始期の前日までにがんと診断確定さ
れていた場合には、保険契約者および被保険者の、その事実の知、不知にかかわらず、この特約は無効とします。
2　前項の場合、すでに払い込まれたこの特約の保険料はつぎのように取り扱います。

⑴　告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったとき
は、保険契約者に払い戻します。

⑵　告知以前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を保険契約者および被保険者のいずれか 1 人でも知ってい
たときは、払い戻しません。

⑶　告知の時からこの特約のがん保険の責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定されていたときは、保険
契約者に払い戻します。

3　本条の適用がある場合には、第 13 条（告知義務および告知義務違反）または第 14 条（重大事由による解除）の規
定は適用しません。

第 13条（告知義務および告知義務違反）
この特約の締結または復活に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務

違反に関する規定を準用します。

第 14条（重大事由による解除）
1　会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。

⑴　保険契約者、被保険者またはがん保険金の受取人がこの特約のがん保険金（保険料の払込免除を含みます。以下、
本項において同じとします。）を詐取する目的もしくは他人にがん保険金を詐取させる目的で、事故招致（未遂を含
みます。）をした場合

⑵　この特約のがん保険金の請求に関し、がん保険金の受取人に詐欺行為（未遂を含みます。）があった場合
⑶　他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金等の額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目

的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑷　保険契約者、被保険者またはがん保険金の受取人が、つぎのいずれかに該当する場合

①　暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、暴力団
関係企業その他の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当すると認められること

②　反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③　反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④　保険契約者またはがん保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法

人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤　その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること

⑸　他の保険契約が重大事由によって解除されることにより、保険契約者、被保険者またはがん保険金の受取人に対
する会社の信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第１号から前号までに掲げる事由と同等の事由
がある場合

⑹　保険契約者、被保険者またはがん保険金の受取人に対する会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする第 1
号から前号までに掲げる事由と同等の重大な事由がある場合

2　会社は、がん保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由が生じた後でも、この特約を解除することができます。
この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じたがん保険金の支払事由または保険料の払込の免除事由に
よるがん保険金（前項第 4 号のみに該当した場合で、前項第 4 号①から⑤までに該当したのががん保険金の受取人の
みであり、そのがん保険金の受取人ががん保険金の一部の受取人であるときは、がん保険金のうち、その受取人に支
払われるべきがん保険金をいいます。以下、本項において同じとします。）の支払または保険料の払込の免除を行いま
せん。また、この場合に、すでにがん保険金を支払っていたときは、がん保険金の返還を請求することができ、すで
に保険料の払込を免除していたときは、その保険料の払込を求めることができます。
3　本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者

またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保
険者またはがん保険金の受取人に通知します。
4　本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金を保険契約者に支払います。
5　前項の規定にかかわらず、第 1 項第 4 号の規定によってこの特約を解除した場合で、がん保険金の一部の受取人に

対して第 2 項の規定を適用しがん保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われないがん保険金に対応する部
分については前項の規定を適用し、その部分の解約返戻金を保険契約者に支払います。
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第 15条（契約者配当）
この特約に対しては、契約者配当はありません。

第 16条（管轄裁判所）
この特約におけるがん保険金および保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所に関す

る規定を準用します。

第 17条（主約款の規定の準用）
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第 18条（保険料一時払に関する特則）
この特約の保険料が一時払のときは、第 3 条（特約の保険料の払込免除）および第 4 条（特約の保険料払込期間お

よび保険料の払込）の規定は適用しません。
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保険金等の支払方法の選択に関する特約条項

目次

この特約の趣旨

第 1条　特約の締結
第 2条　選択することができる支払方法
第 3条　年金基金の設定または保険金等の据置
第 4条　年金受取人または据置保険金等の受取人
第 5条　年金証書および据置保険金等にかかる証書
第 6条　年金支払日
第 7条　据置期間
第 8条　年金の種類
第 9条　据置の内容
第 10条　年金の分割支払
第 11条　年金または据置保険金等の一時支払
第 12条　死亡一時金の支払にかえての年金の支払
第 13条　年金受取人の変更
第 14条　年金・死亡一時金および据置保険金等の請求、

支払の手続
第 15条　法定相続人または死亡一時金受取人の代表者
第 16条　成年後見等の開始
第 17条　特約の内容変更
第 18条　特約の解約
第 19条　特約の消滅

第 20条　重大事由による解除
第 21条　年金受取人および据置保険金等の受取人に対

する貸付
第 22条　年齢の計算
第 23条　年齢および性別の誤りの処理
第 24条　契約者配当
第 25条　管轄裁判所
第 26条　主約款の規定の準用
第 27条　変額保険（終身型）または変額保険（有期型）

に付加された場合の特則
第 28条　積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年

金支払型特殊養老保険または積立利率変動型
修正払込方式終身保険に付加された場合の特
則

第 29条　傷害保険に付加された場合の特則
第 30条　変額年金保険（最低年金原資保証型）に付加

された場合の特則
第 31条　家族収入保険もしくは解約返戻金抑制型家族

収入保険（高度障害療養加算型）または家族
収入特約もしくは解約返戻金抑制型家族収入
特約（高度障害療養加算型）を付加した主契
約に付加された場合の特則

保険金等の支払方法の選択に関する特約条項

この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約の保険金等について、一時支払にかわる支払方法により支払うことにより、その受取人

の将来の生活安定をはかることを目的とするものです。

第 1条（特約の締結）
1　この特約は、保険金等の支払事由発生前は主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の保険契約者（以下、「保

険契約者」といいます。）の申し出により主契約に付加して、保険金等の支払事由発生後はその受取人（以下、「保険
金等の受取人」といいます。）の申し出により会社との間に、締結します。ただし、保険金等の支払後は、この特約の
締結はしません。
2　同一の保険金等について受取人が 2 人以上あるときは、それぞれの受取人について別個にこの特約を締結するもの

とします。
3　第 1 項の規定により、この特約が付加された場合には、保険証券に表示します。

第 2条（選択することができる支払方法）
1　この特約の締結により選択することができる支払方法は、つぎの各号のいずれかとし、詳しくは、この特約条項の

規定に定めるところによるものとします。
⑴　年金支払。ただし、つぎの種類に限ります。

ア．保証期間付夫婦連生終身年金
イ．保証期間付終身年金
ウ．確定年金（年金支払期間指定型）
エ．確定年金（年金額指定型）

⑵　据置支払
2　前項に定める支払方法を選択するには、その支払方法について会社の定める計算方法により計算される年金額また
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は据え置かれる保険金等の額が、会社の定める金額以上であることを要します。
3　第 1 項第 1 号ア．の保証期間付夫婦連生終身年金を選択する場合には、第 8 条（年金の種類）第 1 項第 1 号に定め

る配偶者の同意を得ることを要します。

第 3条（年金基金の設定または保険金等の据置）
1　保険金等の支払事由が発生したときは、会社の定める取扱範囲内で、保険契約者または保険金等の受取人の指定す

る保険金等の全部または一部を年金基金に充当し、または据え置きます。ただし、保険料の自動振替貸付または契約
者貸付があるときはそれらの元利金を、未払込保険料があるときはその金額を、保険金等から差し引きます。
2　この特約において保険金等とは、つぎの各号のいずれかとします。ただし、第 1 号においてア．の保険金が支払わ

れない場合または第 2 号においてア．の解約返戻金が支払われない場合には、この特約の締結は効力を生じないもの
とします。
⑴　受取人を同じくし、かつ同時に支払われるべきつぎの各金額の合計

ア．主契約および主契約に付加された特約の保険金（給付の名称の如何を問いません。ただし、この特約の締結によっ
て据え置かれた保険金およびリビング・ニーズ特約の保険金を含まず、一時支払される年金開始日の前日の積立
金を含むものとします。）

イ．主契約に付加された特約の給付金
ウ．主契約または主契約に付加された特約の前納保険料の清算金
エ．その他、前ア．の保険金の支払時に会社が支払う金額

⑵　受取人を同じくし、かつ同時に支払われるべきつぎの各金額の合計
ア．主契約の契約日からその日を含めて 5 年経過後（主契約の契約日からその日を含めて 5 年よりも保険料払込期

間が短い場合には、保険料払込期間経過後とする。また、保険料一時払の契約については、会社の定める期間の
経過後とする。）に到来する主契約の契約応当日に主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の固有
の解約または減額の規定により行われた主契約の解約または減額による解約返戻金相当額

イ．前ア．に伴うまたは前ア．と同時に行われた、主契約に付加されている特約の解約、減額または消滅による解
約返戻金相当額

ウ．主契約または主契約に付加されている特約の前納保険料の清算金
エ．その他前ア．の解約返戻金の支払時に会社が支払う金額
オ．会社の定める範囲内で保険契約者が払い込む金額

3　第 2 項の規定にかかわらず、月払契約、年払契約または半年払契約である養老保険、米国ドル建養老保険、ユーロ
建養老保険、年金支払型特殊養老保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険、米国ドル建年金支払型特殊養老保険、
ユーロ建年金支払型特殊養老保険、年金支払型特殊養老保険（引受緩和型）、米国ドル建年金支払型特殊養老保険（引
受緩和型）およびユーロ建年金支払型特殊養老保険（引受緩和型）の最終の保険料が払い込まれた後に、固有の解約
または減額の規定により行われた解約または減額による解約返戻金相当額は、第 2 項第 2 号ア．に定める金額に当た
りません。

第 4条（年金受取人または据置保険金等の受取人）
1　この特約の年金受取人は、つぎの各号に定めるところによります。ただし、年金受取人が法人の場合には第 8 条（年

金の種類）第 1 項第 1 号に定める保証期間付夫婦連生終身年金および同条同項第 2 号に定める保証期間付終身年金の
取扱をしません。
⑴　前条第 2 項第 1 号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合

………………年金開始日において会社の定める取扱範囲内の年齢である年金基金に充当された保険金等の受取人と
します。ただし、保険金等の受取人が法人の場合には、その法人の指定した者を年金受取人とします。

⑵　前条第 2 項第 2 号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合
………………年金開始日において会社の定める取扱範囲内の年齢である主契約の保険契約者または被保険者とし、

この特約の締結の際、保険契約者が指定することとします。
2　この特約の締結によって据え置かれる保険金等（以下、「据置保険金等」といいます。）の受取人（以下、「据置保険

金等の受取人」といいます。）は、その保険金等の受取人とします。

第 5条（年金証書および据置保険金等にかかる証書）
1　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）の規定により年金基金が設定されたときは、会社は年金証書を年

金受取人に交付します。
2　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）の規定により保険金等が据え置かれたときは、会社は据置保険金

等にかかる支払期間その他必要事項を記載した証書を据置保険金等の受取人に交付します。



76保険金等の支払方法の選択に関する特約条項

約
款

保
険
金
等
の
支
払
方
法
の
選
択
に
関
す
る
特
約
条
項

第 6条（年金支払日）
1　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 2 項第 1 号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充

当した場合には、年金受取人は、この特約の締結の際または年金基金設定の際、会社の定める期間内において第 1 回
の年金支払日（以下、「年金開始日」といいます。）を任意に定めることができます。
2　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 2 項第 2 号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充

当した場合には、年金開始日は、第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 2 項第 2 号ア．に定める解約ま
たは減額の日とします。
3　第 2 回以後の年金支払日は、年金開始日後の年単位の応当日とします。

第 7条（据置期間）
据置保険金等を据え置く期間（以下、「据置期間」といいます。）は、10 年または保険金等の支払事由の発生日にお

ける主契約の保険期間のいずれか短い期間とします。

第 8条（年金の種類）
1　年金の種類はつぎの各号のいずれかとし、保険金等の支払事由発生前は保険契約者の申し出により、年金基金設定

時は年金受取人の申し出により定めます。
⑴　保証期間付夫婦連生終身年金

あらかじめ定めた一定期間（以下、「保証期間」といいます。）中、およびその期間経過後において年金受取人の
生存期間中、一定の年金（以下、「夫婦年金」といいます。）を支払います。年金受取人の死亡後は、夫婦年金の支
払事由に定める配偶者の生存期間中、夫婦年金を支払います。

名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由

夫婦年金

年金受取人または年金基金設定
日に年金受取人と同一の戸籍に
その配偶者として記載されてい
た者（以下、「配偶者」といいま
す。）が年金支払日に生存してい
るとき

年金額
年金受取人または
年金受取人が死亡
したときは配偶者

配偶者の故意に
よる年金受取人
の致死

死亡一時金

年金受取人が年金基金設定日以
後年金開始日前に死亡したとき

年金受取人の死亡
時における年金基
金の価額

死亡一時金受取人

死亡一時金受取
人の故意による
年金受取人の致
死

年金受取人および配偶者のいず
れもが年金開始日以後保証期間
中の最後の年金支払日前に死亡
したとき

保証期間の残存期
間に対する未払の
年金額の現価

死亡一時金受取
人の故意による
年金受取人また
は配偶者の致死

⑵　保証期間付終身年金
保証期間中、およびその期間経過後において年金受取人が生存するときは、引き続きその生存期間中、一定の年

金を支払います。
名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由

年金
年金受取人が年金支払日に生存
しているとき

年金額 年金受取人 ――

死亡一時金

年金受取人が年金基金設定日以
後年金開始日前に死亡したとき

年金受取人の死亡
時における年金基
金の価額

死亡一時金受取人

死亡一時金受取
人の故意による
年金受取人の致
死

年金受取人が年金開始日以後保
証期間中の最後の年金支払日前
に死亡したとき

保証期間の残存期
間に対する未払の
年金額の現価

⑶　確定年金
保険契約者または年金受取人の指定するつぎのいずれかの型により、一定の年金を支払います。
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ア．確定年金（年金支払期間指定型）
指定された年金支払期間中、その年金支払期間に従い定まる一定額の年金を、支払います。

名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由

年金
指定された年金支払期間中にお
いて、年金受取人が年金支払日
に生存しているとき

年金額 年金受取人 ――

死亡一時金

年金受取人が年金基金設定日以
後年金開始日前に死亡したとき

年金受取人の死亡
時における年金基
金の価額

死亡一時金受取人

死亡一時金受取
人の故意による
年金受取人の致
死

年金受取人が年金開始日以後か
つ指定された年金支払期間中の
最後の年金支払日前に死亡した
とき

指定された年金支
払期間の残存期間
に対する未払の年
金額の現価

イ．確定年金（年金額指定型）
指定された年金額を、その年金額に従い定まる年金支払期間中、支払います。
名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由

年金

指定された年金額に従い定まる
年金支払期間中において、年金
受取人が年金支払日に生存して
いるとき

指定された年金額 年金受取人 ――

死亡一時金

年金受取人が年金基金設定日以
後年金開始日前に死亡したとき

年金受取人の死亡
時における年金基
金の価額

死亡一時金受取人

死亡一時金受取
人の故意による
年金受取人の致
死

年金受取人が年金開始日以後か
つ指定された年金額に従い定ま
る年金支払期間中の最後の年金
支払日前に死亡したとき

指定された年金額
に従い定まる年金
支払期間の残存期
間に対する未払の
年金額の現価

2　年金額は、年金基金設定時における会社所定の利率および計算方法により計算します。
3　第 1 項における死亡一時金受取人とは、年金基金設定の際、年金受取人の指定した者とし、年金受取人は、死亡一

時金の支払事由が発生するまでは、会社に対する通知により、死亡一時金受取人を変更することができます。
4　前項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡一時金受取人に死亡一時金を支払ったときは、その支払後に変更後

の死亡一時金受取人から死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5　第 3 項に定めるほか、年金受取人は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡一

時金受取人を変更することができます。
6　前項による死亡一時金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、

これを会社に対抗することができません。
7　第 3 項または前項の通知をするときは、会社所定の書類（別表 4）を会社に提出してください。
8　年金の種類が保証期間付夫婦連生終身年金の場合、第 3 項および第 5 項の死亡一時金受取人の変更は、配偶者の同

意がなければ、その効力を生じません。
9　第 3 項または第 5 項の規定により死亡一時金受取人を変更したときは、保険証券または年金証書に表示します。
10　死亡一時金受取人が死亡一時金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡一時金受取人とし

ます。
11　前項の規定により死亡一時金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規

定により死亡一時金受取人となった者のうち生存している他の死亡一時金受取人を死亡一時金受取人とします。
12　前 2 項により死亡一時金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
13　年金基金設定日以後、保証期間付夫婦連生終身年金において配偶者が戸籍上の異動により第 1 項の規定に該当しな

くなったときは、つぎのとおりとします。
⑴　年金受取人は、会社所定の書類（別表 4）を会社に提出してください。
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⑵　会社は、年金の種類をつぎに定める年金に改めるとともに年金額を会社の定める計算方法により改めます。
ア．年金基金設定日以後保証期間中の最後の年金支払日前

保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間と保証期間満了日を同一とする保証期間付終身年金
イ．保証期間経過後

終身年金
14　年金基金設定日以後、保証期間付夫婦連生終身年金において配偶者が年金支払開始日前に死亡したときは、つぎの

とおりとします。
⑴　年金受取人は、会社所定の書類（別表 4）を会社に提出してください。
⑵　会社は、年金の種類を保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間と保証期間満了日を同一とする保証期間付終身年

金に改めるとともに年金額を会社の定める計算方法により改めます。
15　第 1 項において、保証期間中に免責事由に該当して夫婦年金を支払わない場合には、保証期間の残存期間に対する

未払の年金額の現価を一時金として年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。この場合、この特約は年金受取
人が死亡した時にさかのぼって消滅します。
16　前項の場合、年金受取人の死亡時の法定相続人については、第 10 項から第 12 項までの死亡一時金受取人に関する

規定を準用します。

第 9条（据置の内容）
1　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 1 項の規定により保険金等を据え置いた場合には、据置期間、

保険金等を会社に据え置き、据置期間満了の際、元金と据置期間に対応する利息を支払います。
2　前項の規定による据置支払については、据置開始時における会社所定の利率および計算方法により、計算します。
3　会社は、主務官庁に届け出て、前項に定める利率を将来に向かって変更することがあります。ただし、本項の規定

により前項に定める利率を変更する場合には、会社はその旨を、前項に定める利率の変更日の 1か月前までに据置保険
金等の受取人に通知します。
4　据置期間中に、据置保険金等の受取人が死亡したときは、第 2 項に定める利率および計算方法による据置保険金等

の受取人の死亡時の据置保険金等を、据置保険金等の受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
5　前項の場合、据置保険金等の受取人の死亡時の法定相続人については、前条第 10 項から第 12 項までの死亡一時金

受取人に関する規定を準用します。

第 10条（年金の分割支払）
1　年金受取人から請求があったときは、会社の定める取扱範囲内で 1 年分の年金額を等分して支払います。この場合、

会社所定の利率および計算方法で計算した利息を付加して支払います。ただし、1 回の支払金額が会社所定の金額に達
しないときは、年金の分割支払の取扱をしません。
2　前項の場合、保証期間付夫婦連生終身年金において年金受取人が死亡しかつ配偶者がすでに死亡していた場合、ま

たは配偶者が死亡しかつ年金受取人がすでに死亡していた場合で、その死亡日の属する年度の年金に未支払分がある
ときは、これを一括してそれぞれの法定相続人に支払います。
3　第 1 項の場合、保証期間付終身年金および確定年金において年金受取人が死亡した場合で、その死亡日の属する年

度の年金に未支払分があるときは、これを一括してその年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
4　第 2 項の年金受取人および配偶者の死亡時の法定相続人ならびに第 3 項の年金受取人の死亡時の法定相続人につい

ては、第 8 条（年金の種類）第 10 項から第 12 項までの死亡一時金受取人に関する規定を準用します。

第 11条（年金または据置保険金等の一時支払）
1　年金受取人は保証期間中または確定年金の年金支払期間中の年金の支払にかえて、保証期間または確定年金の年金

支払期間の残存期間に対する未払の年金額の現価を一時金として支払を請求することができます。
2　前項の規定により会社が一時金を支払った場合でも保証期間後の終身年金（夫婦年金を含みます。）はそのまま存続

します。この場合、年金受取人に通知します。
3　第 1 項の規定により確定年金において会社が一時金を支払った場合には、この特約は消滅します。
4　据置保険金等の受取人は、あらかじめ保険契約者から反対の申し出がない限り、据置支払を取りやめてその時の据

置保険金等の一部または全部を一時金として請求することができます。
5　前項の規定により会社が据置保険金等の全部を一時金として支払った場合には、この特約は消滅します。

第 12条（死亡一時金の支払にかえての年金の支払）
1　第 8 条（年金の種類）の規定にかかわらず、死亡一時金の支払事由発生前は年金受取人の申し出により、死亡一時

金の支払事由発生後は死亡一時金受取人の申し出により、死亡一時金の支払にかえて、年金の種類に応じて、つぎの
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期間中、死亡一時金受取人は年金を受け取ることができます。
⑴　保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金

保証期間中
⑵　確定年金

年金支払期間中
2　前項の場合、年金額は、第 8 条（年金の種類）第 2 項に定めるところにより計算された年金額と同額とします。ただし、

年金の種類が保証期間付夫婦連生終身年金または保証期間付終身年金であり、かつ年金受取人が年金基金設定日以後
年金開始日前に死亡した場合には、年金の種類を確定年金とみなして、年金基金設定時における会社所定の利率およ
び計算方法により年金額を再計算します。この場合、年金支払期間は、当初の保証期間付夫婦連生終身年金または保
証期間付終身年金の保証期間と同じとします。
3　第 1 項の場合、この特約は、年金の種類に応じて、つぎの時に消滅します。

⑴　保証期間付夫婦連生終身年金および保証期間付終身年金
保証期間が満了した時

⑵　確定年金
年金支払期間が満了した時

4　第 1 項の規定により、死亡一時金の支払事由発生後、死亡一時金の支払にかえて年金を受け取る場合、死亡一時金
受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。（以後、死亡一時金受取人が年金受取人と
なるものとします。）
5　年金受取人の権利および義務を承継した死亡一時金受取人は、会社に対する通知により、新たに、死亡一時金受取

人を指定して下さい。
6　前項の場合、新たな死亡一時金受取人については、第 8 条（年金の種類）第 3 項から第 7 項および第 9 項から第 12

項の規定を準用します。

第 13条（年金受取人の変更）
年金受取人は、第 8 条（年金の種類）第 1 項に定める年金の種類が確定年金である場合に限り、会社の同意を得て、

年金受取人の権利および義務のすべてを第三者に承継させることができます。

第 14条（年金、死亡一時金および据置保険金等の請求、支払の手続）
年金、死亡一時金および据置保険金等の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主

約款」といいます。）の保険金の請求、支払の手続に関する規定を準用します。

第 15条（法定相続人または死亡一時金受取人の代表者）
1　法定相続人または死亡一時金受取人が 2 人以上あるときは、代表者を 1 人定めてください。この場合、その代表者

は他の法定相続人または死亡一時金受取人を代理するものとします。
2　前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が法定相続人または死亡一時金受取人の 1 人

に対してした行為は、他の法定相続人または死亡一時金受取人に対しても効力を生じます。

第 16条（成年後見等の開始）
1　年金受取人、死亡一時金受取人または据置保険金等の受取人（以下、本項においてこれらを総称して「年金受取人等」

といいます。）について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人
が選任された場合には、年金受取人等または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の
氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場
合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
2　前項の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前項の規定を準用します。

第 17条（特約の内容変更）
この特約の内容変更については、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴　保険契約者は、保険金等の支払事由発生前であれば、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類その他年金支払の
内容を変更することができます。

⑵　年金受取人は、年金基金設定日以後年金開始日前であれば、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類その他年金
支払の内容を変更することができます。



80保険金等の支払方法の選択に関する特約条項

約
款

保
険
金
等
の
支
払
方
法
の
選
択
に
関
す
る
特
約
条
項

第 18条（特約の解約）
1　この特約の解約については、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴　保険契約者は、保険金等の支払事由発生前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
⑵　年金受取人は、年金基金設定日以後年金開始日前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2　年金受取人が年金開始日前にこの特約を解約したときは、会社は解約時における年金基金の価額を年金受取人に支

払います。

第 19条（特約の消滅）
1　主契約が保険金等の支払以外の事由によって消滅したときは、この特約は消滅します。
2　第 8 条（年金の種類）の規定により死亡一時金が支払われたときまたは第 9 条（据置の内容）第 4 項の規定により

据置保険金等が支払われたときは、この特約は消滅します。

第 20条（重大事由による解除）
1　この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
2　年金基金設定日以後の前項の規定によるこの特約の解除に際しては、会社は、この特約の解約または年金の一時支

払の請求を受けたものとして計算した金額を年金の受取人に支払います。

第 21条（年金受取人および据置保険金等の受取人に対する貸付）
年金受取人および据置保険金等の受取人に対する貸付は取り扱いません。

第 22条（年齢の計算）
年金受取人および配偶者の年齢は、満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。

第 23条（年齢および性別の誤りの処理）
年金受取人および配偶者の年齢および性別に誤りがあった場合には、主約款の契約年齢の誤りの処理の規定を準用

します。

第 24条（契約者配当）
この特約に対しては、契約者配当はありません。

第 25条（管轄裁判所）
この特約における年金、死亡一時金または据置保険金等の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規

定を準用します。

第 26条（主約款の規定の準用）
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第 27条（変額保険（終身型）または変額保険（有期型）に付加された場合の特則）
この特約が変額保険（終身型）または変額保険（有期型）に付加された場合には、年金基金に充当されまたは据え

置かれた保険金等については、年金基金設定日または据置日以後、特別勘定による運用はしません。

第 28条（積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険または積立利率変動型修正払込方式終身保
険に付加された場合の特則）

この特約が積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険または積立利率変動型修正払込方式
終身保険に付加された場合には、年金基金に充当されまたは据え置かれた保険金等については、年金基金設定日また
は据置日以後、主約款の積立金に関する規定は適用しません。

第 29条（傷害保険に付加された場合の特則）
この特約が傷害保険に付加された場合には、第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 2 項第 1 号ア．を「主

契約の災害死亡保険金または主約款に定める附則 1の第 1 級の身体障害の状態に該当したことによる障害給付金もしく
は災害高度障害保険金（ただし、この特約の締結によって据え置かれた保険金または給付金を含まないものとします。）」
と読み替えて適用します。
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第 30条（変額年金保険（最低年金原資保証型）に付加された場合の特則）
1　この特約が変額年金保険（最低年金原資保証型）に付加された場合には、つぎの各項のとおり取り扱います。
2　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 2 項第 1 号ア．をつぎのとおり読み替えます。
「ア．主契約の保険金（ただし、この特約の締結によって据え置かれた保険金を含まないものとし、かつ、変額年金保

険（最低年金原資保証型）普通保険約款第 19 条（年金原資の一時支払）の規定により支払われる年金原資を含む
ものとします。）」

3　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 2 項第 2 号ア．をつぎのとおり読み替えます。
「ア． 主契約の契約日から会社の定める期間の経過後に主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の固

有の解約または減額の規定により行われた主契約の解約または減額による解約返戻金相当額」
4　第 4 条（年金受取人または据置保険金等の受取人）第 1 項第 2 号をつぎのとおり読み替えます。
「⑵　前条第 2 項第 2 号に定める保険金等の全部または一部を年金基金に充当した場合

………………主契約の保険契約者または年金受取人とし、この特約の締結の際、保険契約者が指定することとし
ます。」

5　年金基金に充当されまたは据え置かれた保険金等については、年金基金設定日または据置日以後、主約款の積立金
に関する規定は適用しません。

第 31条（家族収入保険もしくは解約返戻金抑制型家族収入保険（高度障害療養加算型）または家族収入特約もしくは解
約返戻金抑制型家族収入特約（高度障害療養加算型）を付加した主契約に付加された場合の特則）
1　この特約が家族収入保険もしくは解約返戻金抑制型家族収入保険（高度障害療養加算型）または家族収入特約もし

くは解約返戻金抑制型家族収入特約（高度障害療養加算型）を付加した主契約に付加された場合には、つぎの各項の
とおり取り扱います。
2　第 3 条（年金基金の設定または保険金等の据置）第 1 項の規定による保険金等の据え置きをすることはできません。
3　第 3 条第 2 項第 1 号ア．をつぎのとおり読み替えます。

「ア．主契約および主契約に付加された特約の保険金ならびに家族年金、特約家族年金、高度障害年金および特約高度障
害年金の年金現価（ただし、リビング・ニーズ特約の保険金を含みません。）」
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修正払込方式終身保険に付加された場合の特
則

第 24条　傷害保険に付加された場合の特則
第 25条　変額年金保険（最低年金原資保証型）に付加

された場合の特則
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収入保険（高度障害療養加算型）または家族
収入特約もしくは解約返戻金抑制型家族収入
特約（高度障害療養加算型）を付加した主契
約に付加された場合の特則

割増年金支払特約条項

この特約の趣旨

この特約は、主たる保険契約の保険金等の受取人が障害者である場合に、一時支払にかえて割増された年金を支払う
ことにより、その受取人の将来の生活安定をはかることを目的とするものです。

第 1条（特約の締結）
1　この特約は、つぎの各号のいずれにも該当する場合に、保険金等の支払事由発生前は主たる保険契約（以下、「主契約」

といいます。）の保険契約者（以下、「保険契約者」といいます。）の、保険金等の支払事由発生後はその受取人（以下、「保
険金等の受取人」といいます。）の申し出により会社との間に締結します。ただし、保険金等の支払後は、この特約の
締結はしません。
⑴　保険金等の受取人が、保険契約者による申し出の場合には申し出時において、保険金等の受取人による申し出の

場合には保険金等の支払事由発生時において、つぎのいずれかに該当すること
ア．主契約の被保険者
イ．主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
ウ．主契約の被保険者の直系血族
エ．主契約の被保険者の 3 親等以内の親族

⑵　保険金等の受取人がつぎのいずれかに該当し、将来、独立自活することが困難であると会社が認めること
ア．知的障害者
　（知的障害者とは、知的機能の障害が発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、

何らかの特別の援助を必要とする状態にあると会社が認めた者をいいます。）
イ．身体障害者（附則 1）
ウ．精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度がア.またはイ.と同等と会社が認めた者

2　同一の保険金等について受取人が 2 人以上あるときは、それぞれの受取人の受取割合に応じて、それぞれの受取人
について別個にこの特約を締結するものとします。ただし、この特約を締結することができるのは、前項に定める場
合に限ります。
3　第 1 項の規定により、この特約が付加された場合には、保険証券に表示します。
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第 2条（年金基金の設定）
1　保険金等の支払事由が発生したときは、会社の定める取扱範囲内で、保険契約者または保険金等の受取人の指定す

る保険金等の全部または一部を年金基金に充当します。ただし、保険料の自動振替貸付または契約者貸付があるとき
はそれらの元利金を、未払込保険料があるときはその金額を、保険金等から差し引きます。
2　この特約において保険金等とは、受取人を同じくし、かつ同時に支払われるべきつぎの各号の金額の合計とします。

ただし、第 1 号の保険金が支払われない場合には、この特約の締結は効力を生じないものとします。
⑴　主契約および主契約に付加された特約の保険金（給付の名称の如何を問いません。ただし、保険金等の支払方法

の選択に関する特約によって据え置かれた保険金およびリビング・ニーズ特約の保険金を含まず、一時支払される
年金開始日の前日の積立金を含むものとします。）

⑵　主契約に付加された特約の給付金
⑶　主契約または主契約に付加された特約の前納保険料の清算金
⑷　その他、第 1 号の保険金の支払時に会社が支払う金額

第 3条（年金受取人）
この特約の年金受取人は、年金基金に充当された保険金等の受取人とします。

第 4条（年金証書）
第 2 条（年金基金の設定）の規定により年金基金が設定されたときは、会社は年金証書を年金受取人に交付します。

第 5条（年金支払日）
1　年金受取人は、この特約の締結の際または年金基金設定の際、会社の定める期間内において第 1 回の年金支払日（以

下、「年金開始日」といいます。）を任意に定めることができます。
2　第 2 回以後の年金支払日は、年金開始日後の年単位の応当日とします。

第 6条（年金の種類）
1　年金の種類は保証期間付終身年金とし、保証期間中、およびその期間経過後において年金受取人が生存している場

合に限りその生存期間中、年金を支払います。年金または死亡一時金を支払う場合（以下、「支払事由」といいます。）、
支払額、受取人および支払事由に該当しても年金または死亡一時金を支払わない場合（以下、「免責事由」といいます。）
は、つぎのとおりです。

名称 支払事由 支払額 受取人 免責事由

年金
年金受取人が年金支払日に
生存しているとき

年金額 年金受取人 ―

死亡一時金

年金受取人が年金基金設定
日以後年金開始日前に死亡
したとき

年金受取人の死亡
時における年金基
金の価額

死亡一時金受取人
死亡一時金受取人の故
意による年金受取人の
致死年金受取人が年金開始日以

後保証期間中の最後の年金
支払日前に死亡したとき

保証期間の残存期
間に対する未払の
年金額の現価

2　前項に定める保証期間付終身年金における保証期間は、会社の定める取扱範囲内で、保険金等の支払事由発生前は
保険契約者の申し出により、年金基金設定時は年金受取人の申し出により定めます。この場合、その保証期間につい
て会社の定める計算方法により計算される年金額が、会社の定める金額以上であることを要します。
3　年金額は、年金基金設定時における会社所定の利率および計算方法により計算します。ただし、この特約の締結時

における会社所定の利率および計算方法により計算された年金額を下まわることはありません。
4　第 1 項における死亡一時金受取人とは、年金基金設定の際、年金受取人の指定した者とし、死亡一時金の支払事由

が発生するまでは、会社に対する通知により、年金受取人は、死亡一時金受取人を変更することができます。
5　前項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡一時金受取人に死亡一時金を支払ったときは、その支払後に変更後

の死亡一時金受取人から死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6　第 4 項に定めるほか、年金受取人は、死亡一時金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡一

時金受取人を変更することができます。
7　前項による死亡一時金受取人の変更は、年金受取人が死亡した後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、

これを会社に対抗することができません。
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8　第 4 項または前項の通知をするときは、会社所定の書類（別表 4）を会社に提出してください。
9　第 4 項または第 6 項の規定により死亡一時金受取人を変更したときは、保険証券または年金証書に表示します。
10　死亡一時金受取人が死亡一時金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡一時金受取人とし

ます。
11　前項の規定により死亡一時金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規

定により死亡一時金受取人となった者のうち生存している他の死亡一時金受取人を死亡一時金受取人とします。
12　前 2 項により死亡一時金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。

第 7条（年金の分割支払）
1　年金受取人から請求があったときは、会社の定める取扱範囲内で 1 年分の年金額を等分して支払います。この場合、

会社所定の利率および計算方法で計算した利息を付加して支払います。ただし、1 回の支払金額が会社所定の金額に達
しないときは、年金の分割支払の取扱をしません。
2　前項の場合、年金受取人が死亡した場合で、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これを一括

してその年金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
3　前項の年金受取人の死亡時の法定相続人については、第 6 条（年金の種類）第 10 項から第 12 項までの死亡一時金

受取人に関する規定を準用します。

第 8条（年金の一時支払）
1　年金受取人は保証期間中の年金の支払にかえて、保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価を一時金として

支払を請求することができます。
2　前項の規定により会社が一時金を支払った場合でも保証期間後の終身年金はそのまま存続します。この場合、年金

受取人に通知します。

第 9条（死亡一時金の支払にかえての年金の支払）
1　第 6 条（年金の種類）の規定にかかわらず、死亡一時金の支払事由発生前は年金受取人の申し出により、死亡一時

金の支払事由発生後は死亡一時金受取人の申し出により、死亡一時金の支払にかえて、保証期間中、死亡一時金受取
人は年金を受け取ることができます。
2　前項の場合、年金額は、第 6 条（年金の種類）第 3 項に定めるところにより計算された年金額と同額とします。た

だし、年金受取人が年金基金設定日以後年金開始日前に死亡した場合には、年金の種類を確定年金とみなして、第 6 条（年
金の種類）第 3 項の規定を準用して年金額を再計算します。この場合、年金支払期間は、当初の保証期間付終身年金
の保証期間と同じとします。
3　第 1 項の場合、この特約は、保証期間が満了した時に消滅します。
4　第 1 項の場合、死亡一時金受取人から請求があったときは、会社の定める取扱範囲内で 1 年分の年金額を等分して

支払います。この場合、会社所定の利率および計算方法で計算した利息を付加して支払います。ただし、1 回の支払金
額が会社所定の金額に達しないときは、年金の分割支払の取扱をしません。
5　前項の場合、死亡一時金受取人が死亡した場合で、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これ

を一括してその死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人に支払います。
6　前項の場合、死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人については、第 6 条（年金の種類）第 10 項から第 12 項まで

の死亡一時金に関する規定を準用します。
7　死亡一時金受取人は、第 1 項に定める年金の支払にかえて、保証期間の残存期間に対する未払の年金額の現価を一

時金として支払を請求することができます。
8　前項の規定により会社が一時金を支払った場合には、この特約は消滅します。

第 10条（年金および死亡一時金の請求、支払の手続）
年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」とい

います。）の保険金の請求、支払の手続に関する規定を準用します。

第 11条（法定相続人または死亡一時金受取人の代表者）
1　法定相続人または死亡一時金受取人が 2 人以上あるときは、代表者を 1 人定めてください。この場合、その代表者

は他の法定相続人または死亡一時金受取人を代理するものとします。
2　前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が法定相続人または死亡一時金受取人の 1 人

に対してした行為は、他の法定相続人または死亡一時金受取人に対しても効力を生じます。
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第 12条（成年後見等の開始）
1　年金受取人または死亡一時金受取人の受取人（以下、本項においてこれらを総称して「年金受取人等」といいます。）

について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見監督人が選任された
場合には、年金受取人等または成年後見人等もしくは任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必
要な事項を、すみやかに会社に通知してください。すでに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意
後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
2　前項の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前項の規定を準用します。

第 13条（特約の内容変更）
この特約の内容変更については、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴　保険契約者は、保険金等の支払事由発生前であれば、会社の定める取扱範囲内で、保証期間その他年金支払の内
容を変更することができます。

⑵　年金受取人は、年金基金設定日以後年金開始日前であれば、会社の定める取扱範囲内で、保証期間その他年金支
払の内容を変更することができます。

第 14条（特約の解約）
1　この特約の解約については、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴　保険契約者は、保険金等の支払事由発生前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
⑵　年金受取人は、年金基金設定日以後年金開始日前であれば、将来に向かってこの特約を解約することができます。
2　年金受取人が年金開始日前にこの特約を解約したときは、会社は解約時における年金基金の価額を年金受取人に支

払います。

第 15条（特約の消滅）
1　主契約が保険金等の支払以外の事由によって消滅したときは、この特約は消滅します。
2　第 6 条（年金の種類）の規定により死亡一時金が支払われたときは、この特約は消滅します。
3　年金基金設定日前に保険金等の受取人が第 1 条（特約の締結）第 1 項第 2 号に定める状態に該当しなくなったときは、

この特約は消滅します。
4　年金基金設定日前に保険金等の受取人が死亡したときは、この特約は消滅します。
5　保険金等の支払事由発生前に保険金等の受取人が変更されたときは、この特約は消滅します。

第 16条（年金受取人に対する貸付）
年金受取人に対する貸付は取り扱いません。

第 17条（年齢の計算）
年金受取人の年齢は、満年で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。

第 18条（年齢および性別の誤りの処理）
年金受取人の年齢および性別に誤りがあった場合には、主約款の契約年齢の誤りの処理の規定を準用します。

第 19条（契約者配当）
この特約に対しては、契約者配当はありません。

第 20条（管轄裁判所）
この特約における年金または死亡一時金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。

第 21条（主約款の規定の準用）
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第 22条（変額保険（終身型）または変額保険（有期型）に付加された場合の特則）
この特約が変額保険（終身型）または変額保険（有期型）に付加された場合には、年金基金に充当された保険金等

については、年金基金設定日以後、特別勘定による運用はしません。
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第 23条（積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険または積立利率変動型修正払込方式終身保
険に付加された場合の特則）

この特約が積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険または積立利率変動型修正払込方式
終身保険に付加された場合には、年金基金に充当された保険金等については、年金基金設定日以後、主約款の積立金
に関する規定は適用しません。

第 24条（傷害保険に付加された場合の特則）
この特約が傷害保険に付加された場合には、第 2 条（年金基金の設定）第 2 項第 1 号を「主契約の災害死亡保険金

または主約款に定める附則 1の第 1 級の身体障害の状態に該当したことによる障害給付金もしくは災害高度障害保険金
（ただし、保険金等の支払方法の選択に関する特約の締結によって据え置かれた保険金または給付金を含まないものと
します。）」と読み替えて適用します。

第 25条（変額年金保険（最低年金原資保証型）に付加された場合の特則）
1　この特約が変額年金保険（最低年金原資保証型）に付加された場合には、つぎの各項のとおり取り扱います。
2　第 2 条（年金基金の設定）第 2 項第 1 号をつぎのとおり読み替えます。

「⑴　主契約の保険金（ただし、保険金等の支払方法の選択に関する特約の締結によって据え置かれた保険金を含ま
ないものとし、かつ、変額年金保険（最低年金原資保証型）普通保険約款第 19 条（年金原資の一時支払）の規
定により支払われる年金原資を含むものとします。） 」

3　年金基金に充当された保険金等については、年金基金設定日以後、主約款の積立金に関する規定は適用しません。

第 26条（家族収入保険もしくは解約返戻金抑制型家族収入保険（高度障害療養加算型）または家族収入特約もしくは解
約返戻金抑制型家族収入特約（高度障害療養加算型）を付加した主契約に付加された場合の特則）

この特約が家族収入保険もしくは解約返戻金抑制型家族収入保険（高度障害療養加算型）または家族収入特約もし
くは解約返戻金抑制型家族収入特約（高度障害療養加算型）を付加した主契約に付加された場合には、第 2 条（年金
基金の設定）第 2 項第 1 号を「主契約および主契約に付加された特約の保険金ならびに家族年金、特約家族年金、高
度障害年金および特約高度障害年金の年金現価（ただし、リビング・ニーズ特約の保険金を含みません。）」と読み替
えて適用します。
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附則 1　身体障害者
身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則第 5 条（昭和 25 年 4 月 6 日厚生省令第 15 号）別表第 5 号（身体障害

者障害程度等級表）の障害の級別 1 級から 3 級に定める程度の障害の状態（下表）がある者をいいます。
級別 身体障害

1 級

 1．両眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視
力について測ったものをいう。以下同じ。）の和が 0.01 以下のもの

 2．両上肢の機能を全廃したもの
 3．両上肢を手関節以上で欠くもの
 4．両下肢の機能を全廃したもの
 5．両下肢の大腿の二分の一以上で欠くもの
 6．体幹の機能障害により坐っていることができないもの
 7．不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
 8．不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
 9．心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
10．じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
11．呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
12．ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
13．小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
14．ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの

2 級

15．両眼の視力の和が 0.02 以上 0.04 以下のもの
16．両眼の視野がそれぞれ 10 度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が 95 ％以上の

もの
17．両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの（両耳全ろう）
18．両上肢の機能の著しい障害
19．両上肢のすべての指を欠くもの
20．1 上肢を上腕の二分の一以上で欠くもの
21．1 上肢の機能を全廃したもの
22．両下肢の機能の著しい障害
23．両下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
24．体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
25．体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
26．不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
27．不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
28．ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの
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級別 身体障害

3 級

29．両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下のもの
30．両眼の視野がそれぞれ 10 度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が 90 ％以上の

もの
31．両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの（耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの）
32．平衡機能の極めて著しい障害
33．音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
34．両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
35．両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
36．1 上肢の機能の著しい障害
37．1 上肢のすべての指を欠くもの
38．1 上肢のすべての指の機能を全廃したもの
39．両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの
40．1 下肢を大腿の二分の一以上で欠くもの
41．1 下肢の機能を全廃したもの
42．体幹の機能障害により歩行が困難なもの
43．不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
44．不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
45．心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
46．じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
47．呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
48．ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
49．小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
50．ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの（社会での

日常生活活動が著しく制限されるものを除く。）

（注）
1.　身体障害の状態が、身体障害者障害程度等級表の 4 級の障害の 2 種目以上に重複して該当するために 3 級とみなされ

る場合、または 4 級以下の異なる等級の障害の 2 種目以上に重複して該当するために 3 級以上とみなされる場合も本
表に該当したものとします。

（備考）
1.　指を欠くもの

「指を欠くもの」とは、おや指については指骨間関節、その他の指については第 1 指骨間関節以上を欠くものをいい
ます。

2.　指の機能障害
「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。

3.　上・下肢の障害
⑴　上肢または下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計

測したもの）をもって計測したものをいいます。
⑵　下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいいます。
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目次

この特約の趣旨

第 1条　特約の締結
第 2条　特約の対象となる保険金等
第 3条　指定代理請求人の指定、変更指定および指定の

撤回
第 4条　指定代理請求人等による保険金等の請求
第 5条　告知義務違反による解除および重大事由による

解除
第 6条　特約の解約
第 7条　主契約またはこれに付加されている特約に代理

請求を認める規定がある場合の取扱
第 8条　保険金等の受取人の成年後見等の開始

第 9条　主約款および各特約の特約条項の規定の準用
第 10条　主契約が更新される場合等の特則
第 11条　ファミリー保険に付加されている場合の特則
第 12条　連生終身保険に付加されている場合の特則
第 13条　保険金等の支払方法の選択に関する特約また

は年金支払特約による年金を特約の対象とな
る保険金等とする場合の特則

第 14条　割増年金支払特約による年金を特約の対象と
なる保険金等とする場合の特則

第 15条　配偶者特則を付加した保険契約に付加されて
いる場合の特則

指定代理請求特約条項

この特約の趣旨
この特約は、保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情が

あるときに、保険金等の受取人に代わって指定代理請求人が請求を行うこと等を可能とするための特約です。

第 1条（特約の締結）
1　この特約は、主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）の被保険者（以下、「主契約の被保険者」といいます。）

の同意を得て、保険契約者の申し出により、主契約締結の際または主契約締結の後、会社の承諾を得て、主契約に付
加して締結します。
2　前項の規定によってこの特約を付加したときは、保険契約者に通知します。
3　この特約の締結日は、主契約の責任開始期とします。ただし、主契約締結の後に付加した場合は、会社が承諾した

日とします。

第 2条（特約の対象となる保険金等）
この特約の対象となる保険金、給付金または年金等（保険料の払込免除を含み、給付の名称の如何を問いません。以下、

「保険金等」といいます。）は、この特約が付加された主契約およびこれに付加されている特約の保険金等のうち、つ
ぎの各号に定めるとおりとします。
⑴　主契約の被保険者と受取人が同一人である保険金等
⑵　主契約の被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除

第 3条（指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）
1　この特約を付加した場合、保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得てあらかじめつぎの各号の範囲内で、この

特約が付加された主契約につき 1 人の者を指定してください（本項により指定された者を、以下、「指定代理請求人」
といいます。）。ただし、保険金等の受取人（保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下、同じとします。）が法人で
ある保険金等については、指定代理請求人の指定がなされなかったものとみなします。
⑴　主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
⑵　主契約の被保険者の直系血族
⑶　主契約の被保険者の 3 親等内の親族
⑷　主契約の被保険者と同居し、または、主契約の被保険者と生計を一にしている主契約の死亡保険金等（名称の如

何を問わず、主契約の被保険者の死亡により受ける給付のことをいいます。）の受取人
⑸　前 4 号のほか、主契約の被保険者のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者
2　前項の規定にかかわらず、保険契約者は、主契約の被保険者の同意を得て、前項に定める範囲内で、指定代理請求

人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱い
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ます。
⑴　保険契約者が本項の変更を請求または指定を撤回するときは、必要書類（別表 4）を会社の本社または会社の指定

した場所に提出してください。
⑵　本項の変更および指定の撤回は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。

第 4条（指定代理請求人等による保険金等の請求）
1　保険金等の受取人が保険金等を請求できないつぎの各号に定める事情（以下、「特別な事情」といいます。）がある

ときは、前条の規定により指定または変更指定した指定代理請求人が、会社所定の書類および特別な事情の存在を証
明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人として保険金等の請求をすることができます。
⑴　保険金等の請求を行う意思表示が困難である場合
⑵　会社が認める傷病名の告知を受けていない場合
⑶　その他、前 2 号に準じる状態である場合
2　前項の規定にかかわらず、指定代理請求人が前項の請求時において前条第 1 項各号に定める範囲外である場合には、

指定代理請求人は前項の請求をすることができません。
3　保険金等の受取人が第 1 項各号に定める保険金等を請求できない事情があり、かつ、つぎの各号のいずれかに該当

するときは、保険金等の受取人の戸籍上の配偶者（戸籍上の配偶者がない場合にはその受取人と生計を一にする者）が、
会社所定の書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出し、会社の承諾を得て、保険金等の受取人の代理人と
して保険金等を請求することができます。
⑴　指定代理請求人が第 1 項の請求時においてすでに死亡している場合
⑵　指定代理請求人が第 1 項の請求時において前条第 1 項各号に定める範囲外である場合
⑶　指定代理請求人が指定されていない場合
4　第 1 項および第 3 項の規定により、会社が保険金等を保険金等の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複

してその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5　本条の規定にかかわらず、故意に保険金等の支払事由（保険料の払込の免除事由を含みます。）を生じさせた者また

は故意に保険金等の受取人を第 1 項各号に定める状態に該当させた者は、指定代理請求人として指定されていなかっ
たものとし、かつ、第 3 項に定める保険金等の受取人の代理人としての取扱を受けることができません。なお、本項
の規定により指定代理請求人として指定されていなかったものとするときは、第 3 項第 3 号に該当するものとして取
り扱います。
6　前 5 項のほか、保険金等の請求、支払時期および支払場所については、主約款の保険金等の請求、支払の手続に関

する規定を準用します。

第 5条（告知義務違反による解除および重大事由による解除）
この特約を付加している場合には、主契約またはこれに付加されている特約の告知義務違反による解除および重大

事由による解除の通知については、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）またはこれに付加されて
いる特約の特約条項における告知義務違反による解除および重大事由による解除に関する規定に定めるほか、正当な
理由によって保険契約者、主契約の被保険者または保険金等の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理
請求人または前条第 3 項に定める保険金等の受取人の代理人に通知します。

第 6条（特約の解約）
この特約のみの解約は、取り扱いません。

第 7条（主契約またはこれに付加されている特約に代理請求を認める規定がある場合の取扱）
この特約を付加している場合、主契約またはこれに付加されている特約については、その主約款または特約条項中、

保険金等の受取人の生存中に所定の者が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求できる旨の規定がある場合
においても、これを適用せず、この特約条項に定めるところにより取り扱います。

第 8条（保険金等の受取人の成年後見等の開始）
1　保険金等の受取人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐もしくは後見が開始された場合または任意後見

監督人が選任された場合には、保険契約者、保険金等の受取人もしくは指定代理請求人または成年後見人等もしくは
任意後見人は、成年後見人等または任意後見人の氏名その他必要な事項を、すみやかに会社に通知してください。す
でに補助、保佐もしくは後見が開始されている場合または任意後見監督人が選任されている場合も、同じとします。
2　前項の規定により通知されるべき事項に変更が生じた場合については、前項の規定を準用します。
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第 9条（主約款および各特約の特約条項の規定の準用）
この特約に別段の定めのない場合には、主約款および各特約の特約条項の規定を準用します。

第 10条（主契約が更新される場合等の特則）
1　この特約が付加されている主契約が更新する場合には、保険契約者が主契約の保険期間満了日の 2 週間前までにこ

の特約を継続しない旨を通知しない限り、この特約は、主約款に定める更新日（以下、「更新日」といいます。）に、
主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2　この特約が付加されている保険契約の全部または一部が他の保険契約に変換される場合には、変換後の契約にもこ

の特約が自動的に付加され、そのまま継続するものとします。
3　前 2 項の規定にかかわらず、更新日または変換後の保険契約の締結日（以下、「変換日」といいます。）に会社がこ

の特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は、更新日または変換日に会社が締結を取り扱っている他の特
約または保険契約（この特約と趣旨を同一とするものに限ります。）に変更され継続するものとします。

第 11条（ファミリー保険に付加されている場合の特則）
この特約がファミリー保険に付加されている場合には、この特約条項中、「主契約の被保険者」とあるのは「主契約

の主たる被保険者」と読み替えます。ただし、妻子型保障および妻型保障の場合には、この特約条項中、「主契約の被
保険者」とあるのは「主契約の主たる被保険者の妻」と読み替えます。

第 12条（連生終身保険に付加されている場合の特則）
この特約が連生終身保険に付加されている場合には、この特約条項中、「主契約の被保険者」とあるのは「主契約の

第 1 被保険者または第 2 被保険者」と読み替えます。ただし、第 1 条（特約の締結）第 1 項および第 3 条（指定代理
請求人の指定、変更指定および指定の撤回）中、「主契約の被保険者の同意を得て」については、「主契約の第 1 被保
険者および第 2 被保険者の同意を得て」と読み替えます。

第 13条（保険金等の支払方法の選択に関する特約または年金支払特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場
合の特則）
1　保険金等の支払方法の選択に関する特約または年金支払特約（以下、「保険金等の支払方法の選択に関する特約等」

といいます。）による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号に定めるところによります。
⑴　第 1 条（特約の締結）の規定にかかわらず、保険金等の支払方法の選択に関する特約等による年金の年金基金の

設定日以後、その年金受取人の申し出により、会社の承諾を得て、保険金等の支払方法の選択に関する特約等によ
る年金の年金基金ごとに、この特約を付加して締結します。この場合、会社の承諾の日をこの特約の締結日とします。

⑵　すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定により保険金等の支払方法の選択に関す
る特約等による年金の年金基金にこの特約が付加されていないときは、その年金はこの特約の対象となる保険金等
には該当しません。

2　前項第 1 号の規定により保険金等の支払方法の選択に関する特約等による年金の年金基金に付加されたこの特約に
ついては、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。
⑴　第 2 条（特約の対象となる保険金等）をつぎのとおり読み替えます。
「第 2 条（特約の対象となる保険金等）

この特約の対象となる保険金等は、保険金等の支払方法の選択に関する特約または年金支払特約（以下、「保険金
等の支払方法の選択に関する特約等」といいます。）による年金とします。ただし、この特約が年金基金に付加され
ている年金で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一人である年金に限ります。」

⑵　第 3 条（指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）をつぎのとおり読み替えます。
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「第 3 条（指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）
 1 　この特約を付加した場合、保険金等の支払方法の選択に関する特約等の年金受取人（以下、「年金受取人」と

いいます。）は、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された保険金等の支払方法の選択に関する特
約等の年金基金 1つにつき 1 人の者を指定してください（本項により指定された者を、以下、「指定代理請求人」
といいます。）。
⑴　年金受取人の戸籍上の配偶者
⑵　年金受取人の直系血族
⑶　年金受取人の 3 親等内の親族
⑷　年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている、年金基金を設定した元の保険契約における

死亡保険金等（名称の如何を問わず、元の保険契約の被保険者の死亡により受ける給付のことをいいます。）の
受取人

⑸　前 4 号のほか、年金受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者
 2 　前項の規定にかかわらず、年金受取人は、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更指定し、または指定

代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴　年金受取人が本項の変更を請求または指定を撤回するときは、必要書類（別表 4）を会社の本社または会社

の指定した場所に提出してください。
⑵　本項の変更および指定の撤回は、年金証書に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができませ

ん。」

第 14条（割増年金支払特約による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則）
1　割増年金支払特約による年金をこの特約の対象となる保険金等とするときは、つぎの各号に定めるところによります。

⑴　第 1 条（特約の締結）の規定にかかわらず、割増年金支払特約による年金の年金基金の設定日前、主契約の被保
険者および割増年金支払特約の年金受取人の同意を得て、保険契約者の申し出により、会社の承諾を得て、割増年
金支払特約の将来の年金の年金基金ごとに、この特約を付加して締結します。この場合、会社の承諾の日をこの特
約の締結日とします。

⑵　第 1 条（特約の締結）の規定にかかわらず、割増年金支払特約による年金の年金基金の設定日以後、その年金受
取人の申し出により、会社の承諾を得て、割増年金支払特約による年金の年金基金ごとに、この特約を付加して締
結します。この場合、会社の承諾の日をこの特約の締結日とします。

⑶　すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前 2 号の規定により割増年金支払特約による年金の
年金基金にこの特約が付加されていないときは、その年金はこの特約の対象となる保険金等には該当しません。

2　前項第 1 号または第 2 号の規定により割増年金支払特約による年金の年金基金に付加されたこの特約については、
第 2 条（特約の対象となる保険金等）をつぎのとおり読み替えます。
「第 2 条（特約の対象となる保険金等）

この特約の対象となる保険金等は、割増年金支払特約による年金とします。ただし、この特約が年金基金に付加
されている年金で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一人である年金に限ります。」

3　第 1 項第 1 号の規定により割増年金支払特約による年金の年金基金に付加されたこの特約については、第 3 条（指
定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）をつぎのとおり読み替えます。
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「第 3 条（指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）
 1 　この特約を付加した場合、保険契約者は、主契約の被保険者および割増年金支払特約の年金受取人（以下、「年

金受取人」といいます。）の同意を得て、あらかじめつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された割増年金支払
特約の年金基金 1つにつき 1 人の者を指定してください（本項により指定された者を、以下、「指定代理請求人」
といいます。）。
⑴　年金受取人の戸籍上の配偶者
⑵　年金受取人の直系血族
⑶　年金受取人の 3 親等内の親族
⑷　年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている、年金基金を設定した元の保険契約における

死亡保険金等（名称の如何を問わず、元の保険契約の被保険者の死亡により受ける給付のことをいいます。）の
受取人

⑸　前 4 号のほか、年金受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者
 2 　前項の規定にかかわらず、割増年金支払特約による年金の年金基金の設定日前、保険契約者は、主契約の被保

険者および年金受取人の同意を得て、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請
求人の指定を撤回することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴　保険契約者が本項の変更を請求または指定を撤回するときは、必要書類（別表 4）を会社の本社または会社

の指定した場所に提出してください。
⑵　本項の変更および指定の撤回は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。

 3 　前 2 項の規定にかかわらず、割増年金支払特約による年金の年金基金の設定日以後、年金受取人は、第 1 項に
定める範囲内で、指定代理請求人を変更指定し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。この
場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴　年金受取人が本項の変更を請求または指定を撤回するときは、必要書類（別表 4）を会社の本社または会社

の指定した場所に提出してください。
⑵　本項の変更および指定の撤回は、年金証書に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができませ

ん。」
4　第 1 項第 2 号の規定により割増年金支払特約による年金の年金基金に付加されたこの特約については、第 3 条（指

定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）をつぎのとおり読み替えます。
「第 3 条（指定代理請求人の指定、変更指定および指定の撤回）

 1 　この特約を付加した場合、割増年金支払特約の年金受取人（以下、「年金受取人」といいます。）は、あらかじ
めつぎの各号の範囲内で、この特約が付加された割増年金支払特約の年金基金 1つにつき 1 人の者を指定してく
ださい（本項により指定された者を、以下、「指定代理請求人」といいます。）。
⑴　年金受取人の戸籍上の配偶者
⑵　年金受取人の直系血族
⑶　年金受取人の 3 親等内の親族
⑷　年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている、年金基金を設定した元の保険契約における

死亡保険金等（名称の如何を問わず、元の保険契約の被保険者の死亡により受ける給付のことをいいます。）の
受取人

⑸　前 4 号のほか、年金受取人のために保険金等を請求すべき相当な関係があると会社が認めた者
 2 　前項の規定にかかわらず、年金受取人は、前項に定める範囲内で、指定代理請求人を変更指定し、または指定

代理請求人の指定を撤回することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴　年金受取人が本項の変更を請求または指定を撤回するときは、必要書類（別表 4）を会社の本社または会社

の指定した場所に提出してください。
⑵　本項の変更および指定の撤回は、年金証書に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができませ

ん。」

第 15条（配偶者特則を付加した保険契約に付加されている場合の特則）
この特約が配偶者特則を付加した保険契約に付加されている場合は、特約条項中「主契約の被保険者」とあるのを、「主

契約の主たる被保険者」と読み替えます。
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特定障害不担保特約条項

第 1条（特約条項の適用）
主たる保険契約（以下、「主契約」といいます。）およびつぎの各号に定める特約を主契約に付加して締結する際、

被保険者（ファミリー保険の場合、主たる被保険者。連生終身保険の場合、第 1 被保険者または第 2 被保険者。以下、
同じとします。）の健康状態その他が会社の定めた基準に適合しないときは、主契約の普通保険約款（主契約に付加さ
れているつぎの各号に定める特約の特約条項を含みます。以下、「主約款等」といいます。）のほか、この特約条項を
適用します。
⑴　平準定期保険特約
⑵　逓減定期保険特約
⑶　災害死亡給付特約
⑷　家族収入特約
⑸　逓増定期保険特約
⑹　がん死亡保険特約
⑺　傷害特約
⑻　無解約返戻金型平準定期保険特約
⑼　疾病障害による保険料払込免除特約
⑽　新逓増定期保険特約
⑾　無解約返戻金型逓減定期保険特約
⑿　解約返戻金抑制型家族収入特約（高度障害療養加算型）
⒀　無解約返戻金型就労不能障害特約
⒁　無解約返戻金型就労不能障害一時金特約

第 2条（不担保とする特定障害）
この特約により不担保とする特定障害は、視力障害または聴力障害とし、つぎの各号のとおり取り扱います。

⑴　視力障害
被保険者が主約款等に定める高度障害状態または身体障害の状態（これらの状態を以下、「身体の障害状態」とい

います。）のうち、「両眼の視力を全く永久に失ったもの」、「１眼の視力を全く永久に失ったもの」または「両眼の
視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款等に定める高度障害保険金、高度障害年金、がん
高度障害保険金、特約高度障害保険金、災害高度障害保険金、特約高度障害年金および障害給付金の支払事由また
は保険料の払込の免除事由が生じた場合でも、会社は、高度障害保険金、高度障害年金、がん高度障害保険金、特
約高度障害保険金、災害高度障害保険金、特約高度障害年金および障害給付金の支払または保険料の払込免除を行
いません。

⑵　聴力障害
被保険者が身体の障害状態のうち、「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」、「１耳の聴力を全く永久に失ったもの」

または「両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款等に定める障害給付金の支払事由または保
険料の払込の免除事由が生じた場合でも、会社は、障害給付金の支払または保険料の払込免除を行いません。

第 3条（主契約に付加された新買増権保証特約による買増保険契約における取扱）
この特約が適用されている主契約に新買増権保証特約が付加されている場合には、新買増権保証特約条項の規定に

より買増される保険契約（買増される保険契約に付加される特約は除きます。）についても、主契約と同一の条件でこ
の特約が適用されるものとします。
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第 4条（特約の消滅）
会社が、会社所定の取扱条件を満たし、かつ、被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合することを承

諾した場合、会社の定める取扱範囲内で、この特約は将来に向かって消滅します。

第 5条（解約返戻金抑制型就労不能障害保険、無解約返戻金型就労不能障害特約または無解約返戻金型就労不能障害一
時金特約に付加されている場合の特則）

この特約が解約返戻金抑制型就労不能障害保険、無解約返戻金型就労不能障害特約または無解約返戻金型就労不能
障害一時金特約に適用される場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
⑴　第 2 条（不担保とする特定障害）第 1 号中、「高度障害状態または身体障害の状態」を「高度障害状態、就労不能

障害状態、就労制限障害状態または身体障害の状態」と、「「両眼の視力を全く永久に失ったもの」、「１眼の視力を
全く永久に失ったもの」または「両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの」」を「「両眼の視力を全く永
久に失ったもの」、「１眼の視力を全く永久に失ったもの」、「両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの」、「両
眼の視力に日常生活が著しい制限を受けるか、もしくは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該
当したもの」もしくは「両眼の視力に労働が著しい制限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必
要とする状態に該当したもの」または障害基礎年金の支給要件のうち 1 級の第 1 号もしくは 2 級の第 1 号に該当し
たと認定されたもの、または障害厚生年金の支給要件のうち 3 級の第 1 号に該当したと認定されたもの」と、「高度
障害年金」を「就労不能障害年金、就労障害サポート年金、就労不能障害一時金」とそれぞれ読み替えます。

⑵　第 2 条（不担保とする特定障害）第 2 号中、「身体障害の状態」を「就労不能障害状態、就労制限障害状態または
身体障害の状態」と、「「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」、「１耳の聴力を全く永久に失ったもの」または「両
耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの」」を「「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」、「１耳の聴力を全く永久に失っ
たもの」、「両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの」、「両耳の聴力に日常生活が著しい制限を受けるか、もしく
は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの」もしくは「両耳の聴力に労働が著しい制
限を受けるか、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態に該当したもの」または障害基礎年金の
支給要件のうち 1 級の第 2 号もしくは 2 級の第 2 号に該当したと認定されたもの、または障害厚生年金の支給要件
のうち 3 級の第 2 号に該当したと認定されたもの」と、「障害給付金」を「就労不能障害年金、就労障害サポート年金、
就労不能障害一時金」とそれぞれ読み替えます。
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団体扱特約条項

第 1条（特約の適用範囲）
1　この特約は、会社と団体取扱契約を締結した官公署、会社等の団体（以下、「団体」といいます。）に所属し団体か

ら給与（役員報酬を含みます。）の支払を受ける者を保険契約者とする保険契約で、かつ保険契約者が 20 人以上いる
場合に、その団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
2　つぎの場合にも、前項に準じ、それぞれの保険契約にこの特約を適用します。

⑴　団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険契約で、被保険者が 20 人以上いる場合
⑵　前項の保険契約者と前号の被保険者の数を合算（同一人の場合には、1 人として計算します。以下、同じとします。）

して 20 人以上いる場合
⑶　団体の事業所が 2つ以上あるときは、1つの事業所に、前項の保険契約者が 20 人以上いる場合または前号の保険契

約者と被保険者を合算して 20 人以上いる場合
3　前 2 項の員数については、年払および半年払の契約のみ、または月払の契約のみにより、その員数を満たすことを

要するものとします。

第 2条（契約日の特則）
この特約が適用される保険契約の契約日は、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかか

わらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準
として計算します。ただし、会社が認めたときは、主約款の規定に基づいて契約日を定めることができるものとします。

第 3条（契約日前の事故）
会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定に基づいて保険金等の支払事由または

保険料の払込免除事由が発生したときは、前条の規定にかかわらず契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の日
を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、
保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。

第 4条（保険料率）
この特約を適用する半年払保険契約および月払保険契約の保険料は別に定めた団体扱保険料率とします。

第 5条（保険料の払込方法〈経路〉）
1　保険契約者は、第 2 回以後の保険料を団体を経由して払い込んでください。この場合には、会社は、団体から払い

込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
2　この特約が適用されている保険契約では、前納の取扱をしません。

第 6条（保険料領収証）
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行し

ません。
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第 7条（特約の消滅）
つぎの場合には、この特約は消滅します。

⑴　保険契約者が死亡し、または団体を脱退したとき
⑵　団体取扱契約が解約されたとき
⑶　団体に所属する保険契約者または被保険者の数が第 1 条（特約の適用範囲）に規定する員数未満になった場合に、

その時から 6か月を経過してもなおそれを補充できなかったとき

第 8条（特約が消滅した保険契約の取扱）
1　この特約が消滅した保険契約は、個別扱の年払、半年払または月払の保険契約となります。
2　前項の規定にかかわらず、前条第 3 号によってこの特約が消滅した場合で、残存する保険契約者または被保険者の

数が 10 人以上である場合は、残存保険契約を特別団体扱に変更します。この場合の保険料率は、個別扱の料率になり
ます。

第 9条（主約款の規定の準用）
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第 10条（変額保険（終身型）、変額保険（有期型）、積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険
　　　　または積立利率変動型修正払込方式終身保険に適用されている場合の特則）

この特約が変額保険（終身型）、変額保険（有期型）、積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養
老保険または積立利率変動型修正払込方式終身保険に適用されている場合には、この特約条項の第 2 条（契約日の特則）
および第 3 条（契約日前の事故）の規定は適用しません。

第 11条（連生終身保険に適用されている場合の特則）
この特約が連生終身保険に適用されている場合には、この特約条項において「被保険者」とあるのは、「主契約の第

1 被保険者」と読み替えます。

第 12条（がん保険またはがん診断保険に適用されている場合の特則）
この特約ががん保険またはがん診断保険に適用されている場合には、つぎの各号の取扱をし、第 2 条（契約日の特則）

および第 3 条（契約日前の事故）の規定は適用しません。ただし、会社が認めたときは、主約款の規定に基づいて契
約日を定めることができるものとします。
⑴　この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款の定める保険期間の始期の属す

る月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始日の
計算にあたっては、主約款による保険期間の始期を基準に計算するものとします。

⑵　主約款による保険期間の始期から前号の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づく死亡保険金（死亡給付
金を含みます。以下、本号において、同じとします。）の支払事由または保険料払込免除事由が生じたときは、前号
の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、主約款の保険期間の始期を基準として再計算し、保険料に超過
分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、死亡保険金の支払があるときは、過不足分を支払金額
と清算します。

第 13条（特定疾病保障定期保険に適用されている場合の特則）
この特約が特定疾病保障定期保険に適用されている場合には、つぎの各号の取扱をし、第 2 条（契約日の特則）お

よび第 3 条（契約日前の事故）の規定は適用しません。ただし、会社が認めたときは、主約款の規定に基づいて契約
日を定めることができるものとします。
⑴　この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款の定める保険期間の始期の属す

る月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始日の
計算にあたっては、主約款による保険期間の始期を基準に計算するものとします。

⑵　主約款による保険期間の始期から前号の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づく特定疾病保険金（主約
款第 4 条（保険金等の支払）第 1 項第 1 号に規定する支払事由に該当した場合を除く。以下、本条において同じと
します。）もしくは死亡給付金の支払事由または保険料払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、契
約年齢および保険期間は、主約款の保険期間の始期を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不
足分があれば領収します。ただし、特定疾病保険金または死亡給付金の支払があるときは、過不足分を支払金額と
清算します。



98特別団体扱特約条項

約
款

特
別
団
体
扱
特
約
条
項

特別団体扱特約条項

目次

第 1条　特約の適用範囲
第 2条　契約日の特則
第 3条　契約日前の事故
第 4条　保険料の払込方法〈経路〉
第 5条　保険料領収証
第 6条　特約の消滅
第 7条　主約款の規定の準用

第 8条　変額保険（終身型）、変額保険（有期型）、積立
利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払
型特殊養老保険または積立利率変動型修正払込
方式終身保険に適用されている場合の特則

第 9条　連生終身保険に適用されている場合の特則
第 10条　がん保険またはがん診断保険に適用されている

場合の特則
第 11条　特定疾病保障定期保険に適用されている場合の

特則

特別団体扱特約条項

第 1条（特約の適用範囲）
1　この特約は、会社と特別団体取扱契約を締結した官公署、会社、組合、連合会、同業団体等その団体において保険

料の一括集金ができる団体（以下、「団体」といいます。）の所属員または構成員を保険契約者とする保険契約で、か
つ保険契約者が 10 人以上いる場合、または団体の代表者を保険契約者とし、その団体の所属員を被保険者とする保険
契約の被保険者が 10 人以上いる場合に、その団体を通じてこの特約の適用を申し出たものに適用します。
2　前項の員数については、年払および半年払の契約のみ、または月払の契約のみにより、その員数を満たすことを要

するものとします。

第 2条（契約日の特則）
この特約が適用される保険契約の契約日は、主契約の普通保険約款（以下、「主約款」といいます。）の規定にかか

わらず、主約款に定める会社の責任開始の日の属する月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準
として計算します。ただし、会社が認めたときは、主約款の規定に基づいて契約日を定めることができるものとします。

第 3条（契約日前の事故）
会社の責任開始の日から契約日の前日までの間に、主約款および特約の規定に基づいて保険金等の支払事由または

保険料の払込免除事由が発生したときは、前条の規定にかかわらず契約年齢および保険期間は、会社の責任開始の日
を契約日とし、その日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、
保険金等の支払があるときは、過不足分を支払金額と清算します。

第 4条（保険料の払込方法〈経路〉）
1　保険契約者は、第 2 回以後の保険料を団体を経由して払い込んでください。この場合には、会社は、団体から払い

込まれた時に、その保険料の払込があったものとします。
2　この特約が適用されている保険契約では、前納の取扱をしません。

第 5条（保険料領収証）
団体から保険料が払い込まれた場合には、会社は払込金額に対する領収証を団体に交付し、個々の領収証は発行し

ません。

第 6条（特約の消滅）
つぎの場合には、この特約は消滅します。

⑴　保険契約者が死亡し、または団体を脱退したとき
⑵　特別団体取扱契約が解約されたとき
⑶　団体に所属する保険契約者または被保険者の数が第 1 条（特約の適用範囲）に規定する員数未満になった場合に、

その時から 6か月（月払契約のときは 3か月）を経過してもなおそれを補充できなかったとき
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第 7条（主約款の規定の準用）
この特約条項に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

第 8条（変額保険（終身型）、変額保険（有期型）、積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養老保険
　　　　または積立利率変動型修正払込方式終身保険に適用されている場合の特則）

この特約が変額保険（終身型）、変額保険（有期型）、積立利率変動型終身保険、積立利率変動型年金支払型特殊養
老保険または積立利率変動型修正払込方式終身保険に適用されている場合には、この特約条項の第 2 条（契約日の特則）
および第 3 条（契約日前の事故）の規定は適用しません。

第 9条（連生終身保険に適用されている場合の特則）
この特約が連生終身保険に適用されている場合には、この特約条項において「被保険者」とあるのは、「主契約の第

1 被保険者」と読み替えます。

第 10条（がん保険またはがん診断保険に適用されている場合の特則）
この特約ががん保険またはがん診断保険に適用されている場合には、つぎの各号の取扱をし、第 2 条（契約日の特則）

および第 3 条（契約日前の事故）の規定は適用しません。ただし、会社が認めたときは、主約款の規定に基づいて契
約日を定めることができるものとします。
⑴　この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款の定める保険期間の始期の属す

る月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始日の
計算にあたっては、主約款による保険期間の始期を基準に計算するものとします。

⑵　主約款による保険期間の始期から前号の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づく死亡保険金（死亡給付
金を含みます。以下、本号において、同じとします。）の支払事由または保険料払込免除事由が生じたときは、前号
の規定にかかわらず、契約年齢および保険期間は、主約款の保険期間の始期を基準として再計算し、保険料に超過
分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、死亡保険金の支払があるときは、過不足分を支払金額
と清算します。

第 11条（特定疾病保障定期保険に適用されている場合の特則）
この特約が特定疾病保障定期保険に適用されている場合には、つぎの各号の取扱をし、第 2 条（契約日の特則）お

よび第 3 条（契約日前の事故）の規定は適用しません。ただし、会社が認めたときは、主約款の規定に基づいて契約
日を定めることができるものとします。
⑴　この特約が適用される保険契約の契約日は、主約款の規定にかかわらず、主約款の定める保険期間の始期の属す

る月の翌月 1 日とし、契約年齢および保険期間は、その日を基準として計算します。ただし、会社の責任開始日の
計算にあたっては、主約款による保険期間の始期を基準に計算するものとします。

⑵　主約款による保険期間の始期から前号の契約日の前日までの間に、主約款の規定に基づく特定疾病保険金（主約
款第 4 条（保険金等の支払）第 1 項第 1 号に規定する支払事由に該当した場合を除く。以下、本条において同じと
します。）もしくは死亡給付金の支払事由または保険料払込免除事由が生じたときは、前号の規定にかかわらず、契
約年齢および保険期間は、主約款の保険期間の始期を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不
足分があれば領収します。ただし、特定疾病保険金または死亡給付金の支払があるときは、過不足分を支払金額と
清算します。
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別表 1　対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項

目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、ＩＣＤ－ 10 準拠」による
ものとします。

分　類　項　目 基本分類表番号
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
消化器の悪性新生物
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
骨および関節軟骨の悪性新生物
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物
中皮および軟部組織の悪性新生物
乳房の悪性新生物
女性性器の悪性新生物
男性性器の悪性新生物
尿路の悪性新生物
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物
独立した（原発性）多部位の悪性新生物
上皮内新生物

Ｃ 00～Ｃ 14
Ｃ 15～Ｃ 26
Ｃ 30～Ｃ 39
Ｃ 40～Ｃ 41
Ｃ 43～Ｃ 44
Ｃ 45～Ｃ 49

Ｃ 50
Ｃ 51～Ｃ 58
Ｃ 60～Ｃ 63
Ｃ 64～Ｃ 68
Ｃ 69～Ｃ 72
Ｃ 73～Ｃ 75
Ｃ 76～Ｃ 80
Ｃ 81～Ｃ 96

Ｃ 97
Ｄ 00～Ｄ 09
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別表 2　対象となる高度障害状態
高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
⑴　両眼の視力を全く永久に失ったもの（備考．１参照）
⑵　言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの（備考．２参照）
⑶　中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの（備考３．参照）
⑷　両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの（備考４．参照）
⑸　両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの（備考４．参照）
⑹　１上肢を手関節以上で失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの（備考４．

参照）
⑺　１上肢の用を全く永久に失い、かつ、１下肢を足関節以上で失ったもの（備考４．参照）

（備考）
1．眼の障害（視力障害）

⑴　視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵　「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶　視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。

2．言語またはそしゃくの障害
⑴　「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの３つの場合をいいます。

①　語音構成機能障害で口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の４種のうち、３種以上の発音が不能となり、その回
復の見込がない場合

②　脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③　声帯全部の摘出により、発音が不能な場合

⑵　「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のな
い場合をいいます。

3．常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後の始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のい

ずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。

4．上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、

または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、また関節、
ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

5. その他
上記 1.、2.および 4.中の「回復の見込のない場合」ならびに上記 3.中の「常に介護を要するもの」については、例えば、

以下に定める「危篤状態」に短期間該当したときなど、一時的に視力や身体機能等が低下した状態を指すものではなく、
仮に継続的な治療等を行ったとしても回復する見込がない状態や、常時かつ永続的に他人の介護を要する状態をいい
ます。

※「危篤状態」とは、生命の危機が現前に差し迫った状態にあると医師により診断されており、かつ、その差し迫っ
た生命の危機を回避し生命を維持させることを目的とする、手術、酸素吸入、輸液、輸血、止血などの救命治療が
施されている状態をさします。
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別表 3　入院等の定義
1．入院

「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医
師の管理下において治療に専念することをいいます。

2．病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎのいずれかに該当したものとします。

⑴　医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
⑵　前項の場合と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設

別表 4　手術給付倍率表
対象となる手術および給付倍率表

手術番号 手術の種類 給付倍率
1.
2.
3.
4.

悪性新生物根治手術
悪性新生物温熱療法（施術の開始日から 60 日の間に１回の給付を限度とする。）
その他の悪性新生物手術
悪性新生物根治放射線照射（悪性新生物の治療を目的とした 50 グレイ以上の照射で、
施術の開始日から 60 日の間に１回の給付を限度とする。）

40
10
20
10

（備考）
１．手術

「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、郭清、縫合などの操作を加えることをいい、ドレナー
ジ、穿刺および神経ブロックは除きます。

２．治療を直接の目的とした手術
「治療を直接の目的とした手術」には、診断・検査（生検、腹腔鏡検査など）のための手術などは該当しません。

3.　悪性新生物根治手術
手術番号 1.の「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物組織の完全な除去を目的として行う観血手術で、原発病巣を

含めてその周囲組織を広範囲に切除し、転移の可能性のあるリンパ節を郭清（かくせい）する手術をいいます。再発・
転移病巣に対する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません（手術番号 3.の「その他の悪性新生物手術」
とします）。
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別表 5　対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故（急激・偶発・外来の定義は表１によるものとします。ただし、

疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は
急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。）で、かつ、平成 21 年３月 23 日総務省告示第 176 号に基づく厚生労働省
大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ＩＣＤ－１０(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表
２の分類項目のものをいいます(ただし、表２の「除外項目等」欄にあるものを除きます。)。

表１ 急激・偶発・外来の定義
用語 定義

１．急激
事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。（慢性、反復性、
持続性の強いものは該当しません。）

２．偶発
事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。

（被保険者の故意にもとづくものは該当しません。）

３．外来
事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。（身体の内部的原因によるものは
該当しません。）
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表２ 分類項目
分類項目 ( 基本分類コード ) 除外項目等

１．交通事故（Ｖ 01～Ｖ 99）

２．不慮の損傷のその他の外因（Ｗ 00～Ｘ 59）

・転倒・転落（Ｗ 00～Ｗ 19）

・生物によらない機械的な力への曝露（Ｗ 20～Ｗ
49）

※つぎのものは除外します。
・騒音への曝露（Ｗ 42）
・振動への曝露（Ｗ 43）

・生物による機械的な力への曝露（Ｗ 50～Ｗ 64）

・不慮の溺死および溺水（Ｗ 65～Ｗ 74）

・その他の不慮の窒息（Ｗ 75～Ｗ 84）

※つぎのものは除外します。
・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神・神経障害の状態に
ある者の胃内容物の誤嚥＜吸引＞（Ｗ 78） 
・気道閉塞を生じた食物の誤嚥＜吸引＞（Ｗ 79）
・気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥＜吸引＞（Ｗ 80）

・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧へ
の曝露（Ｗ 85～Ｗ 99）

※つぎのものは除外します。
・高圧、低圧および気圧の変化への曝露（Ｗ 94）（高山病など）

・煙、火および火炎への曝露（Ｘ 00～Ｘ 09）

・熱および高温物質との接触（Ｘ 10～Ｘ 19）

・有毒動植物との接触（Ｘ 20～Ｘ 29）

・自然の力への曝露（Ｘ 30～Ｘ 39）
※つぎのものは除外します。
・自然の過度の高温への曝露（Ｘ 30）（日射病、熱射病など）

・有害物質による不慮の中毒および有害物質への
曝露（Ｘ 40～Ｘ 49） 

※つぎのものは除外します。
・疾病の診断、治療を目的としたもの 

※つぎのものは含まれません。
・洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による
接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒（ブ
ドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌
性食中毒）およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、
大腸炎 
・外用薬または薬物接触によるアレルギ一、皮膚炎など

・無理ながんばり、旅行および欠乏状態（Ｘ 50～
Ｘ 57）

※つぎのものは除外します。
・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動（Ｘ
50）中の疾病または体質的要因に基づくものおよび過労
・旅行および移動（Ｘ 51）（乗り物酔いなど）
・無重力環境への長期滞在（Ｘ 52）
・食糧の不足（Ｘ 53）
・水の不足（Ｘ 54）

・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露（Ｘ
58～Ｘ 59）

３．加害にもとづく傷害および死亡（Ｘ 85～ＹO9）
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分類項目 ( 基本分類コード ) 除外項目等

４．法的介入および戦争行為（Ｙ 35～Ｙ 36）
※つぎのものは除外します。
・合法的処刑（Ｙ 35.5）

５．内科的および外科的ケアの合併症（Ｙ 40～Ｙ 84）
※つぎのものは除外します。
・疾病の診断、治療を目的としたもの

・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬
物、薬剤および生物学的製剤（Ｙ 40～Ｙ 59）によ
るもの

※つぎのものは含まれません。
・外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など

・外科的および内科的ケア時における患者に対す
る医療事故（Ｙ 60～Ｙ 69）
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療
用器具（Ｙ 70～Ｙ 82）によるもの
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科
的およびその他の医学的処置で、処置時には事故
の記載がないもの（Ｙ 83～Ｙ 84）

備　考
１．表２の「除外項目等」の欄において「※つぎのものは除外します。」と表示される項目は、表２の分類項目中に記載

されていても不慮の事故の対象から除外するものを示しています。また、「※つぎのものは含まれません。」と表示さ
れる項目は、表２の分類項目中に記載されておらず不慮の事故の対象に含まれないものを注意的に例示したものです。

２．「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
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別表 6　対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
⑴　１眼の視力を全く永久に失ったもの（備考１．参照）
⑵　両耳の聴力を全く永久に失ったもの（備考２．参照）
⑶　１上肢を手関節以上で失ったか、または１上肢の用もしくは１上肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失っ

たもの（備考３．参照）
⑷　１下肢を足関節以上で失ったか、または１下肢の用もしくは１下肢の３大関節中の２関節の用を全く永久に失っ

たもの（備考３．参照）
⑸　 10 手指の用を全く永久に失ったもの（備考４．⑴および⑶参照）
⑹　１手の５手指を失ったか、または第１指（母指）および第２指（示指）を含んで４手指を失ったもの（備考４．

⑴および⑵参照）
⑺　 10 足指を失ったもの（備考５．参照）
⑻　脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの（備考６．参照）
⑼　呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、酸素療法を受けたもの（備考７．参照）
⑽　恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの（備考８．⑴参照）
⑾　心臓に人工弁を置換したもの（備考８．⑵参照）
⑿　腎臓の機能を全く永久に失い、人工透析療法または腎移植を受けたもの（備考９．参照）
⒀　ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設もしくは尿路変更術を受けたもの（備考 10．⑴および⑵参照）
⒁　直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの（備考 10．⑶および⑷参照）

（備考）
１．眼の障害（視力障害）

⑴　視力の測定は、万国式試視力表により、１眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵　「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶　視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。

２．耳の障害（聴力障害）
⑴　聴力の測定は、日本工業規格（昭和 57 年 8 月 14 日改定）に準拠したオージオ・メーターで行ないます。
⑵　「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・b・cデ

シベルとしたとき、
１
４（a＋２b+c）

の値が、90 デシベル以上（耳介に接しても大声語を理解しえないもの）で回復の見込のない場合をいいます。

３．上・下肢の障害
⑴　「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻

ひ、または上・下肢においてそれぞれ３大関節（上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては、
また関節、ひざ関節および足関節）の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。

⑵　「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人
工関節をそう入置換した場合をいいます。

４．手指の障害
⑴　手指の障害については、５手指をもって１手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれ

を合わせることはありません。
⑵　「手指を失ったもの」とは、第１指（母指）においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った

ものをいいます。
⑶　「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の２分の１以上を失った場合、または手指の中手指節関節

もしくは近位指節間関節（第１指（母指）においては指節間関節）の運動範囲が生理的運動範囲の２分の１以下で
回復の見込のない場合をいいます。
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５．足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。

６．脊柱の障害
⑴　「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものを

いいます。
⑵　「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右

回旋の３種の運動のうち２種以上の運動が生理的範囲の２分の１以下に制限された場合をいいます。

７．呼吸器の障害
⑴　「呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し」とは、予測肺活量１秒率が 20 ％以下または動脈血酸素分圧が 55Torr

以下で、歩行動作が著しく制限され、回復の見込のない場合をいいます。
⑵　「酸素療法を受けたもの」とは、日常的かつ継続的に行うことが必要と医師が認める酸素療法を、その開始日から

起算して 180 日以上継続して受けたものをいいます。

８．心臓の障害
⑴　「恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの」には、心臓ペースメーカーを一時的に装着した場合は含みません。

また、すでに装着した恒久的心臓ペースメーカーまたはその付属品を交換する場合を除きます。
⑵　「人工弁を置換したもの」には、生体弁の移植を含みます。また、人工弁を再置換する場合およびすでに人工弁を

置換した部位とは異なる部位に人工弁を置換する場合を除きます。

９．腎臓の障害
⑴　「腎臓の機能を全く永久に失い」とは、腎機能検査において内因性クレアチニンクリアランス値が 30ml/分未満ま

たは血清クレアチニン濃度が 3.0mg/dl以上で回復の見込のない場合をいいます。この場合、腎機能検査の結果は、
人工透析療法または腎移植の実施前のものによります。

⑵　「人工透析療法」とは、血液透析法または腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人
工透析療法を除きます。

⑶　「腎移植」には、自家腎移植および再移植は含みません。

10．ぼうこうまたは直腸の障害
⑴　「人工ぼうこう」とは、空置した腸管に尿管を吻合し、その腸管を体外に開放し、ぼうこうの蓄尿および排尿の機

能を代行するものをいいます。
⑵　「尿路変更術」とは、正常尿流を病変部より腎臓側において体外へ導き排出するものをいいます。
⑶　「直腸を切断し」とは、直腸および肛門を一塊として摘出した場合をいいます。
⑷　「人工肛門」とは、腸管を体外に開放し、その腸管より腸内容を体外に排出するものをいいます。
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＜身体部位の名称図＞
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別表 7　請求書類

〔Ⅰ〕　保険金等の請求の場合
請求項目 必要書類

 1．がん死亡保険金
死亡保険金

⑴　会社所定の請求書
⑵　医師の死亡証明書または死体検案書＊
⑶　被保険者の住民票
⑷　死亡保険金受取人の戸籍抄本
⑸　死亡保険金受取人の印鑑証明書
⑹　死亡保険金受取人にかかる登記事項証明書（補助、保佐、後見もし

くは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合）
⑹　最終の保険料領収証
⑺　保険証券

 2．がん高度障害保険金

⑴　会社所定の請求書
⑵　医師の診断書＊
⑶　被保険者の住民票
⑷　高度障害保険金受取人の戸籍抄本
⑸　高度障害保険金受取人の印鑑証明書
⑹　高度障害保険金受取人にかかる登記事項証明書（補助、保佐、後見

もしくは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた
場合）

⑺　最終の保険料領収証
⑻　保険証券

 3．保険料払込免除

⑴　会社所定の請求書
⑵　事故状況の報告書や交通事故証明書等の不慮の事故であることを

証する書類（第 8 条第 1 項 ⑵の場合に限ります。）
⑶　医師の診断書＊
⑷　最終の保険料領収証
⑸　保険証券

 4．がん入院給付金
がん治療給付金

⑴　会社所定の請求書
⑵　医師の診断書＊
⑶　入院した病院または診療所の入院証明書＊
⑷　病院または診療所以外において医師の計画的な医学管理のもとで、

総合的に提供される医療を継続して受けていることを証する書類（病
院または診療所に入院しているものとみなしたがん入院給付金を請
求する場合）

⑸　被保険者の住民票
⑹　給付金受取人の戸籍抄本
⑺　給付金受取人の印鑑証明書
⑻　給付金受取人にかかる登記事項証明書（補助、保佐、後見もしくは

任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合）
⑼　最終の保険料領収証
⑽　保険証券
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請求項目 必要書類

 5．がん手術給付金

⑴　会社所定の請求書
⑵　医師の診断書＊
⑶　手術を受けた病院または診療所の手術証明書＊
⑷　被保険者の住民票
⑸　手術給付金受取人の戸籍抄本
⑹　手術給付金受取人の印鑑証明書
⑺　手術給付金受取人にかかる登記事項証明書（補助、保佐、後見もし

くは任意後見を受けている場合または会社が特に提出を求めた場合）
⑻　最終の保険料領収証
⑼　保険証券

 6．契約者貸付

⑴　会社所定の請求書
⑵　保険契約者の印鑑証明書
⑶　最終の保険料領収証
⑷　保険証券

 7．解約返戻金

⑴　会社所定の請求書
⑵　保険契約者の印鑑証明書
⑶　最終の保険料領収証
⑷　保険証券

 8　指定代理請求人による保険金等の
請求

指定代理請求人により保険金等（給付金、年金および保険料の払込免除
を含み、名称の如何を問いません。）の請求を行う場合は、該当項目の
請求書類に加えて以下の書類が必要となります。
⑴　指定代理請求人の戸籍抄本
⑵　指定代理請求人にかかる登記事項証明書（補助、保佐、後見もしく

は任意後見を受けているときまたは会社が特に提出を求めたとき）
⑶　指定代理請求人の印鑑証明書
⑷　指定代理請求人の住民票

（備考）
1．上記の書類のうち、＊印は会社所定のもので、会社または会社の指定した場所に用意してあります。
2．上記の書類は、会社に提出してください。
3．会社は、上記以外の書類の提出を求めること、必要書類の一部もしくは全部の省略を認めることまたは他の書類によ

る代替を認めることがあります。
4．官公署、会社、工場、組合等の団体（団体の代表者を含みます。以下、「団体」といいます。）を保険契約者および死

亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である
団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等（以下、

「死亡退職金等」といいます。）として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金（がん死亡
保険金を含みます。）またはがん高度障害保険金の請求の際、第 1 号または第 2 号のいずれかおよび第 3 号の書類も必
要とします。ただし、これらの者が 2 人以上であるときは、そのうち 1 人からの提出で足りるものとします。
⑴　被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
⑵　被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
⑶　保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
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〔Ⅱ〕　その他手続請求の場合
請求項目 必要書類

 1．保険契約の復活
⑴　会社所定の申込書
⑵　被保険者についての告知書＊

 2．契約内容の変更
⑴　払済保険への変更
⑵　がん入院給付金日額の減額
⑶　保険料払込方法＜回数＞の変更

⑴　会社所定の請求書
⑵　保険契約者の印鑑証明書
⑶　最終の保険料領収証
⑷　保険証券
⑸　被保険者についての告知書＊（会社が特に提出を求めた場合）

 3．会社への通知による保険金等の受
取人の変更

⑴　会社所定の請求書
⑵　保険契約者の印鑑証明書
⑶　保険証券

 4．遺言による受取人の変更

⑴　会社所定の請求書
⑵　被保険者の同意を証する書類
⑶　遺言書
⑷　保険契約者の相続人であることを証する書類
⑸　保険証券

 5．保険契約者の変更
⑴　会社所定の請求書
⑵　変更前の保険契約者の印鑑証明書
⑶　保険証券

 6．指定代理請求人の変更指定または
指定の撤回

⑴　会社所定の請求書
⑵　保険契約者の印鑑証明書
⑶　保険証券
⑷　指定代理請求人の住民票（変更指定時のみ）

 7．受取人による保険契約または特約
の継続

⑴　会社所定の請求書
⑵　保険契約者の同意を証する書類
⑶　保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類
⑷　債権者等に金銭を支払ったことを証する書類

（備考）
1．前表と同じ。







■説明事項ご確認のお願い
この冊子には、ご契約についての大切なことがらが記載されておりますので、必ずご一読　
いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申込みいただくようお願いいたします。

特に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�しおりのページ

●生命保険募集人（当社のライフプランナー）の権限について　――――――������6
●契約申込の撤回等（クーリング・オフ）について　―――――――――――������7
●生命保険会社の財産状態の変化による
　　生命保険契約への影響の可能性について　――――――――――――――����10
●健康状態・職業などの告知義務について　―――――――――――――――����14
●保険会社の責任開始時期について　――――――――――――――――――����17
●払込方法について　―――――――――――――――――――――――���27、28
●保険料の払込猶予期間と契約の失効について　―――――――――――――����29
●保険契約の復活について　――――――――――――――――――――――����33
●解約と解約返戻金について　―――――――――――――――――――――����35
●保険金などを支払わない場合または保険料の
　　お払込を免除できない場合について　――――――――――――――――����38

などは、お申込に際してぜひご理解いただきたい重要なことがらですので、特に注意してご覧
いただくようお願いいたします。
なお、わかりにくい点がございましたら、下記の担当ライフプランナーまたは支社へお気軽
にお問い合わせください。

ご契約の際には、「契約概要」「注意喚起情報」および「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●「契約概要」は、保険商品の概要をご理解いただくために必要な情報を記載したものです。
●「注意喚起情報」は、ご契約に際して、特にご注意いただきたい事項（クーリング・オフ、告知義務、免責、解約と解約返戻金に関するご注意、生命保険会社

の財産状態の変化による生命保険契約への影響の可能性について等）を記載したものです。
●「ご契約のしおり・約款」は、ご契約についての大切な事項およびご契約者に必要な保険の知識を記載したものです。
●記載の取扱いは登録日現在における当社の取扱いによるもので、将来変更となることがあります。

保険種類をお選びいただく際には、「保険種類のご案内」をご覧ください。
「保険種類のご案内」は当社のライフプランナーが携帯しております。また、最寄りの支社にもご用意しております。

2018年 7月30日登録 Pru ｰ 2018-02-0018
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